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Abstract 
新学習指導要領における小学校教職課程「家庭」では、子どもたちの「生きる力（21 世紀型能力）」を育む能力

を養成するためのカリキュラムや養成すべき能力を明らかにすることを目的とする。第一報では、同科目のテキ

スト５冊を分析し、小学校家庭と「学習指導要領」、「意義・目標・内容等」、「教科教育方法」の内容について、

検討を行った。この結果、①学習指導要領の変遷を理解し、教科の目標や内容を 21 世紀型能力の 3 つの柱で捉

えて、子ども達の発達段階や小中の系統性を踏まえた知識・技能を習得する事、②現代社会や家庭の現状・課題

を理解し、ICT 等最新の教育方法の活用や多様な評価方法を習得することで専門性を高まる事が明らかとなった。 
 
１．はじめに 
 家庭科は「生きる力」を育てる教科であり、生きる

上で欠かすことのできない衣食住、家族、保育、消費、

環境について学び、「生きる力」を具体化した「人間力」

の基盤となる教科である。現代社会では、子ども達を

取り巻く生活環境や家族関係には多くの課題があり、

子ども達自らが、発達段階や個別性に応じて、生活課

題に向き合い、解決に向けた行動を起こすために、「家

庭科」の知識・技能はますます重要になるといえよう。  
 家庭科教育は、小学校高学年（５・６年）では「家

庭」、中学校では「技術・家庭」の家庭分野、高等学校

では「家庭」として「家庭基礎」「家庭総合」「生活デ

ザイン」の３教科から１科目を選択必修することで、

小中高で系統的に学ぶカリキュラムとなっている。 
小学校での家庭科は「生活」や「理科」、「社会」、「総

合」、「社会」、「理科」「食育」等と関連する内容も多く、

他科目との連携をふまえて、小学校６年間を見通した

家庭科の指導が出来る教員養成が求められる。 

一方、教職課程に関する変化では、教員免許状改正

に伴い、2019 年より新たな教職課程１）がスタートし

たこと、令和 2 年度から小学校で新学習指導要領２）が

全面実施されたことがある。表１は、文部科学省が示

した小学校教員養成課程で共通に習得すべき資質・能

力だが、、①教科の目標及び内容、②指導方法と授業設

計に関する具体的内容がコアカリキュラムとなる。 
表１ 小学校教員養成課程で習得すべき資質・能力 

項目 具体的な内容

指導方法
と授業設
計

（１）子どもの認識や思考、学力等の実態を視野に入れた授
業設計の重要性

（2）科目の特性に応じた情報機器、教材の活用方法の理
解と授業設計への活用

（3）学習指導案の構成の理解と具体的な授業を想定した
授業設計と学習指導案の作成

（４）模擬授業の実施とその振り返りを通して授業改善の視
点を身に付ける

教科の目
標及び内
容

（１）学習指導要領における教科の目標及び主な内容並び
に全体構造の理解

（2）個別の学習内容について、指導上の留意点の理解

（３）教科の学習評価の考え方の理解

（4）教科の背景となる学問領域の理解と教材研究への活
用

資料：文部科学省「教職課程コアカリキュラム」平成 29 年 
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なお、小学校教諭（1 種免許状）養成課程では、免

許取得上、「教職に関する科目」が必修で、「教科に関

する科目」は選択必修である。家庭科教育では、「教職

に関する科目（教育課程及び指導方法）」として「小学

校家庭科教育法」等の名称の科目が、「教科に関する科

目（小学校）家庭」として「小学校 家庭」、「家庭科

研究」「家政学概論」等の名称の科目が開設されている。 
このような小学校教員養成過程「家庭」のカリキュ

ラム研究３）～６）はあるが、新学習指導要領に対応した

研究はまだ少なく、カリキュラムマネジメントや「指

導と評価の一体化」が今日的課題となっている。 
本研究では、新学習指導要領における小学校教員養

成課程「家庭」において、学生が習得すべき知識・技

能を基に同科目のカリキュラムについて、検討するこ

とを目的とする。第一報では 新学習指導要領におけ

る小学校家庭科の「意義・目標・内容」「カリキュラム

マネジメント」について、教員養成で必要な教育内容

や教育方法を明らかにする。続く第２報では小学校「家

庭」の３つの内容項目（「家族・家庭生活」「衣食住生

活」「消費生活と環境」）の教育内容と教育方法を明ら

かにすることで、第一報の結果と合わせて小学校教員

養成課程「家庭」のカリキュラムについて考察を行う。 
 

２．研究方法   

１）家庭科教育の変遷のなかで、新学習指導要領にお

ける小学校「家庭」の基本的な考え方と変更点を明ら

かにすることで、教科指導のポイントを整理する 
２）学習指導要領改正に伴なう小学校教員養成課程 

「家庭」のテキスト 10）～15）をデータとして、教育内容

の変化を踏まえた「家庭科の意義・目標・内容」「家庭

科教育法（指導計画、教育方法、評価等）」について、

教員養成に必要な内容を明らかにする。 
 
３．研究結果 

 １）学習指導要領改訂と家庭科教育 
新学習指導要領における小学校「家庭」改訂の特徴

と家庭科教育への影響、基本的な考え方を明らかする。 
学習指導要領は、1947 年学校教育法の制定に伴い、

文部科学省が学校教育法等の法令に基づいて定めた教

育課程（カリキュラム）編成の基準である。ほぼ 10
に 1 回改訂が行われ、幼稚園・小中高等学校ごとに教

科等の目標や内容について、まとめている。 
小学校「家庭」の単元及び領域内容は、表２に示すよ

うに、1947 年（昭和 22 年）から 10 回の改訂におい

て、領域や内容が大きく変化している。平成 10 年の

改定では、生活を総合的に捉える視点から，４領域が

廃止され、下記の 8 項目の内容となった。さらに、2008
年（平成 20 年）の改訂では、「消費者市民社会」の構

築が課題となるなか、家族・家庭生活、衣食住に、新

たに消費生活が加わり、4 項目となった。新学習指導

要領では、生活の営みに係わる見方、考え方をふまえ

て、食生活と衣および住生活を一つにまとめ、「Ａ家

族・家庭生活」、「Ｂ衣食住の生活」、「Ｃ消費生活・環

境」の三項目となり、小中学校が統一されたことで、

学習内容や指導が系統的に行えるようになった。表３

は、新旧学習指導要領の内容項目を示したものである。 
 

表２ 学習指導要領小学校「家庭」の変遷 

 
資料出所：文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解

説 家庭編」平成 29 年 7 月 

表３ 小学校「家庭」の内容項目一覧（新旧対照） 

新学習指導要領（平成29年告示） 旧学習指導要領（平成20年告示）

A 家族・家庭生活 A 家族・家庭生活

（１）自分の成長と家族・家庭生活 （１）自分の成長と家族・家庭生活

（２）家庭生活と仕事 （２）家庭生活と仕事

（３）家族や地域の人々との関り （３）家族や地域の人々とのかかわり

（４）家族・家庭生活についての課題と実践

B 衣食住の生活 B 日常の食事と調理の基礎

（１）食事の役割 （１）食事の役割

（２）調理の基礎 （２）栄養を考えた食事

（３）栄養を考えた食事 （３）調理の基礎

（４）衣服の着用と手入れ C 快適な衣服と住まい

（５）生活を豊かにするための布を用いた製作 （1）衣服の着用と手入れ

（６）快適な住まい方 （２）快適な住まい方

（３）生活に役立つ物の製作

C 消費生活・環境 Ｄ 身近な消費生活と環境

（１）物や金銭の使い方と買い物 （１）物や金銭の使い方と買物

（２）環境に配慮した生活 （２）環境に配慮した生活  

引用文献：多々納道子他 『家庭科教育法』31 ページ 
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旧の「Ｂ日常の食事と調理の基礎」と「Ｃ快適な衣

服と住まい」の 2 項目が、「Ｂ衣食住の生活」に統合

されて 3 項目となった。主な内容の変化では、①調理

や製作で、一部の題材（青菜とじゃがいも、袋の製作）

を指定、②「A（４）家族・家庭生活についての課題

と実践」を新設、③少子化、グローバル化、持続可能

な社会の構築等に内容が対応した事があげられる。 
学習指導要領の改訂では、社会変化に対応する「21

世紀型能力」を育成するという基本的方針を受けて、

家庭科では①「社会に開かれた教育課程」を重視し、

②教科「家庭」を通じて育成を目指す能力・資質を明 
確化する、③主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善の推進、④各学校でのカリキュラムマネジ 
メントの推進、⑤教育内容の主な改善事項を検討して

いる。「21 世紀型能力（21 世紀に求められる資質・能

力）」として「生きる力」を具現化し、各項目で育成を

目指す資質・能力を、表４のように、①知識及び技能，

②思考力，判断力，表現力等，③「学びに向かう力，

人間性等」の三つの柱で示して扱う事となった。 
 
表４ 小学校「家庭」において育成を目指す資質・能力  
資料出所：文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解

説 家庭編」平成 29 年 7 月 

新学習指導要領における家庭科の目標を、小中校の

系統性をみると、実践的・体験的な学習活動を通じて、

生活をより良くしようとする実践的態度を育成するこ

とは一貫しており、発達段階に応じて、家族の一員か

ら、家庭や地域の生活を創造する能力と実践的態度の

育成へ変化することが分かる。 
社会の変化への対応として、①「家族・家庭生活」

では、幼児・低学年の児童、高齢者など異なる世代の

人たちとの関りを扱うこと、②「衣食住の生活」では、

食育の推進、グローバル化の対応、日本文化の大切さ

などを取入れ、③「消費生活・環境」では、持続可能

な社会の構築に対応して、自立した消費者を育成する

ための内容を充実することがあげられる。 
２）「家庭科の意義・目標・内容」「家庭科の指導方法

（指導計画、教育方法、評価等）」 
教職課程小学校「家庭」のカリキュラムを検討する

ためのデータベースとして、シラバスとテキストがあ

る。シラバスには、学習指導要領の項目・内容がほぼ

網羅されていて 16）、担当教員の専門分野や教員数など

による違いもある。そこで、本研究では新学習指導要

領に対応して刊行され、小学校教員養成課程「家庭」

で使用されるテキスト６冊をデータとした。表５は、

テキストのタイトル、編著者、出版年、目次項目をま

とめたものである。テキストの目次をデータとして、

同教科の内容項目を整理したところ、「家庭科の意義・

目標・内容」「家庭科教育の歴史」「家庭科教育法」「項

目内容の基礎知識・技能」「項目の内容と指導計画、評

価」「その他」の６項目となった。なお、Ⅵ多々納によ

るテキストは小中高を対象としている為、分析から除

く事とした。Ⅰ～Ⅴのテキストについて、各項目に関

する内容を分析することで、小学校教員養成課程のカ

リキュラムを検討していきたい。なお、第一報では「家

庭科の意義・目標・内容」「教育方法」について取り上

げる。  
（１）「家庭科の意義・目標・内容」 
 家庭科の指導について学ぶうえで、教科の意義・目

標・内容はその根幹となるものである。小学校「家庭」

の目標は「生活の営みに係わる見方や考え方を働かせ、

衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、

生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成す

ることを目指す」ことにある。教科の目標及び内容を

21 世紀型能力の３つの柱（①知識及び技能、②思考力、

判断力、表現力等、③学ぶに向かう力や、人間性等の

育成）に再整理したのが、表５である。家庭科の見方、

考え方では、「①協力・協働、②健康・快適・安全、③

生活文化の継承・創造 ④持続可能な社会の構築等」

の４つの視点で捉え、自立し共に生きる生活の創造を

図る事が示されている。 

①「個別の知識・技能」 ②「思考力・判断力・表現力等」 ③「学びに向かう力、人間性」

日常生活に必要な家族、家庭、衣食
住、消費や環境について基本的な知
識・技能

日常生活の中から問題を見出して
課題を設定し、課題を解決する力

家族の一員として、生活をよりよく
しようと工夫する実践的な態度

・家庭生活と家族についての理解
・生活の自立の基礎として必要な衣
食住についての理解と技能
・消費生活や環境に配慮した生活の
仕方についての理解と技能

・日常生活の中から問題を見出し、
課題を設定する力
・生活課題について自分の生活経験
と関連づけて、様々な解決方法を構
想する力
・実習や観察・実験、調査、交流活
動の結果等について、考察したこと
を根拠や理由を明確に分かり易く表
現する力
・他者の思いや考えを聞いたり、自
分の考えを分かりやすく伝えたりし
て計画や実践等について評価・改善
する力

・家庭生活を大切にする心情
・家族や地域の人々と関り、協力し
ようとする態度
・生活を楽しもうとする態度
・日本の生活文化を大切にしようと
する態度



学習指導要領における小学校教員養成課程「家庭」の 
カリキュラムに関する一考察 第 1 報（田﨑裕美・増田啓子） 

 

- 4 - 
 

表５ 小学校「家庭」テキストの目次項目   資料出所：表中の各テキスト名他の欄に示す 
テキ
スト
名他

Ⅰ　大竹美登利・鈴木真由子・綿引伴子
『小学校家庭科教育法』建帛社　2018.4

Ⅱ　三沢徳枝・勝田映子『初等家庭科教
育』ミネルヴァ書房　2019.3

Ⅲ　中西雪夫・小林久美・貴志倫子『小学
校家庭科の授業をつくる　理論・実践の基
礎知識　第２版』学術図書出版社　2020.4

目
次
項
目

序章　小学校家庭科で何を学ぶべきか
第1章　家庭科教育の理念と意義
第2章　家庭生活の社会的変化と家庭科教
育の歴史
第3章　学習指導要領の目標と内容構成お
よび他教科との関連
第4章　カリキュラムマネジメント
学習指導案と年間指導計画の作成
第5章　授業計画と学習の改善につなげる
授業評価の意味と方法
第6章　家族・家庭生活の教材を考える
第7章　食生活の教材を考える
第8章　衣生活に関する教材を考える
第9章　住生活に関する教材を考える
第10章　消費生活と環境に関する教材を考
える
第11章　実験・実習を用いた授業
第12章　五感で学ぶ授業
第13章　主体的・対話的に深く学ぶ授業
第14章　問題解決学修を取り入れた授業
終章　家庭科教育の展望

第Ⅰ部　家庭科教育とは
第一章　小学校家庭科教育とは
第2章　授業づくりのために
第Ⅱ部　家庭科教育の授業づくり
第3章　　家族・家庭生活
第4章　生活を営むとは-食生活から考ええ
るー　　　　　　　　　　　　　　　　第
5章　衣生活ー快適な衣服と裁縫の学習
第6章　住生活　ー「快適な住まい方」の
学習　　　　　　　　　　　　　　　　第
7章　消費生活・環境の学習
第8章　食生活に関する授業実践
第9章　衣生活に関する授業実践
第10章　消費生活に関す授業実践

第Ⅰ部　家庭科教育の歴史と理論
第１章　家庭科の今
第2章　家庭科教育を学ぶ意義
第3章　家庭科教育のこれまで
第4章　家庭科教育のこれから
第5章　小中連携と家庭科教育
第Ⅱ部　家庭科の授業づくりとその実践
第6章　授業の計画
第7章　授業実践
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（１）「家庭科の意義・目標・内容」 
表６は「家庭科の意義・目標・内容」に関する内容

をまとめたものである。 
Ⅰ大竹・鈴木・綿引編著『小学校家庭科教育法』17）（（以

下、Ⅰとする） は、「家庭科」は「生きる力」の育成

すなわち、「人間活動力」を産み出す生活の営みを学ぶ

科目であり、「生きる力」を①健康で人間性豊かな身体、

②困難を乗り越え人生を切り開く資質・能力、③未来

の担い手の育成として捉えている。さらに、児童は生

活の営みの担い手として、生活を取り巻く環境の変化

と共に生き、課題解決のために「２１世紀型能力」を

身につける事を具体的に論じ、基本概念となる「生活

を営む」ことを整理している。さらに、「１章 家庭科

教育の理念と意義」では、家庭科が目指す重要な視点

として、「自立」と「依存」、自立と共生の関係の中で、

「生活を営む」という概念を整理している。また、家

庭科の見方・考え方にみる４つの視点から生活構造や

現代の生活スタイルを見直し、これらの内容をふまえ

て、学びの可能性として、授業実践例をあげて「主体

的で対話的な深い学びとは」、課題解決力の育成、自律

的に生活を営む力を身につけるための学習プロセスを

論じている。家庭科教育の意義について、論理的かつ

丁寧にふれている。 
 Ⅱ三沢・勝田編著『初等家庭科教育』18）（以下、Ⅱ

とする）では、家庭科を学ぶ意義は「児童の生活経験

は様々であり、生活に必要な知識・だけでなく、実習 
 
表６ 「家庭科の意義・目標・内容」に関する学習内容 

実験等を通じて、技能・技術も獲得し、実践的・体験

的な学びを行うことで、生活の自立を支援することに

ある。」と解説している。教科の目標や内容についても、

新学習指導要領をふまえて丁寧に説明している。同著

では、「家庭科」教育の意義を児童の家庭生活や生活力

の変化する中で、発達段階にふまえた生活の自立能力

を育成するという考え方が示されている。 
 Ⅲ 中西・小林・貴志共著『小学校家庭科の授業を

つくる理論・実践の基礎知識 第２版』19）（以下、Ⅲ 
とする）では、小学校教諭として、家庭科の魅力を理 
解し、授業を創るという狙いから、児童からみた家庭 
科の魅力が高く、（好きな科目第一位が「家庭科」 
90.2％）、調理実習・被服製作等の実践的活動、実験・ 
観察などの体験的活動や、課題解決学習やアクティブ 
ラーニングなどにある事を理由としてあげている。さ

らに、家庭科教育の変遷をふまえたうえで、今日の重

要な内容として「ジェンダーと家庭科」「ESD と家庭

科」「食育と家庭科」「消費者市民社会と家庭科」の現

状と課題を取り上げている。同著では、家庭科教育は

楽しく、社会課題を解決する科目であるという認識が

持てるような構成となっている。 
Ⅳ筒井編著『小学校家庭科 資質・能力を育む学習指

導と評価の工夫』20）（以下、Ⅳとする）では、小学校

家庭科で育む資質・能力について、新学習指導要領の

３つの柱を基に、小中の系統性の内容の系統性につい

てもふれている。「内容構成のポイント」でも、小中の

内容の系統性をふまえ、各領域での目標・内容につい 
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て、詳しく実践に沿った解説をしている。新学習指導

要領を理解し、その内容を踏まえて指導の実践をとい

う狙いにそっている。 
Ⅴ大竹・倉持編著『初等家庭科の研究』21）（以下、Ⅴ

とする）では、小学校教諭では、教育制度の変遷に伴

う家庭科の歴史を踏まえて、教科の意義と共に、小学

校高学年で学ぶ意義を子どもたちの発達や家族・家庭

生活の状況と共に、明らかにしている。特徴ある内容

として、同学年が抽象的な思考能力やメタ認知能力の

高まりによる物事の見方の変化、学習動機の分化、自

尊感情を高める指導の好機である事などがあげている。 
 以上のように、小学校「家庭」の意義や目標・内容

について、各テキストでは、新学習指導要領をベース

に、現代社会の現状と課題、子どもの発達など独自の

視点を加えて教えることで、学生の家庭科への興味関

心を高める内容となっていることが理解できた。 
（２）家庭科の指導方法 
 次に、家庭科の指導法に関する内容について、①学

習指導要領とカリキュラムマネジメント（年間指導計

画、学習指導案）、②授業の指導と評価方法等に分けて

みていく。新学習指導要領では、各教科の目標及び内

容が育成を目指す資質・能力の 3 つの柱に沿って再整

理され、「カリキュラムマネジメント」が明文化された

ことで、指導と評価の一体化の必要性が明確になった。 
Ⅰ大竹・鈴木・綿引編著『小学校家庭科教育法』 
①では、学習指導要領で求められる資質・能力と見方・

考え方、教科の目標や内容構成および他科目との関連

について理解したうえで、学習指導案と年間指導計画

の作成について学んでいく。指導案の作成では、観察

した授業を指導案に起こし、授業記録から教師の支援

の在り方を捉える方法を取り上げ、学生にとって分か

り易く実践的である。また、授業の教材づくりや板書

計画の立て方、2 年間を見通した指導計画の策定など

を通じて、カリキュラムマネジメントの実践力を身に

着ける内容となっている。 
②授業の指導と評価方法 
相対評価から到達度評価を行うことで、学習目標に

対する到達度などを重視し、児童一人一人の良い点や

可能性、進捗状況などを評価する個人内評価が重視さ

れ、記述などによる質的評価が増えている現状も書か

れている。新学習指導要領では、学習評価の項目が「知

識・技能」「-思考力・表現力・判断力等」「主体的に学

習に取り組む態度」の 3 項目に整理され、学習のまと

まりごとに、評価基準に盛り込むべき事項が示されて

いる。学習評価の軸は直接評価（学習者による評価）

と間接評価（指導者による評価）、量的評価と質的評価

の 2 つの軸によって、4 つのタイプに分けられる。新

しい評価として、パフォーマンス評価（現実のなかで

知識や技能を使いこなす能力）、ポートフォリオ評価

（児童の学習過程を可視化して、到達度を測り、今後

の課題を明らかにする）、ルーブリック評価（教師と児

童とで作り上げる評価基準）等も紹介している。この

ように、同著では、指導案・指導計画作成、授業評価

の基本と新しい評価方法を、より実践的な視点から取

り上げることで、学生が理解しやすい内容となってい

る。 
Ⅱ三沢・勝田編著の『初等家庭科教育』22）では、家庭

科の授業づくりとして、育てたい資質・能力に着目し、

学習指導の進め方、指導計画と評価、安全管理と指導、

学習環境の整備と実践で必要な項目を網羅して学ぶ

16）内容となっている。授業づくりにおいて、児童の生

活経験や技能の実態を丁寧に把握し、主体的で対話的

な学びを引き出すために、多様な学習方法の導入や実

感を持って科学的に理解できる問題解決型授業を充実

することについてふれている。評価計画では、指導と

評価の一体化により、結果の評価だけでなく、学習過

程での意欲や努力、創意工夫や表現を見取る「形成的

評価」を積極的に行い、座席や出席簿授業での児童の

様子を記録することを進めている。同著の特徴として、

学習環境の整備、管理と指導など 教育現場で必要と

なる視点が網羅されている。 
Ⅲ中西・小林・貴志共著『小学校家庭科の授業をつく

る 理論・実践の基礎知識 第２版』23）では、家庭科

教育の専門性は、小中の教員が相互の教育目標や内容、

児童・生徒の実態を把握し、小中学校の 5 年間を見通

した教育を行うことが重要である。と述べている。系

統性に配慮した題材構成と授業として、「消費生活と環

境」の事例を紹介し、小中連携により広がる学びの可

能性が述べている。授業の計画では、学びの過程とし

て、（即自）自分にとって曖昧な家庭生活の営み⇒（対

他）外部化、学習者と他者やモノとの相互作用を促す

⇒（対自）自分にとって生活の営みの意味が確定し実

践するというプロセスが目指す学びであるとしている。 
 また、家族・家庭生活を扱う家庭科の特性から、授

業成立のための要素、要件と留意点として子ども達と

教師との人間関係、学習規律、潜在的カリキュラムへ
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の留意が必要である事も言及している。 
教育方法については、年間指導計画と学習指導案の

構成を説明し、学習指導方法として、ロールプレイン

グ（劇化型）、実験、実習、調べ学習と発表会、講義、

問題解決学習の取入れ方を説明している。さらに、新

たなコミュニケーションツールとして、電子黒板とタ

ブレット端末の導入、ICT の効果的な活用方法、アク

ティブラーニングと ICT の活用を説明している。 
Ⅳ筒井編著『小学校家庭科 資質・能力を育む学習指

導と評価の工夫』24）では、家庭科における学習過程と

題材構成として、新学習指導要領の 3 つの柱に沿った

資質・能力の育成する学びの過程として、①生活の課

題発見、②解決方法の検討と計画、③課題解決に向け

た実践活動、④実践活動の評価・改善について説明し

ている。「主体的で対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善の視点から、深い学びの鍵となる題材におけ

る「見方、考え方」の視点を働かせて学ぶことができ

るような授業デザインを考えることが求められるとし

ている。さらに、家庭科の特性を踏まえた ICT の効果

的な活用として、生活を見つめ課題を設定し、学習の

見通しを持つ場面、知識や技能を習得し、解決方法を

検討する場面、解決の見通しをもち、計画を立てる場

面、調理・製作と王の実践活動を行う場面、実践活動

を振り返り評価・改善する場面等の学習活動で、児童

の思考の過程や結果を可視化したり、考えたことを共

有化して思考を深めたり等が可能となることを具体的

に解説している。 
②学習評価では、基本的な考え方と評価の観点の趣旨

として、知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学

習に取り組む態度の 3 つの観点と趣旨を十分理解して、

適切な指導と評価の計画を作成することが重要である

と述べている。 
Ⅴ大竹・倉持編著『初等家庭科の研究』25）は、「指導

法」ではコアカリキュラムとして、その柱の一つに「当

該教科と背景となる学問領域との関係を理解し、教材

研究に活用する事ができる能力の育成が求められてい

る。家庭科を教えるためには家庭科の学問的背景を理

解する事が必要であり、各分野の内容と指導方法につ

いて、題材例をもとに、実践に役立つよう丁寧に解説

している。その一方で、2 年間を見通した年間計画や

指導案の作成、評価方法に関する内容はふれていない。 
 
４．まとめと考察 

 本研究では、新学習指導要領における小学校教職課

程「家庭」が子どもたちの「生きる力（21 世紀型能力）」

を育むために、どのようなカリキュラムで、どのよう

な能力を養成すべきかを明らかにすることを目的とす

る。第一報では、同科目のテキスト 6 冊を分析し、小

学校「家庭」と「学習指導要領」、「意義・目標・内容」、

「教育方法」の 3 項目のカリキュラムを検討した。こ

の結果、学習指導要領を基礎に必要な知識・技能を習

得する一方、子どもの発達段階や小中の系統性を踏ま

えて、児童からみた教科の魅力や現代社会の課題と教

科、ICT 等の最新の教育方法を学ぶ事で、専門性を高

め、魅力ある教科教育を行う能力が養成できることが

明らかになった。 
新学習指導要領では、小中学校での系統的学習をふま

えて、内容構成を「家族・家庭生活」「衣食住生活」「消

費生活と環境」の 3 項目に統一したことで、実践的・

体験的な学習活動を通じて、生活をより良くしようと

する実践的態度を育成することが一貫しており、発達

段階に応じて、家族の一員としての実践的態度から、

家庭や地域の生活を創造する能力と実践的態度の育成

へ変化していることが理解できる。 
 また、家庭科教育では、コミュニケーションツール

としての IT 機器への対応、評価方法の見直しなど、

新たな教育方法や評価方法をどのように取り入れるか

が課題となる。 
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＊常葉大学 Tokoha University 
 

Abstract 
 新学習指導要領における小学校教員養成課程「家庭」で、学生が習得すべき知識・技能や同科目のカリキュラ

ムを明らかにすることを目的とする。第二報では、新学習指導要領 小学校「家庭」の３つの内容項目に関する

教育内容と教材・授業実践方法について検討を行い、第一報の結果と共に、同科目カリキュラムを考察した。こ

の結果、同科目のカリキュラムでは、①教科指導に必要な幅広い知識や技能を習得すること、②多様な家族・家

庭環境で育ち、技能習得の差が大きい児童への対応を学ぶこと、③21 世紀型能力と教科目標・内容を結び付け、

様々な教育方法や評価方法を学び、家庭や地域との連携を取り入れること、④生活課題の解決に向けた実践力を

養成する授業実践を教材作成や模擬授業等の機会に習得する内容が求められることが明らかとなった。 
 

１．はじめに 
 家庭科は「生きる力」を育てる教科であり、生きる

上で欠かすことのできない衣食住、家族、保育、消費、

環境について学び、「生きる力」を具体化した「人間力」

の基盤となる教科である。１）小学校では、高学年（５・

６年）で「家庭」を学習するが、「生活」や「理科」、

「社会」、「総合」食育等と関連する内容が多く、科目

間の系統性や連携をふまえて、６年間を見通した指導

を行うことで、より教育効果が高まると考えられる。 
本研究では、新学習指導要領に対応した小学校教諭

養成課程「家庭」「家庭科教育法」において、子どもた

ちの「21 世紀型能力（生きる力）」を育むために、ど

のようなカリキュラムで、どのような能力を育成すべ

きかを明らかにすることを目的とする。 

第一報では 新学習指導要領における家庭科の

「意義・目標・内容」「教育方法」について明らかに

した。続く第２報では、新学習指導要領における小

学校家庭の内容項目「家族・家庭生活」「衣食住の生

活」「消費生活と環境」に関する教育内容と教材・授

業実践を検討することで、小学校教員養成「家庭」

のカリキュラムを考察する事を目的とする。 
２．研究方法   

１）新学習指導要領における小学校「家庭」の３つの

内容項目「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消

費生活と環境」について、明らかにする。 
２）各項目を指導する上で、必要な基礎的知識・技能

と教材や実践授業案について検討を行う。 
３）第１報、第 2 報の結果を基に、小学校「家庭」の
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全項目を見通した教員養成科目としての在り方につ

いて考察を行う。 
３．研究結果 

１．新学習指導要領における小学校「家庭」学習内容  
新学習指導要領の小学校「家庭」では、「２１世紀型

能力」の３つの柱（知識・技能、に沿って児童の資質・

能力を育成する。表２は、家庭科の小学校・中学校の

内容項目をまとめたものである。今回の改正では、①

小・中等学校の内容項目を統一し系統性を明確化、②

空間軸と時間軸の視点から、学習対象を明確化、③学

習過程を踏まえた育成する資質・能力を明確化の 3 つ

の考え方に基づき、表 1 に示すように、各項目や内容

が構成された。 
 
表１ 小学校「家庭」・中学校「家庭分野」の内容項目 

小学校（平成29年告示） 中学校（平成29年告示）

A 家族・家庭生活 A 家族・家庭生活

（１）自分の成長と家族・家庭生活 （１）自分の成長と家族・家庭生活

（２）家庭生活と仕事 （２）幼児の生活と家族

（３）家族や地域の人々との関り （３）家族・家庭や地域とのかかわり

（４）家族・家庭生活についての課題と実践 （４）家族・家庭生活についての課題と実践

B 衣食住の生活 B 衣食住の生活

（１）食事の役割 （１）食事の役割と中学生の栄養の特徴

（２）調理の基礎 （２）中学生に必要な栄養を満たす食事

（３）栄養を考えた食事 （３）日常食の調理と地域の食文化

（４）衣服の着用と手入れ （４）衣服の選択と手入れ

（５）生活を豊かにするための布を用いた製作 （５）生活を豊かにするための布を用いた製作

（６）快適な住まい方 （６）住居の機能と安全な住まい

（７）衣食住に生活に関する課題と実践

C 消費生活・環境 C 消費生活・環境

（１）物や金銭の使い方と買い物 （１）金銭の管理と購入

（２）環境に配慮した生活 （２）消費者の権利と責任

（３）消費生活・環境の課題と実践

 
資料：文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）家庭編 

    

小学校「家庭」の学習内容（教材）の改正のポイン

トは次の 3 項目である。①知識及び技能の確実な定着

のために、「Ｂ衣食住の生活」の調理及び製作の教材が

指定された。「調理の基礎」ゆでる材料では、青菜やじ

ゃがいもなどを、「生活を豊かにするための布を用いた

製作」では、日常生活で使用する物を入れる袋などが

指定教材となった。②実生活で活用する内容を充実さ

せるために、新設された「A（４）家族・家庭生活の

課題と実践」では、他の項目で学習した内容との関連

を図って課題を設定し、生活をより良くするために、

計画・実践する内容が取り入れられた。なお、この取

り組みは、中学校では、全ての内容項目に「課題と実

践」として取入れることで、系統的学習となった。 
さらに、③ 社会の変化に対応した各内容の見直し

と指導計画では、「A 家族・家庭生活」 少子高齢社

会の進展への対応として、幼児又は低学年児童、高齢

者など異なる世代との関りを、「Ｂ 衣食住の生活」 

食育の一層の推進、グローバル化への対応として、栄

養・献立、和食の基本となるだしの役割の学習を、日

本の伝統的な生活の学習として季節に合わせた着方や

住まい方を、「Ｃ 消費生活・環境」持続可能な社会の

構築への対応として、買い物の仕組みや消費者の育成

に関する内容を項目に取り入れることになった。これ

らの改正ポイントを踏まえて、養成教育がどのように

あるべきかを、テキストの内容から分析していきたい。 
２．「家族・家庭生活」、「衣食住の生活」、「消費生活と

環境」に関する基礎知識・技能と教材・授業実践 
第一報に続き、小学校教員養成課程「家庭」で採用

されているテキスト 5 冊 2）～6）を対象として、「家族と

家庭生活」「衣食住の生活」「環境と消費生活」の３項

目に関する教育内容と教材・授業実践について、みて

いく。 なお、5 冊のテキストは、必修である「教職

に関する科目」（家庭科教育法 等）、選択必修である

「教科に関する科目」（家庭 等）の両方又はどちらか

の科目に対応するよう執筆・編集されているため、表

２～表６に示すような内容構成の違いがある。 
１）「 家族・家庭生活 」 
（１）家族・家庭生活の内容 

新学習指導要領におけるA家族・家庭生活の内容は、

表 1 に示すように、「①自分の成長と家族・家庭生活 

②家庭生活と仕事・家庭の仕事と生活時間 ③家族や

地域の人々との関り ④家族・家庭生活についての課

題と実践」の４項目である。このうち、新設された③

と④は課題をもって，家族や地域の人々と協力し，よ

りよい家庭生活に向けて考え，工夫する活動を通して，

3 つの資質・能力（①個別の知識・技能 ②思考力・

判断力・表現力 ③学びに向かう力、人間性）を身に

付けることができるよう指導することが示されている。 
表２より、各テキストの「家族・家庭生活」に関す

る基礎知識・技能の内容をみると、学習指導要領の内

容を踏まえて、家族・家庭生活の現状と課題をについ

て幅広く理解したうえで、児童の課題に対応できる内

容となっている。具体的には、生活時間から仕事や働

き方の見直し、ジェンダーバイアスや性別役割分業の
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問題、家族との触れ合い・団らんの在り方、地域の様々

な世代とのつながりでは、家族が地域の子どもや高齢

者、障害者と関り合える社会づくりの視点を取りあげ

ている。地域の様々な世代とのつながり、持続可能な 
 
表２「家族・家庭生活」の基礎知識・技能と授業実践例  

基礎知識・技能 授業実践例

Ⅰ　大竹美登
利・鈴木真由
子・綿引伴子
『小学校家庭科
教育法』建帛社
2018.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第６章　家族・家庭生活の教材
を考える　　　　　　　１．家
族・家庭生活の現状と課題
（1）家族・家庭生活の変化
（２）家族・家庭生活における現
代の課題　（３）家事労働と生活
時間　（４）家族との時間・地域
との関り　　　　　２．取り上
げるべき内容　（１）多様化す
る家族・家庭への対応　（２）自
分の成長と家族・家庭生活
（３）家庭生活と仕事　（４）家
族や地域の人々と関り

３．教材を使った授業実践例
（１）家族・地域の人々、家
庭の仕事カード、気持ちを書
き込む吹き出し
（２）〇〇年前・後の」わが
家へのタイムスリップ
４．家族・家庭生活の授業実
践例　（１）ガイダンス授業
例　　（2）内容の関連を図っ
た授業例

Ⅱ　三沢徳枝・
勝田映子『初等
家庭科教育』ミ
ネルヴァ書房
2019.3
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第３章　「家族・家庭生活」の
学習
１　家族・家庭生活の学習とは
２　家族・家庭生活の学習内容
自分と家族とは　生活を見つめる
（家庭の仕事・家族の生活時間
（仕事や働き方の見直し、性別役
割、家族との触れ合い・団らん、
地域の様々な世代とのつながり
）３　家族・家庭生活における課
題と実践（持続可能な社会に向け
て、主体的学びと家族・家庭生活
の課題の実践

記述なし

Ⅲ　中西雪夫・
小林久美・貴志
倫子『小学校家
庭科の授業をつ
くる　理論・実
践の基礎知識
第２版』学術図
書出版社
2020.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第８章　家族・家庭生活の基礎
知識　1．家族・家庭・世帯
２．生活時間の管理と工夫
３．家庭の仕事と分担
４．家族との触れ合いや団らん
５．地域の生活と家族
６．生活の自立
７．ジェンダー

第７章　授業実践　　第１節
家族・家庭生活
１買い物時間から家族を考え
よう
２食事を通して家族と触れ合
う時間をもとう
３家庭の仕事と家族の役割に
ついて考えよう

Ⅳ筒井恭子『小
学校家庭科　資
質・能力を育む
学習指導と評価
の工夫』東洋館
出版社　2020.10
対象科目：家庭科
教育法

記載なし

１　始めよう家庭科（５年）
２　チャレンジしよう家庭の
仕事プロジェクト（５年）
３　一年生と仲良くなろう
（６年）
４　家族と「ワンチーム大作
戦」（６年）
５　おにぎりパーティーで地
域の人に感謝の気持ちを伝え
よう（５年）

Ⅴ　大竹美登
利・倉持清美
『初等家庭科の
研究　指導力に
つなげる専門性
の育成』萌文書
林　2020.5
対象科目：小学校
「家庭」「家庭科
教育法」

第１章　家族・家庭生活　１．
家庭生活とは何か　　１．１家
庭生活の構造　　１．２家族と社
会との関り
２．家庭の仕事と生活時間
２．１家庭生活を支える仕事
２．２生活時間
３．家族の現状と心理的機能
３．１児童虐待　　３．２子ども
の貧困　３．３家族の心理的機能

記載なし

家族・家庭生活
　　項目と内容

 

社会に向けた取り組みなどがあった。主体的学びと家

族・家庭生活の課題の実践では、様々な結婚の形と少

子化や家族の関り、地域との関りの３項目を取り上げ、

多様化する家族・家庭生活への対応では多様な価値観

を認めること、配慮の必要な児童への対応と家庭との

連携、家庭でのジェンダーバイアスの再生産を避ける

事など、学習内容に関する指導上の留意点も示されて

いる。基礎知識として、多様な家族関係、結婚と離婚・

事実婚、自立の概念と考え方、児童の成長と家族や周

囲の人々との関わりの現状や課題を説明している。生

活を見つめる３つの視点として、①家庭の仕事の捉え

方と家族間での分担、②家族の生活時間とワークライ

フバランス、性別役割、家族の団らんを、③地域の様々

な世代とのつながりでは、現状を理解し、家族が地域

の子どもや高齢者、障害者と関り合える社会づくりの

視点を各テキストで、取りあげている。 
また、児童への指導上の留意点として、Ⅲ中西らは、

生まれた時から IT に接している「デジタルネイティ

ブ」な子どもたちは、少子化や生活の個別化、実体験

の減少が、子どもの発達に影響を与えていること、こ

れにより生活技能を身に着ける機会が減少し、家庭か

ら学校へ移行している事等を理解し、家庭科の授業で

は丁寧な実態把握に基づく個別指導が必要であること

を述べている。）また、家庭の仕事の分担では、子ども

の発達を保障する手伝いとして着目し、主体的に生活

と関わることが出来る基礎的知識や技能の大切さを理

解させ、大人も一緒になって教育活動のなかに位置付

ける取り組みを行う必要性について説いている。 
さらに、Ⅴ大竹らは、家族の現状として、児童虐待

や子どもの貧困、家族間の心理的機能として愛着機能、

低年齢児保育などを取り上げ、授業で教材を取り上げ

る際の基礎知識を授業づくりのポイントとして説明し

ている。） 
 以上のように、少子高齢社会、IT 社会に生まれ、多

様な家族・家庭で育っている児童の生活をジェンダー

バイアスの問題や多様性への理解、児童虐待や貧困な

ど現代的課題への配慮を持つ事が、学習を通じて児童

の現状や課題を理解する為の知識として大切であると

いえよう。これらの内容は生活科、社会科、総合、道

徳などの他科目と関連するものであり、科目間の連携

を考えて視野を広げる指導も行いたいと考える。 
２）家族・家庭生活の授業実践 
 家族・家庭生活のカリキュラムマネジメント（教材・
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指導計画・評価・環境整備）に関する学習では、授業

の解説（概要）、授業前後の子ども達の様子、指導計画

（学習指導案、教材）等を取り上げている。指導計画

では、本時の授業に焦点を絞り、学習過程や教材等を

示すことで、授業を実践するうえでのポイントが理解

しやすくすることで、授業実践のために必要な知識・

技能等は何か、どのように指導したら良いかを分かり

易く具体的に解説している。 
表２に示したように、教材として、授業実践例を取

り上げているのは、Ⅰ大竹らの実践例 2 種類と学習指

導案の 3 事例、Ⅲ中西らの 3 つの学習指導案例、Ⅴ筒

井らの 5 事例である。どの教材でもワークシート等を

活用して、家族や家庭での仕事に気づかせ、家族に協

力する為の生活時間の工夫を考えさせたり、これまで

の人生や今後の人生を家族と共に考えたり、異年齢の

児童や地域の人々との交流を通じて人間関係を広げる

など、児童は家族や児童同士、教師との対話的で深い

学びを通じて、家族・家庭の仕事の在り方を再考出来

るよう工夫されている。 
これらの教材では、Ⅱ三沢らは「主体的な学びと家

族・家庭生活の課題と実践の進め方」として、児童が

日常生活の課題と向き合う為に、批判的思考を育て、

主体的に問題解決学習を行えるように、学習の進め方

として①問題の把握、②問題の整理、③計画の立案、

④実践の手順を説明している 
Ⅳの授業づくりモデルプランでは、学習指導案の内容

構成に、題材の評価基準 、指導と評価の計画、主体

的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくりのポ

イントの３項目を取り入れることで、新学習指導要領

で抑えるべきポイントを明確に示している。また、家

族の事を調べるのが困難な児童もいる事から、実践例

として、絵本などを題材に家族の問題を把えた実践例

を紹介したり、家族・家庭生活の現状と課題について

学び、この内容をふまえた授業づくりの考え方を示す

ことで、多様な家族・家庭環境の児童への配慮方法を

示している。 
 5 種類のテキストは、刊行目的により、新学習指 
導要領をふまえた授業案の内容や学習方法に違いがあ

る。授業実践のために、家族・家庭生活の現状と課題

を理解するうえで必要な基礎知識や技能を習得し、カ

リキュラムマジメントを行うことで、家庭科教育の専

門性が高まる。新学習指導要領では、A 家族・家庭生

活Ｂ衣食住の生活Ｃ消費生活と環境での学習を基に、

家庭生活の課題をという実践型の授業を行うという内

容だが、テキストで取り上げたのはⅣのみであり、実

践事例が少ないことから、各領域を見通したカリキュ

ラム作成が必要である。 
２）「衣食住の生活」に関する内容 

「衣食住の生活」に関する内容は、領域別の視点を

外して、生活の視点から統合的に扱うことになった。

Ⅰ～Ⅴのテキストでは、専門性向上を目的に、家政学

の各領域に関する様々な内容を網羅しているものも複

数あった。そこで、児童の生活の自立に必要な基礎知

識や技能を指導するうえで、１）食生活、２）衣生活、

３）住生活の順に、教育内容と授業実践をみていく。 
（１）食生活に関する内容 

新学習指導要領では、食生活に関する内容は（１） 
食事の役割、（２）調理の基礎、（３）栄養を考えた

食事の 3 項目について学習する事が示されている。教

師に必要な基礎的知識・技能を表３～５よりみていく。 
①食生活の基礎知識・技能 

Ⅰでは、「子どもの食生活の現状と課題」を取り上げ、 
成長期の子供にとって、食事を通じた心身の健康管

理が重要であり、孤食・個食等により偏る栄養状態を

理解したり、朝食欠食が学力に及ぼす影響について理

解する内容となっている。さらに、食生活の問題とし

て、大量の食品ロスや日本の食料自給率（カロリーベ

ース）の低さなどの環境問題、伝統的な和食の食文化

の継承等の問題にふれ、食育の必要性を言及している。

また、指導の視点として、グローバルな視点から計画

的な購入や消費ができる消費者の育成を行う必要があ

る事を取り上げ、教師として、児童の食生活に関する

現状と課題をより広い視野で捉えている。 
Ⅱでは、児童にとって最も身近な食生活が健康で豊

かであるために必要な内容として、厚労省「国民栄養

調査」「食生活指針」「学習指導要領」の内容をもとに、

孤食・個食・子食（子ども中心の食生活）、朝食等の欠

食、多様なニーズを持った障害のある子どもや帰国子

女、外国籍の子どもへの分かり易い授業の配慮、食物

アレルギー等疾病への対応等の問題について取り上げ

ている。また、課題解決として、家族や地域の人々と

の共食の機会を設けること、多様なニーズを持った児

童について丁寧な対応を心がけることなどを改めて示 
している。Ⅲでは、小学校家庭科の学習内容に対し、

基礎・基本となる用語の定義や生活事象の科学的な原

理、また、簡単な実習や実験の方法を解説することで、 
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Ⅴでは、30 ページにわたり、健康をつくる基盤となる

食の知識を取り上げている。その内容は、①現代の食 
   
表３ 食生活の基礎知識・技能と授業実践例 

基礎知識・技能 授業実践例

Ⅰ　大竹美登
利・鈴木真由
子・綿引伴子
『小学校家庭科
教育法』建帛社
2018.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第７章　食生活の教材を考える１．子ど
もの食生活の現状と課題　（１）子ども
の食生活の実態（２）食生活からみた環境
問題（３）食文化の継承　（４）食育の必
要性と家庭科　　　　　　　　　　　２．
小学校で取り上げるべき内容　（１）食
事の役割を知り、日常の食事を大切にする
（２）調理の基礎を習得する　（３）日本
の伝統的な日常食・・（４）５大栄養素と
体内での働き・・（５）栄養バランスを考
えた１食分の献立

３．内容を展開する為の教材の
具体的事例　（１）食事の役割
について実感を伴って考える教材
（２）調理の基礎を習得するため
に必要な事前の教材準備（３）伝
統的な食文化にふれる地域教材の
活用　（４）栄養素と食品の関係
を理解する教材　（５）１食分の
献立を考えるための教材　４．
教材を使った授業実践例
（１）献立作成と食品ｶｰﾄﾞを使っ
た授業実践例　（２）栄養教諭
とＴＴで進める授業実践例

Ⅱ　三沢徳枝・
勝田映子『初等
家庭科教育』ミ
ネルヴァ書房
2019.3
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第４章　生活を営むとはー食生活から考
えるー　１　食生活を営むとは　　　　２
子どもの食生活の現状と課題
３　食生活と学習指導要領　　　４食生活
の学習に関する教材研究
５　持続可能な食生活を目指して

第８章　食生活に関する授業実
践　　　　　　　　　　　　１
食事の役割　　　　　２調理の基
礎　　　　　３伝統的な日本食ー
ごはんと味噌汁の調理ー　　４楽
しく食べるためにー食事マナーに
ついて考えよう

Ⅲ　中西雪夫・
小林久美・貴志
倫子『小学校家
庭科の授業をつ
くる　理論・実
践の基礎知識
第２版』学術図
書出版社
2020.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第9章　食生活の基礎知識　１栄養素の種
類とはたらき　２．食品群　　３．献立
４．和食　　５．ご飯　　６．味噌汁
７．共食の意義　　８．食品の選び方・表
示　　９．朝食の役割　　10．調理の目的
と調理計画　11．安全・衛生的な調理
12．調理操作　　13．卵の調理性　14．青
菜の調理性

第7章　授業実践　　　　第２
節　食生活　　　　１いろいろ
な切り方を学ぶための「野菜スー
プづくり」　　　　　　　　２ガ
スコンロの使い方を学ぶための
「カッテージチーズづくり」
３　電子黒板で教える５大栄養素
４まかせてね今日の食事　５みそ
汁のだし汁実験

Ⅳ筒井恭子『小
学校家庭科　資
質・能力を育む
学習指導と評価
の工夫』東洋館
出版社　2020.10
対象科目：家庭科
教育法

記載なし

６ゆでて美味しく食べよう　マイ
温野菜サラダ　５年
７食べて元気　ご飯と味噌汁　５
年
８いためて作ろう　朝食のおかず
６年
９栄養バランスの良い休日ランチ
を作ろう７年

Ⅴ　大竹美登
利・倉持清美
『初等家庭科の
研究　指導力に
つなげる専門性
の育成』萌文書
林　2020.5
対象科目：小学校
「家庭」

第２章食生活　１現代の食生活の課題
１．１食の欧米化と生活習慣病の増加
１．２食料自給率　１．３食料輸入と環境
問題　１．４食の外部化　　１．５食材の
旬と地産地消　２食事の役割と日常食の
大切さ　　２．１食事の役割　２．２生活
リズム　２．３　人とのつながり　２．４
日本食とは　２．５世界の食文化　　３栄
養を考えた食事　３．１献立の要件と献立
作成　３．２　　食品の栄養的な役割と組
合わせ　３．３食事バランスガイド・食事
摂取基準・６つの基礎食品群別目安量　＊
食物アレルギー　４調理の実際　４．１食
の安全・安心　４．２調理実習室の管理
４．３計算　４．４材料の洗い方　４．５
材料の調理　４．６後片付け　*エコクッ
キング　４．７加熱調理の詳細　　４．８
炊飯の実際　４．９汁物の調理

第２章食生活
１現代の食生活の課題
１．６授業づくりのポイント
２食事の役割と日常食の大切さ
２．６授業づくりのポイント
３栄養を考えた食事
３．３授業づくりのポイント
４調理の実際
４．10授業づくりのポイント

食生活の教材
　　項目と内容

 

生活の課題（食の欧米化と生活習慣病の増加、食料自

給率の問題、食料輸入と環境問題、食の外部化、食材

の旬と地産地消）、②食事の役割と日常食の大切さでは、

生命と健康の維持、社会的・文化的役割、日常食の基

礎、体に必要な栄養素の役割、生活リズムと朝食欠食

の問題、共食など人とのつながり、生活文化としての

日本食、世界の食文化へと視点を広げることが出来る

内容となっている。また、③栄養を考えた食事では、

献立の要件と献立作成、食品の栄養的役割と組み合わ

せ、食事バランスガイドと食事摂取基準、6 つの基礎

食品群の目安、食物アレルギーのコラム、④調理の実

際では、食の安全安心、食品の保存、計量、材料の洗

い方、材料の調理、後片付け、エコクッキングのコラ

ム、加熱料理の詳細、炊飯器の実際、汁物の調理を解

説している。また、これらの内容については、最後に

授業づくりのポイントとして、厚労省や文科省等の公

的データの活用方法やその他の資料について紹介して

いることから、正しい知識や技能に基づき、学習でき

るようになっている。小学校教諭として、指導する上

での基礎知識や技能が丁寧に学習できる。 
②食生活に関するカリキュラムマジメント 

Ⅰでは、教材として、①食事の役割について、実感

を伴った考える教材、②調理の基礎を習得するために

必要な事前の教材準備、③伝統的な食文化にふれる地

域教材の活用、④栄養素と食品の関係を理解する教材、

⑤1 食分の献立を考えるために、内容項目に対応した

5 事例を取り上げて、授業内容を具体的に理解できる

ようになっている。また、授業実践として、①給食献

立と食品カードを使った授業実践例、②栄養教諭とＴ

Ｔで進める授業実践例を学習指導案（１．指導計画 ２．

題材の具体的な手立て ３．本時の学習指導）と共に、

解説したり、五感で学ぶ授業として、①緑茶、②よも

ぎ団子、③ご飯、④味噌汁について、実践の概要を取

り上げたり、調理実験を取り入れた調理実習として、

3 種類の野菜を切り方を考えて炒める授業実践を取り

上げるなど、幅広い授業を実践例で紹介している。 
Ⅱでは、食生活に関する授業実践では、内容項目の（1）
食事の役割、（２）調理の基礎、（3）栄養を考えた食

事の 3 項目に関する一①食事の役割、②調理の基礎、

③伝統的な日常食―ごはんとみそ汁の調理― ④楽し

く食べるために -食事マナーを考えようーの 4 種類

の指導計画が掲載されている。 
Ⅲでは、授業実践として、次の 4 種類の題材（「いろ
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いろな切り方を学ぶための野菜スープづくり」「ガスコ

ンロの使い方を学ぶためのカッテージチーズづくり」

「電子黒板で教える五大栄養素」「まかせてね今日の食

事（1 食分の食事）」）を取り上げ、①授業の解説、②

授業のねらい ③授業内容の扱い、④学習指導案の流

れで、授業内容を解説し、理解できるようになってい

る。指導案では、非加熱調理、加熱調理、ICT を取り

入れた授業、生活課題への取り組みとポイントとなる 
内容を網羅している。Ⅳでは、授業づくりモデルプラ

ンとして、必修教材である湯で野菜、米飯、味噌汁、

一食分の調理（朝食のおかず、栄養バランスの良い休

日ランチ）を、取り上げている。Ⅴでは、食生活に関

する基礎知識の各項目の最後に、授業づくりのポイン

トとして、題材に関する科学的な基礎知識を踏まえて、

その内容をどのように扱かったら良いかを解説してい

る。 
 授業実践には、工夫された教材が紹介されているが、

指導案 
2）衣生活に関する内容 

衣生活に関する学習指導要領の内容は、「衣服の着用

と手入れ」「生活を豊かにするための布を用いた製作」

の 2 項目である。表〇はテキストの内容をまとめたも

のである。 
ⅠⅡⅢⅤの各テキストでは、衣生活の授業で取り上

げるべき内容として、衣類の機能に関する基礎知識や

季節や状況に応じた日常着の快適な着方に関する基礎

知識（被服材料の種類、被服素材の主な性能）、日常着

の手入れに関する基礎知識（洗濯、取り扱い絵表示）、

布を用いた製作に関する基礎知識と技術（布の組織、

織物の成り立ちと布目、針と糸の種類、2 枚の布を縫

合する方法、縫い代の始末の種類、布端の仕上げ方法）

を取り上げている。特に、手縫いやミシン縫い、洗濯、

袋の製作など実技に関する内容では、実践経験の少な

い学生が分かり易く学べるよう、図などを活用して、

手順を丁寧に示し、実技のポイントを解説している。  
また、児童の衣生活の現状と課題では、衣服の変化

や進化と共に、子どもはファッションに関心があるも

のの、衣服の手入れ等の経験が減少していること、空

調管理がされた室内で寒暖差に応じた着装への意識に

差がある事等の実態を取り上げている。 
（２）衣生活に関する授業実践 
衣生活では、①衣服の着用と手入れ、②手縫いと名

札付け・ボタン付け ③ミシン縫いと袋の製作 の 3

種類の授業実践例が取り上げられていた。児童の生活

と教材を結び付けて、靴下や体操着、エプロンなどの

洗濯と名札付け、ミシン縫いと家族の袋づくりなどの 
教材が指導案や授業資料と共に、紹介されていた。 

 
表４ 「衣生活」の基礎知識・技能と授業実践例 

基礎知識・技能 教材

Ⅰ　大竹美登利・
鈴木真由子・綿引
伴子『小学校家庭
科教育法』建帛社
2018.4　　　　　対
象科目：家庭科教
育法・小学校「家
庭」

第８章　衣生活に関する教材を
考える１．衣生活の現状と課態
（１）衣生活の変化（２）子どもたち
の衣生活実態　２．小学校で取
り上げるべき内容　　（1）衣服の
機能に関する基礎知識　（２）季
節や状況に応じた日常着の快適
な着方に関する基礎知識　（3）日
常着の手入れに関する基礎知識
（４）布を用いた製作に関する基
礎知識

３．内容を展開するための教材
の具体的事例　　　　　（１）衣服
の着用と手入れに関する教材
（２）生活文化への関心を高める
教材　　４．教材を使った授業実
践例　（１）生活を豊かにするた
めの布を用いた製作の授業例

Ⅱ　三沢徳枝・勝
田映子『初等家庭
科教育』ミネルヴァ
書房　　　　2019.3
対象科目：家庭科
教育法・小学校「家
庭」

第５章　衣生活　－快適な衣服
と裁縫の学習ー　１　衣生活学
習とは何か　２衣服の働きと着用
３繊維や布の種類と特徴　４衣服
の購入と布製品の製作　　５衣服
の手入れと洗濯

第9章衣服に関する授業実践
１．授業実践について
（１）衣服の働き
①布の成り立ち
②布のひみつと衣服の働き
（３）手縫いの基礎
①針と糸　　　②ボタン付け
（３）洗濯
①靴下の洗濯　　②洗剤の働き
（４）生活を豊かにするための布
を用いた製作　　①のれんの製
作　　②きんちゃく袋の製作
（５）家庭での実践結びつく授業
づくりについて

Ⅲ　中西雪夫・小
林久美・貴志倫子
『小学校家庭科の
授業をつくる　理
論・実践の基礎知
識　第２版』学術図
書出版社　2020.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校「家
庭」

第10章　衣生活の基礎知識
１．衣服の役割　　２．人の健康と
安全をまもる衣服　３．衣服の手
入れ　　４．衣服の表示　　５．布
の種類　６．布の性質　７．衣生
活の文化　８．物を生かす工夫
『布製品のリメイク』９．製作実習
の意義・製作の計画　10．製作に
使う道具と技法　11．手縫い・ボ
タン付け　12．ミシン縫い　13．製
作実習紹介

第７章　授業実践　第３節　衣
生活　１　止とボタン付けにより
『便利名札つくり』　２手縫いとミシ
ン縫いによる「マイ布巾づくり」　３
ミシンを使って造ってみよう　　４
せんたくをしてみよう　５思いを伝
えるおくりもの（小中連携・道徳と
の関連）　第４節　住生活　　１季
節の変化に合わせた生活を工夫
しよう　２きれいにしようクリーン
大作戦　３片づけよう　身の周り
の物

Ⅳ筒井恭子『小学
校家庭科　資質・
能力を育む学習指
導と評価の工夫』
東洋館出版社
2020.10　　　　対
象科目：家庭科教
育法

記載なし
１０　工夫しよう　日常着の快適
な手入れ６年　１１ミシンで作ろう
私のナイスバッグ６年

Ⅴ　大竹美登利・
倉持清美『初等家
庭科の研究　指導
力につなげる専門
性の育成』萌文書
林　2020.5　　　対
象科目：小学校「家
庭」「家庭科教育
法」

第３章　衣生活　１衣服の着用
１．１衣服の働き　１．２衣服の素
材　１．３温熱的快適な着方　１．
４授業づくりのポイント　２．衣服
の手入れ　２．１衣服を手入れす
る目的　２．２衣服の素材　２．３
衣服の素材に応じた手入れ　２．
５授業づくりのポイント　布を用い
た制作学習　　３．１製作学習が
育むもの　３．２用具　３．３手縫
いの指導ポイント　３．３ミシン縫
いの指導のポイント

　３．４授業づくりのポイント

衣生活
　　項目と内容

 



新学習指導要領における小学校教員養成課程「家庭」の 
カリキュラムに関する一考察 第 2 報（山本正子・田﨑裕美・増田啓子） 

 

- 15 - 
 

３）住生活に関する内容 
新学習指導要領では、住生活に関する内容は、「快適

な住まい方」の１項目である。表６はテキストにおけ

る基礎知識・技能と授業実践をまとめたものである。

社会変化に対応した各内容の見直しで、四季に恵まれ

た寒暖差のある日本では、夏の暑さに対応する涼しい 
 
表５「住生活」の基礎知識・技能と授業実践例 

基礎知識・技能 教材

Ⅰ　大竹美登利・
鈴木真由子・綿引
伴子『小学校家庭
科教育法』建帛社
2018.4　　　　　対
象科目：家庭科教
育法・小学校「家
庭」

第９章　住生活に関する教材を
考える１．住生活の現状と課題
（１）量の確保から質の向上へ
（２）住まいの安全・健康　（３）こ
れからの住生活　２．小学校で
取り上げるべき内容　（１）住ま
いの機能　（２）室内環境の調整
（３）住まいの管理

３．内容を展開するための教材
の具体的事例　（１）住まいの働
きや住まい方についての話し合
い　（２）寒さ・暑さ・空気の汚れ、
明るさ。音について調べてみよう
（３）整理・整頓マスターになろう
（４）汚れ調べをしよう　　４．教材
を使った授業実践　（１）教材構
成の視点　（２）授業の実践例
（３）授業実践の学び

Ⅱ　三沢徳枝・勝
田映子『初等家庭
科教育』ミネルヴァ
書房　　　　2019.3
対象科目：家庭科
教育法・小学校「家
庭」

第６章　住生活ー「快適な住ま
い方」の学習　　　　　　　　１住生
活の学習とは　　　　　２住生活の
学習内容　　　　　３住まいの働き
と季節の変化に合わせた住まい
方　　　　　　４住まいの整理・整
頓と清掃　５これからの住まい方
を考える

記載なし

Ⅲ　中西雪夫・小
林久美・貴志倫子
『小学校家庭科の
授業をつくる　理
論・実践の基礎知
識　第２版』学術図
書出版社　2020.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校「家
庭」

第11章　住生活の基礎知識
１．住居の基本要件と住教育
２．住まい方に関心を持とう　３．
通風と換気　４．採光と照明　５．
涼しい暮らし　６．暖かい暮らし
７．健康的な暮らし　８．涼しさ・暖
かさに関する測定　９．明るさ・騒
音に関する測定　10．整理・整と
ん

第７章　授業実践　第４節　住
生活　　１季節の変化に合わせ
た生活を工夫しよう　２きれいに
しようクリーン大作戦　３片づけよ
う　身の周りの物

Ⅳ筒井恭子『小学
校家庭科　資質・
能力を育む学習指
導と評価の工夫』
東洋館出版社
2020.10　　　　対
象科目：家庭科教
育法

記載なし
１２夏を涼しく快適に過ごそう　６
年　　１３　じめじめ季節も大丈夫
我が家のクリーン作戦６年

Ⅴ　大竹美登利・
倉持清美『初等家
庭科の研究　指導
力につなげる専門
性の育成』萌文書
林　2020.5　　　対
象科目：小学校「家
庭」「家庭科教育
法」

第４章　住まいの働きと役割
１．住まいの働きと役割　　１．１
生活の拠点である住まい　１．２
住居の機能　１．３住生活の現状
と課題　１．４住教育　　室内環境
とその調整　　　　２．室内環境と
その調整　　２．１温熱環境　２．
２空気環境　２．３光環境　２．４
音環境　２．５授業づくりのポイン
ト　　３．住居の管理３．１整理・
整頓　３．２清掃

第４章　住まいの働きと役割
３．３授業づくりのポイント

　　項目と内容
住生活

 
 

住まい方、冬の寒さに対応する暖かい住まい方につい

て、衣生活の着方と共に学ぶことになった。住まい方

の対応では、日本の伝統文化を理解し、持続可能な社

会の構築に向けて、環境問題を踏まえたエネルギー問

題や地球温暖化対策などについても考える機会となる

ことが示されている。 
（１）住生活の基礎知識・技能 
Ⅰ～Ⅲ、Ⅴでは、住生活の基礎知識として、住居の働

き・機能、季節の変化に合わせた住まい方・室内環境

の調整、住まいの管理について、学習指導要領の指導

内容にそって、①住居の基本要件と住教育、②住まい

方に関心をもとう、③通期と換気、④採光と照明、⑤

涼しい暮らし、⑥暖かい暮らし、⑦健康的な暮らし、

⑧涼しさ・暖かさに関する測定、⑨明るさ・騒音に関

する測定、⑩整理・整頓、⑪掃除に関する内容などを

取り上げている。小学校教諭として、通風や照度等の

室内環境を科学的に検証する方法は分かり易い授業へ

と繋がると感じた。また、住まいの現状と課題では、

家族で寒暖差や家掃除などを考えたり、エアコン等を

事例に地球温暖化問題を考えるなど環境等の視点で扱

う内容もあった。 
（２）住生活に関する授業実践 
 住生活に関する授業実践は、季節の寒暖差に合わせ

た住まい方、身の回りの物の整理・整とん、住まいの

掃除、などが共通教材として取り上げられていた。特

徴ある教材として、Ⅰの温度・湿度や空気の汚れ、明

るさ、音、住まいの汚れなどの室内環境の現状を科学

的に捉える教材があげられる。科学的視点から捉える

事で、住まいの現状と課題への理解や意識が高まると

考えられる。 
 なお、Ⅳでは、夏の住まい方と共に、環境に対応し

たグリーン作戦などを取り上げている。 
４）消費生活・環境に関する内容 

消費生活・環境の内容では、①物や金銭の使い方と

買い物、②環境に配慮した生活の 2 項目について学習

する事が示されている。表６をもとに、見ていく。 
（１）消費生活・環境の基礎知識・技能、授業実践 
 消費生活・環境の基礎知識・技能では、①持続可能

な社会、②環境に関わる現代的課題、③消費行動の意

味 ～消費者の権利と責任の認識しよう～、④じょう

ずな買い物、⑤倫理的消費（エシカル消費）、⑥収入と

支出、⑦品質表示示とマーク、⑧消費者トラブルの現

状と対応などを取り上げている。消費と環境は今日的
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課題であり、現状を基に取り組む必要があると考える。 
 授業実践では、「買い物」を題材に、お金の使い方（現

金、プリペイドカード等）や商品の選び方、消費行動

と環境問題、倫理など幅広い知識と実践を結びる付け

る教材があり、子どもの生活に沿ったテーマで教材が

構成されていた。 
表６ 「消費生活と環境」の基礎知識・技能と授業実践例 

基礎知識・技能 教材・授業実践例

Ⅰ　大竹美登
利・鈴木真由
子・綿引伴子
『小学校家庭科
教育法』建帛社
2018.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第10章　消費生活・環境の教材を
考える１、消費生活と環境に関す
る現状と課題　（1）子どもたちの
消費生活の実態　（２）昨今の消費
者問題の特徴　　（３）人や地球に
優しい消費行動　　２、小学校で取
り上げるべき内容（１）物や金銭の
大切さに気づき計画的な使い方を考
える　（２）身近な物の選び方、買
い方を考え、適切に購入できる
（3）環境に配慮した選び方や買い方
ができる

３．内容を展開する為の教材の具
体的事例　　　　　　　　（１）金
銭の使い方を工夫する教材　（２）
物やサービスのら度方に関する教材
（３）消費行動と環境問題との関り
について考える教材
４．教材を使った授業実践例
（１）金銭の計画的使いか、物や
サービスの選び方を考える授業
（２）消費行動と環境問題との関り
についての授業

Ⅱ　三沢徳枝・
勝田映子『初等
家庭科教育』ミ
ネルヴァ書房
2019.3
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第7章　消費生活・環境の学習
１　消費生活・環境の学習とは
２子どもたちにつけたい能力
３小学校での学習内容
４学習指導のための基礎知識
５消費者市民社会を目指した取り組
み

第１０章　消費生活に関する授業
実践
１授業実践について
２家庭での実践に結びつく授業づく
りⅠ「プリペイドカード」ってなあ
に　　　　　　　　　　　　３家庭
での実践に結び付く授業づくりⅡ
「プリペイドカード」ってなあに
４家庭での実践に結び付く授業づく
りとは

Ⅲ　中西雪夫・
小林久美・貴志
倫子『小学校家
庭科の授業をつ
くる　理論・実
践の基礎知識
第２版』学術図
書出版社
2020.4
対象科目：家庭科
教育法・小学校
「家庭」

第12章　消費生活・環境の基礎知
識　　１．持続可能な社会
２．環境に関わる現代的課題
３．消費行動の意味
４．じょうずな買い物
５．倫理的消費（エシカル消費）
６．収入と支出　７．品質表示と
マーク　８．消費者トラブルの現状
と対応

第７章　授業実践　第5節　環境・
消費生活
１．消費者の素地を培う買い物学習
２．ディベートをとおして３Ｒを考
えよう
３．身近な生活のなかで私たちにで
きる環境配慮行動を考える

Ⅳ筒井恭子『小
学校家庭科　資
質・能力を育む
学習指導と評価
の工夫』東洋館
出版社　2020.10
対象科目：家庭科
教育法

記載なし

１４「ひな祭りパーティー」の買い
物をしよう　５年
１５工夫しよう　環境にやさしく、
おいしい食事　６年

Ⅴ　大竹美登
利・倉持清美
『初等家庭科の
研究　指導力に
つなげる専門性
の育成』萌文書
林　2020.5
対象科目：小学校
「家庭」「家庭科
教育法」

第５章　消費生活・環境　１収入
と支出のバランス　１．１家計とは
何だろう　１．２家計の「収入」
１・３家計尾支出　１．４世帯主が
３０代と５０代の世帯の家計収入と
家計支出の特徴　１．５家計の変化
「見えないお金」の増加　１．６計
画的なお金の使い方　２　賢い消費
者になろう　２．１これまでの消費
者問題の歴史　２．２子どもたちが
巻き込まれている消費者問題　２．
３消費者を守る仕組み　２．４物を
買うという行為、契約を知ろう
２．５身近な物の選び方・買い方
２．６様々な支払い方　２．７消費
者市民社会と消費者の権利と責任
３課題に配慮した消費者暮らしを
考えよう　３．１環境問題としてど
んなことが話題になっているか
３．２他領域との連携を図った環境
学習

第５章　消費生活・環境
３．課題に配慮した消費者暮らしを
考えよう
３．４消費と環境に関する授業例

消費生活と環境の教材
　　項目と内容

 
 
４）小学校教員養成科目「家庭」のカリキュラム 

新学習指導要領における小学校教職課程「家庭」で

は、子どもたちの「生きる力（21 世紀型能力）」を育

むカリキュラムや養成すべき能力（知識・技能、授業

実践力）を明らかにした。教科指導に必要な基礎的知

識・技能を習得し、子どもの生活課題の設定や実践に

関する能力（生きる力）を育む為に、カリキュラムマ

ネジメント力の養成が重要である。本報では、第一報

の結果と共に、同科目カリキュラムを考察する。研究

の結果、同科目のカリキュラムでは、①教科指導に必

要な幅広い知識や技能を習得すること、②多様な家

族・家庭環境で育ち、技能習得の差が大きい児童への

理解や対応を習得すること、③21 世紀型能力と教科目

標・内容を結び付け、様々な教育方法や評価方法を学

び、家庭や地域との連携を取り入れること、④生活課

題の解決に向けた実践力を養成する授業実践を教材作

成や模擬授業等の機会に習得することが求められるこ

とが明らかとなった。なお、小学校「家庭」は生活や

総合等の他科目と共通の内容も多く、子どもの生活の

現状と課題を理解する機会ともなるため、今後の研究

では、小学校 6 年間の科目連携を視野に入れることで、

子どもの生きる力を育む教育が充実すると考える。 
 
 引用文献・参考文献 
１）文部科学省：小学校学習指導要領（平成 29 年告

示）家庭編 東洋館出版社、平成 29 年 7 月 
２）大竹美登利・鈴木真由子・綿引伴子『小学校家庭

科教育法』建帛社 2018.4 
３）三沢徳枝・勝田映子『初等家庭科教育』ミネルヴ

ァ書房 2019.3 
４）中西雪夫・小林久美・貴志倫子『小学校家庭科の

授業をつくる 理論・実践の基礎知識 第２版』学

術図書出版社 2020.4 
５）筒井恭子『小学校家庭科 資質・能力を育む学習

指導と評価の工夫』東洋館出版社 2020.10 
６）大竹美登利・倉持清美『初等家庭科の研究 指導

力につなげる専門性の育成』萌文書林 2020.5 
７）多々納道子・伊藤圭子編著『実践的指導力をつけ

る家庭科教育法』大学教育出版、2018.1
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ASD 学生の移行支援に関する総合的研究 
－高大接続および就労移行支援等のトランジッションに関する研究－ 

 
小川 勤 

 
Comprehensive research on transition support for ASD students 

; Research on transitions such as high school connection and employment transition support  
Tsutomu OGAWA 

 
Summary 
This research summarizes research on transition support, analyzes the current situation and issues related to transition 
support at the stage when students with disabilities go on to university, etc., and at the stage of employment from 
university to companies, etc., and solves the problems.  
Although the total number of students is decreasing, the total number of students enrolled in special schools 
and special needs classes is also on the rise. On the other hand, it was found that there is a problem with the 
preparation rate of individual education support plans to be prepared for children with disabilities. 
In order to solve these problems, it is necessary to add teachers such as class guidance and assign special 
support education support staff and nurses for medical care.  
Regarding employment transition support, the provision of job information and employment support 
information for students with disabilities is progressing. However, there has not been much progress in 
finding employment and supporting job hunting. This is that the staff of the Employment Support Office 
have not been sufficiently provided with job understanding and social skill training suitable for their 
disability characteristics. In order to solve these problems, in addition to handing over the support plan and 
teaching plan for each student with a disability, we propose to create a "self-trisetsu" that describes the 
episodes at the time of enrollment and hand it over to the university. When considering the ideal way of 
cooperation between universities and business establishments, it is important to first understand each 
other's systems, functions, and ways of thinking about employment support. 
 
１．はじめに 

筆者はこれまで、2020 年 4 月から 2021 年 2 月にか

けて、我が国におけるインクルーシブ教育システムの

導入実態と導入に伴い明らかになってきた課題につい

て分析を行うとともに、課題解決に向けたさまざまな

取組について考察した。また、2019 年 2 月から 2021
年 2 月にかけて全国５つの就労移行支援事業所(以下,
事業所)を訪問し、各事業所の固有の支援機能を分析す

るとともに、大学と事業所との連携の在り方について

調査・分析を行った。 
そこで、本研究では、これまでの移行支援に関する

研究を総括するとともに、アクセシビリティ向上の観

点から高等学校や特別支援学校高等部（以下、「高校

等」）に在籍する障害のある生徒が大学等へ進学する段

階、すなわち、高大接続段階と、大学から企業等への

就職の就労段階における移行（トランジション）支援

に関する現状と課題を今一度分析するとともに、課題

の解決に向けて総合的に考察した結果を明らかにする。 
 

２．インクルーシブ教育に関するこれまでの研究

の概要とまとめ 

（１）インクルーシブ教育システム 

国連の障害者権利条約１）により導入が推進されたイ

ンクルーシブ教育システム２）では、インクルーシブ教

育を実現させるためには、①障害のある者が一般的な

教育制度から排除されないこと、②自己の生活する地

域において初等中等教育の機会が与えられること、③

個人に必要な合理的配慮が提供されること等が必要で
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あると明らかにしている。このため、インクルーシブ

教育システムの理念の共有を図るとともに、特別支援

教育を着実に推進し充実していく必要があることを強

調している。 
また、インクルーシブ教育システムにおいては、同

じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育

的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参

加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に

応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備

しておく必要があることを明らかにしている。 
 

（２）インクルーシブ教育の導入状況と課題 

(ａ) 小・中学校等でのインクルーシブ教育（特別支

援教育）の現状 

幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教

育の現状を分析した結果、以下のことが明らかになっ

た。 
①小・中学校の義務教育段階の児童生徒の全体の数は

減少しているにもかかわらず、特別支援学校におい

ては、近年、特に高等部生徒数の増加や、在籍する

知的障害のある児童生徒数の増加がみられる（図 1
参照）。 

 
図１ 特別支援学校在籍者数の推移 

 
出典：令和元年９月２５日「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議配布資料より 
②特別支援学級の在籍者数全体は増加傾向にある。図

２から障害種の中で、自閉症・情緒障害、知的障害

の人数が増加していることがわかる。 

 

図２ 特別支援学級在籍者数の推移 

 
出典：令和元年９月２５日「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議配布資料より 

③通級による指導を受けている児童生徒数全体は増加

傾向にある。また、障害種でみると、注意欠陥多動

性障害、学習障害、自閉症、情緒障害、言語障害の

人数が増加していることがわかる（図３参照）。 
 
図３ 通級指導を受けている児童生徒数の推移 

 
出典：令和元年９月２５日「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議配布資料より 

 

（ｂ）幼・小・中学校、高等学校等の体制整備の状況 

幼・小・中・高等学校等における特別支援教育の体

制整備の状況について分析を行った結果、以下のこと

が明らかになった。 
①図４は、平成 19～27 年度にわたる支援体制の整

備状況について、国公私立別・幼小中高別・支援項

目別の実施率の推移を示している。これから次のこ

とが明らかになった。 
〇全体として体制整備が進んでいる状況が伺える。

しかし、学習指導要領等に基づき、障害のある幼

児児童生徒に対して作成する個別の教育支援計

画の作成率については課題があることがわかっ

た。 
②図５は、平成 27 年度の国公私立別・幼小中高別・

項目別の実施率を示している。 
〇小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校の体制整備

は依然として課題であることが分かる。 
 

図４ 国公私立計・幼小中高計・項目別実施率－全国

集計グラフ（平成 19～27 年度） 

 
出典：令和元年９月２５日「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議配布資料より 
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図５ 国公私立計・幼小中高別・項目別実施率－全国

集計グラフ（平成 27 年度） 

 
出典：令和元年９月２５日「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議配布資料より 

 

（３）小・中学校等での特別支援教育の課題解決

について 

上記（２）の（ａ）および（ｂ）の分析結果から明

らかになったさまざまな課題に対する解決策について、

以下のような７つの取組や方策を考えた。 
（ａ）校内支援体制の整備および充実 

インクルーシブ教育システム構築に向け多様な学び

の場を提供する必要がある。そのためには、通級指導

等の教員の加配、特別支援教育支援員や医療的ケアの

ための看護師配置等の充実を図る必要がある。 
また、国、都道府県、市町村の各レベルでインクル

ーシブ教育システム構築事業３）ほか各種事業を実施し

ていく必要がある。 
（ｂ）教員の専門性の向上 

教員の特別支援教育に関する専門性を高めるために、

大学等での認定講習の拡充などを通じて、特別支援学

校教諭免許状保有率の向上を目指す必要がある。特別

支援学校教諭免許状保有率は、特別支援学校では

79.8％（平成 30 年度）、特別支援学級では 30.5％（平

成 26 年度）であるが、この保有率の向上を目指すこ

とを通して、全ての教員の専門性向上などを目指すた

めの研修の充実などを図る必要がある。 
（Ｃ）発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支

援 
学校生活不適応・二次障害を防ぐために早期発見と

ともに、早期からの継続支援を実施していく必要があ

る。また、授業改善などを通して、障害のある子供が

分かりやすい授業を提供していく必要がある。このこ

とは、全ての子供に対して分かりやすい授業を提供す

ると同じ意味を持つということを教員は認識する必要

がある。 
（Ｄ）次期学習指導要領に向けた対応 

全ての学校において発達障害を含めた障害のある子

供たちに対する特別支援教育を進めるための見直しな

どを図っていく必要がある。 
また、障害の状態の多様化に対応した特別支援学校

学習指導要領の改善・充実が必要である。特に、①幼

児児童生徒の発達の段階に応じた自立活動の改善・充

実、②これからの時代に求められる資質・能力を踏ま

えた、障害のある幼児児童生徒一人一人の進路に応じ

たキャリア教育の充実、③知的障害のある児童生徒の

ための教科の改善・充実を図る必要がある。 
また、連続性のある「多様な学びの場」における子

供たちの十分な学びを確保していく観点から、一人一

人の子供たちが、それぞれの障害の状態や発達の段階

に応じた学びの場における教育課程を通じて、自立や

社会参画に向けて必要な資質・能力を身に付けていく

ことができるよう、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校等との間で、教育課程が円滑に接続

していけるようにしていくことが重要である。 
（ｅ）高等学校における特別支援教育の推進 

高校通級モデル事業４）、高校における通級指導の制

度化５）（平成 30 年度より運用開始）、自立と社会参加

に向けた高校段階のキャリア教育・就労支援充実事業

などを通して、高等学校における特別支援教育の推進

を図っていく必要がある。 
（ｆ）個別の指導計画や支援計画の策定・活用の推進 

学習障害（SLD）等の子どもたちの認知特性を理解

し、適切に指導できている教員はまだ少ない。また、

小中学校の通常学級の中にも、障害や病気のために、

手厚い指導や支援を必要とする子どもは多く在籍して

いる。このような子どもたちの実態に応じた指導や支

援が現状では適切に行われているわけではない。 
このため、通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校それぞれにおける教育活動の在り

方と相互の連続性を改めて可視化し、全ての学校現場

において共有していくとともに、「個別の教育支援計

画」や「個別の指導計画」の作成・活用を通じて、子

供たち一人一人の学びの連続性を実現していくことが

求められる。 
（ｇ）特別支援学校の教室不足の解消 

教室不足が生じている主な要因には、知的障害のあ

る児童生徒の増加、とりわけ特別支援学校高等部に在



ASD 学生の移行支援に関する総合的研究（小川勤） 

- 20 - 
 

籍する生徒数の増加が主な原因となっている。また、

知的障害のある児童生徒の増加要因としては、平成 19
年度の特別支援教育制度改正以降、保護者の障害に対

する受容が進んできているという背景がある。さらに、

療育手帳等の無い比較的軽度の障害のある子供が増加

しているという背景もある。このため、計画的な解消

を促す通知発出（平成 28 年 2 月）、廃校や余裕教室等

を活用した特別支援学校の建物整備に係る補助制度の

創設（平成 26 年度）など教室不足を解消する施策に

より積極的に取り組む必要がある。 
 

３．移行（トランジッション）支援に関する課題 

（１）高大接続段階における移行支援の現状と課題 

高大接続段階における移行支援の現状と課題につい

て、分析した結果、以下のことが明らかになった。 

 

表 1 大学入試改善（高大接続：進学） 

平成24年度 平成29年度 平成30年度

入学者選抜において、大学等が受験上の配慮
を行った受験者数

380校（31.7%）
2,748人

464校（39.7%）
4,215人

459校（39.3%）
4,308人

ホームページでの修学支援情報の公開 113校（9.4%） 515校（44.0%） 559校（47.8%）
入試における配慮を入試要項及びホーム
ページに記載

499校（41.7%） 748校（63.9%） 776校（66.4%）

出典：日本学生支援機構主催　令和元年度「障害学生支援　理解・啓発セミナー１」配布資料  

 

①入学者選抜においては、大学等が受験上の配慮を行

った受験者数は、第一次まとめ段階（平成 24年度）

では、380校で全体（1,198 校）の 31.7%、2,748 人

であったが、第二次まとめ段階の平成 29年度では、

464校で全体（1,170校）の 39.7%、4,215人。平成

30年度では、459校で全体（1,169 校）の 39.3%、4,308

人と上昇している（表 1参照）。 

②「ホームページで障害学生支援情報を公開している

大学の割合」は、第一次まとめ段階（平成 24年度）

では、113 校で全体（1,198 校）の 9.4%にすぎなっ

たが、第二次まとめ段階の平成 29年度では 515校で

全体（1,170校）の 44.0%、平成 30年度は 559校で

全体（1,169 校）の 47.8%というように大幅に増加し

ている（表 1参照）。 

③「入試における配慮を入試要項及びホームページに

記載している大学の割合」は第一次まとめ段階の平

成 24 年度では、499 校で全体（1,198 校）の 41.7%

であったが、第二次まとめ段階の平成 29 年度では

748 校で全体（1,170 校）の 63.9%、平成 30 年度は

776校で全体（1,169校）の 66.4%というようにこれ

も大幅に増加している（表 1 参照）。 

 

表２ 高校及び特別支援学校と大学等との接続状

況（進学） 

 

④平成 24 年度は出身校および特別支援学校高等部と

連携を図った大学等は 109 校で全体（1,198 校）の

9.1%に過ぎなかった。内訳は、出身高校との連携が

94 校で全体の 7.8%、特別支援学校との連携は、15
校で全体の 1.3%となっている（表２参照）。 

⑤個別支援情報の収集で出身校と連携した状況は、第

二次まとめ段階の平成 29 年度では 177 校で全体

（1,170 校）の 15.1%。平成 30 年度は 168 校で全

体（1169 校）の 14.4%と校数、割合ともに減少して

いる（表２参照）。 
⑥これらの分析から、高校や特別支援学校高等部等に

在籍する障害のある生徒が大学等への進学を希望す

るに当たり、高校等に対して大学等から支援体制や

制度、取組についての情報発信は、現状ではある程

度、進捗していることが明らかになった。 

⑦高校等に在籍する障害のある生徒が大学等への進学

を希望するに当たり、これらの学校で提供されてき

た支援内容・方法を円滑に大学等に引き継げる状況

になっていない実態が明らかになった。この背景に

は保護者・障害者本人が大学への相談や情報引継ぎ

に抵抗感を覚えるからだと考えられる。すなわち、

「大学へ事前相談したことにより、合否判定で不利

になるのではないか」という疑念や「相談して支援

を希望すると，大学院への進学や就職に不利なこと

になるのではないか」という疑念があると考えられ

る。大学では、「どの大学も，不利になることはない」

と考えているが、どうも双方で相談や情報の引継ぎ

平成24年度 平成29年度 平成30年度
出身高校及び特別支援学校高等部と連携を
図った大学等

109校（9.1%） ー ー

出身校との連携 94校（7.8%）
特別支援学校との連携 15校（1.3%）
個別支援情報の収集（出身校との連携等※） ー 177校（15.1%） 168校（14.4%）

出典：日本学生支援機構主催　令和元年度「障害学生支援　理解・啓発セミナー１」配布資料

※Jassoの実態調査を基に文科省が集計
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に対する認識にミスマッチがあると考えられる。 

 

（２）大学から企業等への就労段階における移行支援

の現状と課題 

大学等から企業等への就労支援の現状と課題につい

て、分析した結果、以下のことが明らかになった。 

 

表３ 大学等から企業等への就労移行支援（就職） 

平成27年度 平成29年度 平成30年度
障害学生向け求人情報の提供 203校（17.2%） 213校（18.2%） 245校（21.0%）
就職支援情報の提供・支援機関の紹介 222校（18.8%） 259校（22.13%） 269校（23.0%）
就職先の開拓・就職活動支援 170校（14.4%） 214校（18.3%） 210校（18.0%）

出典：日本学生支援機構主催　令和元年度「障害学生支援　理解・啓発セミナー１」配布資料  

 

①障害学生向け求人情報の提供、就職支援情報の提

供・支援機関の紹介のいずれの項目も第一次まとめ

（平成 24年度）以降、割合が年々上昇している（表

３参照）。 

②就職先の開拓・就職活動支援に関しては、平成 29

年度から平成 30 年度にかけて若干割合が下がって

きている（表３参照）。この背景には、障害学生の大

学から社会への移行を見据えた支援では，障害に対

する理解だけでなく，障害特性に適した仕事理解や

ソーシャル・スキル・トレーニング（SST）等を併せ

て実施していく必要があるが，就職支援室等では，

人材不足やスキル不足から，これまで十分に行われ

てこなかったためであると考えられる。 

 

（３）移行（トランジッション）支援に関する課題

解決策の提案 
（ａ）高大接続段階における移行支援の課題解決策 
①初等中等段階における移行支援の課題を解決して

いくためには、通常の学級、通級による指導、特

別支援学級、特別支援学校それぞれにおける教育

活動の在り方と相互の連続性を改めて可視化し、

全ての学校現場において共有していくとともに、

「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の

作成・活用を通じて、子供たち一人一人の学びの

連続性を実現していくことが求められる。 
②高大接続に関する移行支援の課題を解決するために

は、特別支援学校高等部等で実施されてきた支援内

容・方法等の大学等への引き継ぎの円滑化が重要で

ある。筆者は、ここで「自己取扱説明書（以下、「自

己トリセツ」と略す）」を作成・活用することを提

案したい。 
③自己トリセツは従来、高校等で作成されている個別

の「教育支援計画」や「個別の指導計画」に加えて、

高校等での支援の中で起こった特徴的なエピソー

ドを記載し、どのような支援が有効であったのか、

どのような支援がうまくいかなかったなどのエピ

ソードを交えて記述する。進学先の大学等の支援者

は、これらを参考にして、障害学生個々にとって有

効な支援計画や指導計画を円滑に構想・策定するこ

とができる。さらに、在学中の支援内容やエピソー

ドを「自己トリセツ」に追記していくことにより、

就労支援にも活かすことができる。 
④支援情報の共有・引き継ぎに当たっては、障害のあ

る生徒・学生の本人の意向尊重と、個人情報保護の

観点からの本人の同意が必要である。 
⑤大学等からの情報発信をより強化するためには、入

学希望者からの相談窓口整備やオープンキャンパ

ス等での相談窓口の設置、さらに、大学等での支援

により目標を達成したモデルケース等の積極的な

公開・発信が重要である。 
 
（ｂ）大学段階から就労段階における移行支援の課題解決策 

上記（３）②③で示したように「自己トリセツ」を就労支援

にも活用することを提案する。 
①第二次まとめにおいても示されているように、障害学生の

就労を円滑化していくためには、卒業前および後の就労系

障害福祉サービス（就労支援事業所等）の利用も視野に入

れる必要がある。就労支援事業所（以下、事業所）は，就

労体験を含む体験的な実習を通して，アセスメント，ジョ

ブ・マッチング，ジョブ・コーチングのすべてに渡って，

相談と訓練の一体的な支援を実施している。学生にとって、

支援を受けながらの就労は，就活，就労，職業生活維持の

ために，専門的なスタッフの支援を継続して受けられると

いう安心感につながる。このように、障害のある学生の就

労移行に豊富なノウハウを持つ事業所と大学が連携して，

就職や職業定着に結び付く支援方法等を実施していく際に

も「自己トリセツ」を有効に活用することが考えられる。

これにより、事業所はアセスメントの時間を短縮すること

ができ、ジョブ・マッチング，ジョブ・コーチ等の業務に

力を注ぐことができる。 
②これ以外にも早い段階から多様な職業観に関する情
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報や機会の提供を行う必要がある。また、職業観の

涵養、対処方法、権利擁護の知識と理解に資するプ

ログラム提供や、障害に配慮したインターンシップ

等の支援などを行っていく必要がある。 
③学内関係部署の連携、インターンシップ受入企業等

との連携など関係機関のネットワーク作りを促進す

る必要がある。 
 

４．大学と就労支援事業との連携の可能性と留意

するべき点について 

（１）就労支援事業所との連携の必要性 

ASD 学生の就労をめぐるさまざまな課題を解決して

いくためには「支援につなげるための行動」が起こせ

る力，すなわち，セルフ・アドボカシー・スキル（SAS：

「自己権利擁護力」）を ASD学生自らが獲得していく教

育プログラムの提供や支援方法が必要である。このた

め，ASD 学生の就労支援に関しては，障害に対する理

解だけでなく，障害特性に適した仕事理解や SASの獲

得等を目指したソーシャル・スキル・トレーニング

（SST）を実施していくことが欠かせない。しかし，大

学の就職支援室等では，知識不足やスキル不足から，

このようなことがこれまで十分に行われてこなかった。

そこで，ASD などの発達障害学生の就労移行に豊富な

ノウハウを持つ就労支援事業所（以下、事業所）と大

学が連携して，就職や職業定着に結び付く有効な支援

方法を研究開発する必要がある。事業所は，就労体験

を含む体験的な実習を通して，アセスメント，ジョブ・

マッチング，ジョブ・マッチング，ジョブ・コ－チン

グのすべてに渡って，相談と訓練の一体的な支援を実

施している。また，支援を受けながらの就労は，ASD

学生にとって，就活，就労，職業生活維持のために専

門的なスタッフの支援を継続して受けられるという安

心感にもつながる。そこで，本研究では，事業所と連

携した修学支援から就労支援，さらに就労後のフォロ

ーアップまで視野に入れた包括的で継続的な移行支援

の在り方について研究を行った。この研究を通して、

大学が事業所と連携・協働して就労支援を展開するメ 

 

リットとして，①ASD 学生の就労に対する戸惑いや混

乱を最小化させることができる、②就職や就職後の職

場定着に結び付く実効性の高い教育プログラムや支援

方法を研究開発することができる，②このプログラム

を移行支援に活用することで，潜在的に優れた才能を

持った ASD学生が社会で活躍する機会がより多くなる

などのメリットを抽出することができた。 

 

（２）各就労支援事業所の機能と連携の形態 

５つの事業所について，その支援内容の実態と事業

所と大学との連携の可能性について実態調査を実施し

た。5 つの事業所（kaien，PEAKS 神戸, NPO 法人リエ

ゾン、unselfish，LITALICO ワークス広島）は，それ

ぞれの固有の支援機能と事業所と大学の連携のスタ

イル（型）について明らかにする。 

表４に示したように、それぞれの事業所は異なる固

有の支援機能を持ち，さらに得意とする支援分野も異

なる。具体的には、企業側の立場に立って，ジョブ・

スキル向上を目指したジョブ・マッチングやジョブ・

コ－チングを重視するタイプの事業所（ kien、

unselfish：タイプⅠ）。事業所の利用者の得意・不得

意の部分や人柄を見極めるアセスメント（評価）を重

視し，コミュニケーション能力を高めるために，楽し

みながら人間関係や友人を作ることができるような

さまざまなソーシャル・スキル・トレーニングを提供

するタイプの事業所（PEAKS 神戸、LITALICO ワークス

広島：タイプⅡ）、さらに、上記の両機能を有するタ

イプ（NPO 法人リエゾン：タイプⅢ）があることが分

かった。一方，大学との連携タイプには，有料で就労

に必要なSSTやジョブ・スキルを提供するタイプ（kien、

unselfish：連携タイプⅠ）や，ASD 学生のアセスメン

ト（評価）結果やこれまでの支援方法に関する情報，

支援を巡るさまざまなエピソード等を大学から得る

形で連携するタイプ（NPO 法人リエゾン：連携タイプ

Ⅱ），さらに，大学のキャリア教育の一部を担う形で

連携し，その後，事業所での活動への参加に結び付

けるタイプ（PEAKS 神戸、LITALICO ワークス広島：  
 

 

表４ 就労移行支援事業所と機能評価と大学連携の特徴 
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連携タイプⅢ）などの連携タイプがあることが明ら

かになった。 

（３）就労支援事業所との連携する際の留意点 

大学はこれまで，学外の就労移行支援事業所とはあ

まり密接な関係を築いてこなかった。しかし，平成28

年4月の障害者差別解消法の施行以降，大学は合理的

な配慮の提供の観点からASDなどの発達障害学生の移

行支援にこれまで以上に，配慮していかなければなら

なくなった。このため，大学在学中から利用可能な学

外の事業所を活用して，就労支援の充実を図っていか

なければならない。 

ただし，表４に示すように各事業所は就労支援に関

しては，それぞれ固有の機能を有している。このため，

障害学生が希望する支援を必ずしも十分受けられる

わけではない。一方，就労支援事業所は大学や障害学

生のさまざまな事情を必ずしも十分理解しているわ

けではない。したがって，障害学生の移行支援に対す

るニーズにマッチした事業所であるかを十分吟味し

利用する必要がある。 

このように大学と事業所との連携の在り方を考える

際には，それぞれの就労支援に対する体制や機能，考

え方について最初に相互理解することが大切である。 

 

５．まとめ 

 幼・小・中・高におけるインクルーシブ教育の導入

は、児童生徒の全体の数は減少しているにもかかわら

ず、特別支援学校においては、近年、特に高等部生徒

数の増加や、在籍する知的障害のある児童生徒数の増

加がみられ、教育機会の多様化が図られている状況が

明らかになった。また、特別支援学級の在籍者数全体

も増加傾向にある。 

体制整備に関しては、全体として進んでいる状況が

伺えるが、障害のある幼児児童生徒に対して作成する

個別の教育支援計画の作成率については課題があるこ

とがわかった。 

 これらの課題解決のためには、通級指導等の教員の

加配、特別支援教育支援員や医療的ケアのための看護

師配置等を図る必要がある。また、教員の特別支援教

育に関する専門性を高めるために、大学等での認定講

習の拡充などを通じて、特別支援学校教諭免許状保有

率の向上を目指す必要があることが明らかになった。 

高大接続に関する移行支援については、大学等から

支援体制や制度、取組についての情報発信は、現状で

かなり進捗していることが明らかになった。その一方

で、大学等へ進学する際には、高校等で実施されてき

た支援内容・指導方法を円滑に大学等に引き継げる状

況になっていないことが明らかになった。 

就労移行支援に関しては、障害学生向け求人情報の

提供、就職支援情報の提供、支援機関の紹介等は第一

次まとめ以降、急速に進んでいるが、就職先の開拓・

就職活動支援に関しては、第二次まとめ以降あまり進

捗していないことが明らかになった。この背景には就

職支援室のスタッフが，人材不足やスキル不足から，

障害特性に適した仕事理解やソーシャル・スキル・ト

レーニング（SST）等がこれまで十分に行われてこなか

ったという実態があることが明らかになった。 

これらの課題解決のためには、筆者は高校等で作成

された障害学生個別の支援計画や指導計画の引継ぎに

加えて、在学時のエピソード等を記載した「自己トリ

セツ」を作成し、大学等へ引き継ぐことを提案した。

これを活用することにより、高大接続が円滑化するだ

けでなく、大学における修学支援や就労支援，さらに

就労後のフォローアップを含めたシームレスな移行支

援が実現する可能性が高まると考えている。したがっ

て、「自己トリセツ」の活用した移行支援の在り方等に

ついて、今後、さらに研究を推進していきたいと考え

ている。 

大学と就労移行支援事業所とが連携する際の留意点

については、各事業所はそれぞれ異なる固有の支援機

能を持ち，さらに得意とする支援分野も異なることが

明らかになった。そのため、大学と事業所との連携の

在り方を考える際には，それぞれの就労支援に対する

体制や機能，考え方について最初に相互理解すること

が大切である。このステップを経ずに，単に ASD学生

の就労支援のための大学の補完機関として事業所を利

用しようとすると，思わぬミスマッチが生じ，連携の

効果が発揮できないことがあるので留意する必要があ

る。 
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注記 

(1)国連の障害者権利条約は、2008 年 5 月に発効され

た。日本では 2007 年 9 月に署名、2014 年 1 月に批准

し、同年 2 月に効力が生じた。 

(2)インクルーシブ教育は「人間の多様性の尊重等の強

化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度ま

で発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可

能とするとの目的の下、 障害のある者と障害のない者

が共に学ぶ仕組み」であると定義されている。 

(3)2013 年から 2017 年にかけて、インクルーシブ教育

システムの構築に向けた取組として、合理的配慮の実

践事例及び実施環境の整備事例の収集のため、①早期

からの教育と福祉等関係機関の連携による教育相談・

支援体制の構築、②幼稚園、小・中学校、高等学校等

における合理的配慮の充実及び拠点地域・学校におけ

る調査研究、③特別支援学校が小・中学校等を支援す

るセンター的機能充実等のモデル事業を行った。 

(4)文科省は 2014（平成 26）年度から「高等学校にお

ける個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事

業」を開始し、高校における通級指導などの具体化に

向けた研究を進めた。 

(5)高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する

生徒のうち，障害に応じた特別の指導を行う必要があ

るものを教育する場合には，特別の教育課程によるこ

とができることとするとともに，その場合には障害に

応じた特別の指導を高等学校又は中等教育学校の後期

課程の教育課程に加え，又はその一部（必修教科・科

目等を除く。）に替えることができることとした。 
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クライエントにセラピストの様相が生起する機序 
 

森平 准次 
 

Mechanisms for the occurrence of psychotherapist’s aspects in clients. 
 

MORIDAIRA, Junji 
 
 

Abstract 
In psychotherapy, how the client experiences the psychotherapist is very important. Psychotherapist’s 

aspects for clients can affect understanding of the client’s mind and mind transformation. In this study, I 
review previous research that outlines the mechanisms at work in the client's experience of the 
psychotherapist. I discussed how transference is viewed in psychoanalysis and analytical psychology, and 
the schema in schema therapy. Different theories explain and emphasize different ways in which clients 
experience the psychotherapist, but these are important factors in the client's transformation.  

はじめに 

心理療法とは，クライエントとセラピストとが出会

い，クライエントの心の在りようについて見つめ，そ

の変容を促す営みであるといえよう。心理学的な課題

を抱えて専門家であるセラピストのもとを訪れ，個人

面接を受け，自らの心とかかわっていくクライエント

には，様々な心理学的な出来事が起こるし，またそれ

をとおして心理学的な変容が起こる。 
クライエントの心理学的な課題はクライエントによ

ってさまざまである。またセラピストもそのよって立

つ理論や，得意とする心理学的課題やテーマ，面接技

法等，個性をもった存在である。セラピストの個性や

その表出についてどのように考えるかは難しいところ

ではあるが，個性がないとすることはできまい。心理

臨床的営為は，このように個性をもったクライエント

と個性をもったセラピストとの間で紡がれていく。 
臨床心理学では，この心理療法のさまざまな側面や

要因について研究を発展させている。それは心理学的

問題についての研究であったり，セラピストの介入技

法についての研究であったり，多様である。クライエ

ントがどのように変容するのか，そこにセラピストは

どのようにかかわるのか，といったテーマも重要な研

究の柱となる。そのようなテーマにおいては，セラピ

ストがどのような態度，雰囲気で心理療法の場に臨む

か，ということが課題になることはもちろんであるが，

それはセラピストの独りよがりな態度では意味がない。

クライエントにとってセラピストがどのように映るの

かが問題である。みずからの苦悩を心理療法の場で語

ろうとするとき，その場を共にするセラピストが微笑

み受容的なのか，それとも冷淡で拒絶的なのか，とい

ったことでクライエントが何をどこまで語れるかは異

なるだろうし，またそこでのクライエントの体験も異

なるだろう。そしてそのようなクライエントのセラピ

ストの体験は，クライエントの心理学的変容に影響し

ていくだろう。セラピストの在りようをどのようにク

ライエントが捉えるのか，体験するのか，ということ

が重要な視座になるであろう。クライエントがみずか

らの心の在りように迫り，捉えなおし，その経験を見

つめようとするときに，その場を共にしているセラピ

ストがどのようにクライエントにかかわっている，と

クライエントに体験されているのかが心理療法におい

ては重要な要素となる。 
そこで本論では心理療法の営為においてセラピスト

がクライエントにどのように立ち現れるのか，その機

序についての理論を概観し，心理療法の実践において

セラピストが自覚的にクライエントにかかわろうとす

る際の視座を明らかにする。 
そのような研究の積み重ねが，セラピストのかかわ

るオリエンテーションとなると考える。心理療法を通

じてクライエントが変容を遂げていくその過程におい
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て，機能している要因を明らかにすることは，臨床実

践の上でも重要であると考える。 
 
精神分析の流れにおける転移 

クライエントが体験するセラピストの様相は，心理

療法の文脈では転移という概念が示唆するところが大

きい。Freud はリビドーの発達理論を提唱しているが，

リビドーの一部は発達においてその成長を阻害され，

“ただ空想(ファンタジー)のうちで羽ばたくことが許

されただけであるか，もしくは，全面的に無意識のう

ちに留まっていたか”であり，意識的になっていない。

そのようなリビドーに由来する表象は，新たにその人

の前に現れる人物に対して向けられることになる。そ

の対象には精神分析医にも向けられるが，“苦しんでい

る者がそれまでに形成してきた心的「諸系列」のいず

れかのうちに医者を押し込めるであろう”と Freud は

いう。この心的諸系列というのは父や母，きょうだい

等様々なイメージに従って生じうるという。このよう

に，転移という視点からみれば，自我が他者に対して

体験する様相というのは，それまでの他者との関わり

の中で体験してきた様々な様相に由来することになる。

クライエントがセラピストに対して体験する様相は，

それまでの人生において未解決となっているリビドー

の在りように由来すると言えよう。そしてその様相は

フロイトがこの文脈で Jung の論考からイマーゴとい

う言葉を用いたようにイメージとしてすなわち表象と

して現れることになるだろう。 
ところで転移現象は，臨床場面にのみ現れるのでは

なく，精神分析にのみ現れるのではないことはすでに

Freud が指摘している。様々な対人援助の場面で，援

助者に対して被援助者がそのような体験をする。しか

し，それは担当者を替えるなどして現実的に対応すれ

ば問題として大きくなることは少ないであろう。しか

し精神分析ではむしろその転移そのものを問題にしよ

うとする。 
また転移が幼少期の体験に由来するのみならず，生

まれつきの素養によっていることもまた Freud が指

摘している。“どんな人間も、生まれつきの素質と子供

時代に受けた影響との共同作業によって、自分固有の

性愛生活の営み方を獲得するものである。それゆえ、

愛にどのような条件を課すのか、またそれに伴いどの

ような欲望を満足させ、いかなる目標を設定するのか

に関しても、その人固有の特徴が出てくることになる”

と述べられている。 
現在まさに体験している他者の様相がすべて過去の

他者の体験の様相の再現であるかといえば，それだけ

ではあるまい。しかし，自己がそれまでに体験してき

た他者の様相を積み上げてきており，現在の目の前に

生起している他者に対して転移という形で，同様の他

者の様相を体験するという理解は妥当であろう。“その

クリシェは生活を送るなかで規則的に繰り返され，新

たにコピーされることになる”  とされる。すなわち，

人生早期に体験した他者の様相はその主体にとっての

他者を体験する基底的なパターンとして機能しつつ，

それは新たに改定され続ける。 
Freud の理論を発展させ対象関係論を創始した

Klein は，より早期の発達における対象関係に転移の

起源を見出している（Klein, 1952）。Klein の最早期

の発達段階に関する理論においては，主体にとって対

象は統合されておらず，部分として体験される。乳児

は出生直後から空腹という不快感，すなわち攻撃され

ているという感覚を持ち，それは破壊的な衝動となり，

報復されることへの恐怖となる。それは生後 3，４か

月に特徴的となる。一方で，航空的な欲求，すなわち

空腹を満足させてくれるのは全能のやさしさを持つ対

象として体験される。これらの体験が，転移の源流で

ある。そしてそこには常に対象関係，すなわち他者と

のかかわりが基底に存在する。Klein は転移を考える

にあたり，感情と防衛，対象関係を考慮すべきである

と述べている。そうであれば，例えばクライエントに

とってセラピストが自身を破壊するような恐ろしい存

在として映ったり，あるいは自信を救ってくれる神々

しい存在として映ることも理解される。 
このように精神分析的視点から転移についての論考

が深められ発展してきている。ここまでの議論では，

あたかも転移はクライエントの側の一方的な体験であ

るかのような印象を与えるかもしれない。しかし心理

療法の現場においては転移はセラピストとクライエン

トに相互的に生起する現象であると考えられる。例え

ば，渡邉(2011)はブロイアーの症例アンナ・O につい

ての Lacan の理解 を取り上げ，“転移とは治療者とク

ライエントとが共にそこへ巻き込まれている一つの現

象であり、転移は治療者とクライエントの欲望の出会

いと考えなければならない”と述べている 。 
心理療法をクライエントとセラピストの相互的な心

的働きであると捉えなおした理論の一つに，間主観的
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アプローチがある。心理療法においては，クライエン

トの主観とセラピストの主観とがともに作用している

間主観的な場を構成するという視点である（Stolorow, 
Brandchaft, Atwood, 1987）。この視点からみれば，ク

ライエントに映るセラピストとしての他者の様相には，

セラピストの側の主観的な要素が含まれることになる。

すなわち，クライエントの側の要因からだけでは，転

移を扱うことができない。 
ところで精神分析において転移は解釈され理解され

意識化されることによりクライエントの変容をもたら

すと考えることができるだろう。Freud は“転移現象

の克服が精神分析家に最大の困難を提示することは否

みようがないが、とはいえ、まさにこの同じ現象が、

病者の隠された、また忘れられた愛の蠢きを活性化し

顕在化させるという、計り知れない任務を果たしてく

れるのだということを忘れてはならない。”と述べてい

る（Freud, ）。この変容のために精神分析家は“こう

した感情の蠢きを、治療との連関や病者自身の生活史

との連関のうちに組み入れ、思考による考察に従属さ

せてその心的価値を認識するよう、病者に強要しよう

とする”のである。このように，精神分析的心理療法

においては，クライエントがセラピストに写し込んで

いる他者の様相が自身の無意識的な心の在りようや生

活史の中のどのような内容に由来しているのか，知的

な理解を求めることになろう。そしてそれにより，“神

経症からの持続的快癒”がもたらされるという仮説を

立てることができる。 
 
分析心理学における転移 

転移については Jung も独自の視点から考察してお

り，他者の在りようが描かれている。Jung は，『転移

の心理学』において，錬金術になぞらえ，転移を説明

する。“錬金術の理論は（中略）主として無意識内容が

投影されたものにほかならない。すなわちわれわれが、

一方で神話やメルヒェンのなかで、他方で個人の夢や

幻覚，妄想体系の中で出会う、あらゆる純粋な空想像

に特有の元型的な形態が投影されたものにほかならな

い”と Jung はいう(Jung, 1946/1979）。ここでは，ク

ライエントの体験するセラピストは，単に目の前の個

人としてのセラピストを越え，あるいはクライエント

個人の生活史における体験を越え，元型的イメージの

様相を帯びることになる。また，転移をクライエント

のセラピストへの一方的な体験と考えるのではなく，

セラピストの側のクライエントの体験との相互的なも

のとして理解する。そのような元型的イメージをはら

んだ他者の体験は，Jung のいう個性化の過程ともか

かわってくる。 
Jung は錬金術に喩えて転移を考えるが，図１に示

すのは，そのメタファーを図式化したものである 。 

 
男性としての錬金術師と神秘の妹とのかかわりにお

いて男性的なものと女性的なもの、ある人物と他の人

物のお互いの無意識との関係を図示したものである。

錬金術師は男性であり，その無意識は女性的なものす

なわちアニマとして表現される。また妹は女性であり

その無意識はアニムスとして表現される。それぞれの

矢印は以下のように説明される。これは対立するもの

が結合し，統合を果たしていく過程の隠喩であると言

える。 
a 単純な，個人的関係 
b 男性が彼のアニマと結ぶ関係，および女性が彼女の

アニムスと結ぶ関係性 
c アニマに対するアニムスの関係，およびその逆の関

係 
d 女性のアニムスの，男性に対する関係，および男性

のアニマの，女性に対する関係 
この図を基に，Jacoby(1984)は心理療法場面における

転移関係を描いた 。それが図２である。 

 
 ここで Jacoby(1984)は analist（分析家）と patient
（患者）という語を用いているので，本引用について

もそれに倣って語を用いる。 
a 分析関係 
b 分析家と患者とのそれぞれの無意識同士の関係 

図 1 

図 2 
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c 分析家の自我と無意識の関係 
d 患者の自我と無意識の関係 
e 患者の無意識と分析家の自我の関係 
f 分析家の無意識と患者の自我の関係 
 この図からは，クライエントは意識的にセラピスト

とかかわるだけではなく，セラピストの無意識や自身

の無意識ともかかわることになる。またクライエント

の無意識はセラピストの自我や無意識ともかかわりあ

い，自身の自我ともかかわっている。この図は心理療

法における変容の過程にかかる動きを，錬金術のモチ

ーフから描いたものである。そのプロセスは個性化の

過程として捉えられる。クライエントは意識的にセラ

ピストとかかわるだけではなく，セラピストの無意識

や自身の無意識ともかかわることになる。またクライ

エントの無意識はセラピストの自我や無意識ともかか

わりあい，自身の自我ともかかわっている。 
この図から転移，すなわちクライエントに立ち現れ

るセラピストとしての他者の様相は，自身の無意識的

な在りようを移しこんでいるのみならず，セラピスト

の自我や無意識からも影響を受けていることが理解さ

れる。また，ここでの無意識は Jung の元型論で論じ

られる集合的無意識を含んでおり，元型的イメージの

影響も受ける可能性が示される。元型的イメージは個

人的な歴史を越え，人類が蓄積してきている体験に表

象されるようなイメージである。それは圧倒的な力を

もつこともある。すなわち，神話的なモチーフが現れ

ることもある。理想の異性として体験されたり，不思

議な力をもつものとして体験されることもあるだろう。 
 分析心理学では既述のように個性化のプロセスに転

移逆転移が含まれていることを主張している。“転移現

象は疑いなく個性化過程に属するもっとも重要でもっ

とも内容豊かな症候群の一つであり、単なる個人的な

好き嫌い以上のものを意味している。それは集合的な

内容とシンボルを持っているために個人をはるかに超

え出て社会的な現象の領域へと入り込み、あのきわめ

て高度な人間的つながりを思い起こさせるが、それは

非常に辛いことに、現代の社会の秩序あるいはより正

確には社会の無秩序からは感じられない。個性化過程

を表すうえで非常に特徴的な円や四者性のシンボルは、

一方で遡っては人間社会の根源的原初的な秩序を示し、

他方で今後の方向としてこころの内的な秩序を示し、

それがあたかも文化共同体を再編成するためになくて

はならない道具であるかのように思われる”と Jung

はいう。このように Jung はクライエントの転移がと

きに元型的なモチーフに彩られ，それによって個性化

のプロセスの重要な用途となると考えた。 
 
他者についてのスキーマ 

認知行動療法では，クライエントとのアジェンダが

重視され，クライエントの認知や行動への意識的な介

入のプログラムをともに検討し，行動実験していくと

いう視座が基礎となる。クライエントが体験する他者

の様相は，認知された他者ということであろう。その

認知が不適応的であると考え，より適応的な認知のし

かたに再学習していくことが行われる。したがって合

理的に適切な他者の体験を自我の側から再構成してい

こうという試みであると言えよう。 
しかし近年では，認知行動療法の流れから精神分析

やゲシュタルト療法等の諸学派を基盤に Young ら

（Young, J. E., Klosko, J. S., and Weishaar, M. E. , 
2003）の開発したスキーマ療法が発展してきている 。
スキーマ療法では，認知や自動思考の根底にスキーマ

を想定する 。スキーマは認知の構造を意味している心

理学用語であり，出来事を認知する際の枠組みである。

個人によってスキーマは異なり，出来事に対して与え

る意味付けも異なってくる。 
スキーマ療法ではではスキーマ領域を想定している

が，これは“中核的感情欲求が満たされないことによ

って，その人の心や生き方のどの部分に損傷を受ける

のか，ということについての仮説である”(伊藤・津高・

大泉・森本, 2013) この 5 つの領域はそれぞれ，第 1
の領域：断絶と拒絶、第 2 の領域：自律性と行動の損

傷、第 3 の領域：他者への追従、第 4 の領域：過剰警

戒と抑制，第 5 の領域：制約の欠如，である。「断絶

と拒絶」、「他者への追従」，の 2 つについては直接的

に他者との関係性の中で形成されるスキーマである。

しかしそれ以外のスキーマについても現実生活の社会

的な自己の在りようとかかわってくると言える。すな

わち、社会という他者との関係の前提となるスキーマ

である。 
スキーマ療法の視点からは，どのようなスキーマが

形成されるかによってクライエントに立ち現れてくる

他者の様相が異なってくるという仮説であると言えよ

う。例えば第 1 の領域：断絶と拒絶の具体的なスキー

マとして不信/虐待スキーマが挙げられている。このス

キーマが形成された人にとっては他者は“自分につけ
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込み，自分をいじめ，食い物にするような「虐待者」” 
として立ち現れてくるといえよう（伊藤ら, 2013）。 
スキーマ療法では，面接場面においてセラピストが

クライエントを再養育するという関わりによりクライ

エントの発達を促していくことになる。“スキーマ療法

では、治療関係はひとつの重要なツールとして考えら

れている。治療関係を通じて「治療的再養育法」を行

う機会が提供される。クライアントは治療的再養育法

によって、過去に満たされなかった欲求を、治療とい

う限られた設定の範囲内で満たされることになる。子

どもの頃に怒ることを許されてこなかったクライアン

トは、怒りを表出してもセラピストから見捨てられる

ことはないことを学習する。セラピストは怒りを十分

に表現するようクライアントに促す。セラピストが何

か間違いを犯した場合，セラピストはそれを率直に認

め，それがクライアントにとってもつ意味について一

緒に話し合う。”  。このように，クライエントの過去

の体験の中で形成してきた不適応的なスキーマを，セ

ラピストとの養育的なかかわりあいの中で再構築して

いくことになる。それにより早期不適応的スキーマの

はたらきが低減されることにより，クライエントの体

験する他者は様相を変えていくことになるだろう。 
 
クライエントの体験するセラピストの由来 

 ここまで，精神分析と分析心理学におけるそれぞれ

の転移の理論と， スキーマ療法におけるスキーマの考

え方と、それぞれの理論が考える治療的な変容の起こ

る機序について 概観した。精神分析における転移の

理解とスキーマ療法におけるスキーマの捉え方は、そ

の由来を幼少期の体験に求めている点において重なる

部分があると考える。とはいえ、精神分析ではリビド

ーの発達の疎外された体験をその由来と考え、スキー

マは学習されたものとして捉えるという視点の違いを

見ることができる。そういう意味ではそれぞれの理論

がおく重点は異なる。また精神分析では自我がその転

移の起源を意識化し自我が理解していくということに

治療的な働きを見出すが，スキーマ療法においては再

養育すなわち育て直すというかかわりに治療のポイン

トがある。精神分析とスキーマ療法はいずれも個人の

発達史に他者の現れる様相の起源を見出すが，その理

解や療法的かかわりの重点は異なっていると言えよう。 
一方ユングの分析心理学においては、転移の起源を

個人の発達史だけに求めない。むしろ集合的無意識に

由来した元型的モチーフに彩られた他者の体験の様相

を視座に置く。そして分析心理学においては、そのよ

うな集合的無意識を含めた無意識との関わりを通じて，

個性化していくことを治療プロセスに読み取ることが

ある。元型的モチーフをはらんだ転移がすべての事例

に起こるわけではないが，このような視座はそのクラ

イエントがどのようなことを達成し個性化しようとし

ているのかについて検討する可能性を開くのではない

だろうか。 
クライエントが体験するセラピストの様相は，クラ

イエントにとって大きな意味をもつが，それについて

の理解や介入は理論によって大きく異なると言えるだ

ろう。 
とはいえ，統合的な心理療法の視座をもつことがで

きれば，そのクライエントが体験しているセラピスト

の様相に何を見，何を達成しようとしているのか，柔

軟に見通しを立てることができるのではないだろうか。 
 
おわりに 

深層心理学において転移は治療に重要な役割を果た

すことが確認された。しかし心理療法において転移が

必ず必要であるというわけではない。フロイトもユン

グも転移が起こらない，あるいは非常に穏やかに進行

する場合があることについても言及している。心理療

法では様々なレベルで転移が起こる可能性があるため，

多様なクライアントにかかわっていくうえで，様々な

転移や逆転移を経験することになるが，それについて

の一定の理論的な理解を持つことはセラピストにとっ

て必要である。 
また、スキーマについても多様なクライエントのス

キーマの有り様はクライエントに応じて多様な有り様

を呈するであろう。再養育的に関わるのであればどの

ような養育者としてセラピストがクライエントに立ち

現れるのかについて十分自覚しておく必要があるであ

ろう。 
心理療法では，そのよって立つ理論によってクライ

エントの心の有り様の理解が異なるしそのような理解

に基づいてクライエントの変容を目指して面接で関わ

っていくことになる。クライエントへの関わり方もク

ライエントにどのような変容を求めて行くのかも理論

によって異なる。しかし心理療法においては，セラピ

ストという他者が関わることによりクライアントに変

容が起こり，それによりクライエントがより適応的に
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あるいはより個性的に生きていくことを目論むという

点で共通している。どのような機序によりどのような

変容が起こるかということについての仮説を持つこと

が心理療法実践において必要なことである。そこに於

いてセラピストがどのような様相を呈してクライエン

トに立ち現れるのか，そのようなセラピストの体験は

クライエントにとってどのような影響を与えどのよう

にクライエントの変容を促すのか，といったことにつ

いて心理療法家は自覚的に捉えておく必要がある。 
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Research on food and agriculture education 

 in integrated study time and home economics 
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Abstract 
A food and agriculture education program was developed through the cooperation of integrated  study 

time and home economics. In the cultivation of tomatoes by this program, high sugar content tomatoes could 
be cultivated by measuring pH, adjusting the water content, and giving saline solution. This cultivation 
method was an effective teaching material for inquiry learning in the time of comprehensive learning. 
 
 
１ はじめに 

 
 本研究は、家庭科教育と総合的な学習の時間とを連

携して学校教育において、農作物の魅力を児童に理解

させ、それらを生産する楽しさや大切さを学習し、そ

れの食育を通して生命の重要性や環境教育に発展させ

る食農教育プログラムを開発することが重要であると

考える。 
 
２ 研究方法 

 

 (1)教育学視点 

 

 食農教育プログラム開発では、教育学的な視点とし

て、構成主義学習指導として農作物生産の魅力を児童

に理解させること、及び児童の発達段階に即した効果

的な教育方法の開発が必要である。 

  学校教育での農作物を重視した学習指導法を構築

することにより、学校教育における農作物生産の学習

を理解しやすくし、更に、地球環境問題について実践

的に考えることができる有効性の高い食農教育プロ

グラムの開発が求められている。 

  本食農教育プログラムの開発は、家庭科1)と総合的な

学習の時間2）の連携によるものである。学校教育での

教育課程における実証的実践は、総合的な学習の時間

の探求学習と家庭科の食生活の単元により実施した。

開発の留意点は、農作物の特徴を踏まえ、作物の基礎

的・基本的な知識や作物の栽培・技能の定着を図るよ

うにした。これらを活用する学習活動は、体験的な学

習に配慮しつつ、教科等の枠を超えた横断的・総合的

な学習とし、探究的な学習となるように設定した。こ

の学習指導方法は、児童の思考力・判断力・表現力等

を育むとともに、教科における基礎的・基本的な知識・

技能の学習にも資するなど家庭科と一体となって児童

の学力を伸長できるように開発した１）～２）。 

 本研究は学術的には、構成主義的立場に立つ認知・

理解・構成過程の研究による教授・学習の方法的原理

の研究に基礎をおく授業過程を基礎に構築した3)～５)。

その潮流の中において、認知心理学のスキーマ理論等

を総合的な学習の時間と家庭科へ適応し、その教育効

果の可能性を検証した。 

  また、その探究的な学習指導方法は、学校教育にお

いて児童に魅力ある教材となり、それにより理解しや

すい実践的な授業を創造することができた。さらに、

学習意欲の向上に関しては、認知心理学の期待理論を

適用して意欲の向上を図るものとした。この理念を基

に、新たな食農教育プログラムを開発したものである。 

 本食農教育プログラム開発の教育学観点は、児童の

日常生活に根ざした体験や日常知を活用することに
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より、学習意欲の向上を図り, 学習に積極的に興味を

もち､活き活きと活動できる学習指導方法として開発

した。 

  また、農作物生産の魅力を児童に理解させるために

は、児童の発達段階に即した効果的な教育方法の観点

から、学校教育での農作物を重視した特色ある学習指

導方法を構築することである。 

  さらに､学習目標分析､ 学習意欲の向上､ 認識過程

に基づく達成プロセスの形成などが重要であるが､そ

れらを統一的に取り上げることができる学習指導モ

デルを構築した。  

 

 (2) 食農・生命環境学視点 

 

 児童の既有知識に基づいて、おいしく食べられるト

マト、イチゴ、メロン等の栽培を行い、農学に対する

魅力を学習指導した。 

 そこで、おいしいトマトを栽培するには、どのよう

にすればよいかとの課題を設定した。そしてその糖度

を高めるためには、どのように工夫して栽培すればよ

いかを仮説実験授業として設定し、仮説を立案して考

えさせる学習方法を導入した。そして児童の学習意欲

が高められるように、その栽培方法を工夫できるよう

に学習指導を行った。一般のトマトを栽培して、その

糖度を測定し、農作物生産の魅力を指導した。 

 

 

図１ トマトの生育についてのICT教材の画面例 

 

  野菜の糖度は、施肥（窒素）、土壌水分、地温、土

壌の種類に影響される。 

  高糖度トマト生産では、基本的には、トマトに水分

ストレスを与え体内水分を低下させ、糖度を上げる手

法が用いられる。低水分状態などで、外部養液の浸透

圧を高めると、植物体内のデンプンが分解され、糖や

ビタミンCの含有量が増加する６）～1０)。 

 水分吸収の低下により、果実肥大が抑制される一方

で、光合成産物の転流は、持続している状態において

糖度が上昇すると考えられる１１）～1３)。 

水分ストレスの指標には、以下の事項が考えられる。 

(1) 植物体のしおれ度合いの観察 

(2) 土壌水分の測定値（pH値）  

(3) 積算日射量 

(4) 光合成有効光電子束密度積算値 

 そこで、本研究では、(2)土壌水分の測定を採用して、

水分ストレスを調査した。 

栽培における土壌の乾燥状態については、ｐH値に基づ

く管理が多い。これは、トマト品種や栽培時期により

適切な値を確認して管理することが肝要であるためで

あり、本研究においては、トマトに水分ストレスをか

け、テンシオメーターを使用して、土壌ｐH値を測定し

た。ｐH値が2.4に達した時点で水分補給を行うことと

し、０.１％の食塩水を与えた。 

 食育の観点では、児童の視点から発案した美味しい

料理やスイーツの開発を行い、豊かな安心安全の食文

化と食育を学習指導した。それらの栄養素や健康、生

命の大切さを体系的に学習出来る食農教育とし、その

魅力を学習指導して、児童が興味をもち意欲的に学習

でき理解しやすい構成主義学習指導モデルを構築した。 

 更に、CO２の削減や地球環境問題についても発展的に

学習出来るように設定した。作物の日々の成長を観察

する楽しさ、地球環境保全や生命を大切にする気持ち

を育成し、また、農作物生産の苦労を体験させた。栄

養素等に関するICT教材は、小学校家庭科だけではなく、

中・高等学校で使用できる学習内容とした。図２に示

すICT教材では、食品栄養素に関して、小学校家庭科だ

けでなく、中・高等学校でも使用できる内容とした。 

 

 

図２ トマトの栄養素についての ICT教材の画面例 
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３ 結果 

 

 一連の栽培方法によりトマトの糖度を測定した。結

果、表１に示したように昨年度は、高い糖度を測定で

きたが、本年度は、さらにより高い糖度を測定するこ

とができた。 

 本プログラムによるトマトの栽培で、ｐHを測定して

水分調整を行い、また食塩水を与えることにより、高

糖度トマトを栽培できた。 

 

表１ 昨年度と本年度の糖度測定の結果 
 昨年度 本年度 

日時 糖度 糖度 
8 月 17 日 9.0 11.2 
8 月 18 日 9.3 11.0 
8 月 21 日 9.2 11.8 
8 月 24 日 10.1 12.0 
8 月 26 日 9.8 12.9 
8 月 29 日 9.9 12.1 
9 月 1 日 10.2 12.2 
9 月 4 日 10.3 12.2 

 

表１に昨年度と本年度の糖度を示した。昨年度は、目 

視による土壌の渇きを、作物のしおれ度合観察により 

 

 

図３ 水分ストレス状態による栽培の様子 

 

確認したが、本年度は、テンシオメータにより、土壌

乾燥土を測定した。 

 

４ おわりに 

 

 科学的な栽培方法により、高糖度で、コクのある 

おいしいトマトを栽培することができた。本栽培方法

は、総合的な学習の時間での探求学習として有効な教

材となり、本食農教育プログラムの有効性を検証する

ことが出来た。今後、養液栽培等により、更に高糖度

なトマトを栽培する予定である。 

 また、トマト、イチゴ、メロンの他に、児童に興味

関心の高い野菜果物栽培を行う予定である。 

 農学栽培に関しては、京都府立大学生命環境学部附

属農場と共同研究を実施し、ICT 教材は、京都府綾部

市教育委員会清水雅登先生に制作頂き、暑く御礼申し

上げます。 
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高齢者向け住まい等とケアマネジメントの課題 
―新たなケアプラン点検と検証の導入に向けて― 

 
大久保 功 

 
Housing for elderly and issues of Care Management 

-Toward the introduction of new Care Plan inspection and verification- 
 

Isao OHKUBO 
 
はじめに 

令和 3 年度は介護報酬改定の年に該当する。このこ

とに伴い介護保険制度の運用における新たなケアプラ

ン検証の方法が導入された。対象事業となる高齢者向

け住まい等の運営者、当該住宅の生活者、ケアプラン

の作成を担う介護支援専門員（以下、ケアマネジャー

とする）などからは、サービスの利用制限や見直しを

迫られるのではないかとの不安や困惑が生じている。 
これまでもケアプランの点検、検証は行われている

が、今回の内容では特定施設入居者生活介護の指定を

受けずに介護保険制度の居宅サービスを外部から取り

入れる形態の、住宅型有料老人ホームやサービス付き

高齢者向け住宅（以下、高齢者向け住まい等とする）

と併設する介護保険サービス事業所との関係性、適切

な住まいの提供と契約、本人のサービスニーズと居宅

サービス利用における整合性の確認などが示されてい

る。本研究では、国や市町村の指摘と点検の関係性、

検証の対象となる事業者の現状と課題、行政と事業者、

専門職との連携のあり方などを論点とする。 
 

１.研究の目的と背景 

厚生労働省は今回の介護報酬改定に伴い、「指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令」を発し、令和 3 年 10 月よ

り、新たなケアプランの検証制度を導入した。本件で

は「令和 3 年度介護報酬改定に関する審議報告」（令

和 2 年 12 月 23 日）において「より利用者の意向や状

態像に合った訪問介護の提供につなげることのできる

ケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率

的で訪問介護のサービス利用制限にはつながらない仕

組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度額

の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの

大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支

援事業者を事業所の単位で抽出するなどの点検・検証

の仕組みを導入する」と取り決めている。また同報告

では、高齢者向け住まい等における適正なサービス確

保として「同一の高齢者向け住宅等に居住する者のケ

アプランについて、区分支給限度額の利用割合が高い

者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該

ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単

位で抽出するなどの点検・検証を行うとともにサービ

ス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者

のケアプランの確認を行うなどを通じて、介護保険サ

ービスが入居者の自立支援等につながっているかの観

点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による

更なる指導の徹底を図る」とされている。 
国の通知文書の判断では、利用者や関係者などから

サービス利用の制限や監視強化との誤解を受けやすく、

疑念が圧力となり、行政と事業者や専門職との関係性

の維持に影響することが懸念される。その点を背景に

本研究ではケアプラン検証の意図を探り、高齢者向け

住まい等と居宅サービスのあり方を、利用者、住宅運

営者、ケアマネジャーの視点により考察する。 
 
２．研究方法と倫理的配慮 

本研究は国、市町村、公的機関の発信文書ならびに

民間調査機関が提供する情報や分析の内容を整理し、

対象となる人や事業が抱える現状と、今後に予測され

る課題を考察するものである。論述においては具体的

な個人名、施設名称、事業所名などには一切触れない

ものであり、個別事例の特定につながる可能性のある

情報は使用しないものとする。 
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３．令和 3年度介護保険報酬の改定とケアプラン

点検の関連性 

令和 3 年度の介護報酬改定率は、0.70％のプラス改

定となっている。この 0.70％には同年 4 月から 9 月ま

での時限措置として、新型コロナウイルス感染症に対

応するための特例的な評価の、0.05％（時限措置とし

て基本報酬に 0.1％上乗せる）が含まれる。今回の改

定は、災害対応や、「団塊の世代」のすべての人が 75
歳以上となる令和 7 年を見据えることを考慮しており、

改定事項の概要は図１に示す通りである。 
 ケアプラン点検については、制度の安定性・持続可

能性の確保の観点から事業評価の適正化・重点化を図

る策として、サービス付き高齢者向け住宅等に関する

指導強化が示されている。その具体策として、適正な

サービスを確保する観点により、事業所指定の際の条

件付け、家賃・ケアプランの確認などを通じて自治体

の指導強化の徹底を目指している。 
 
図１ 令和 3 年度介護報酬改定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他、介護保険施設におけるリスクマネジメント強化、

高齢者虐待防止の推進、基本報酬および食費の基準費用額

の見直しなどを含む。 

出典：厚生労働省資料『令和 3 年度介護報酬改定の主な事項につい

て』（令和 3 年 1 月 18 日）をもとに筆者作成 

ケアプラン点検は居宅介護支援事業運営基準の改正

項目にも反映されており、居宅介護支援事業所単位の

ケアプラン検証と高齢者向け住まい等のケアプラン点

検が柱となっている。表１は双方のポイントを示す。 
 

表１ ケアプラン点検のポイント 
 居宅介護支援事業所単位

のケアプラン検証 

高齢者向け住まい等のケ

アプラン点検 

法令根拠 指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関す

る基準 

自治体による指導徹底の

通知（介護保険適正化事業

の一環） 

抽出対象

の居宅介

護支援事

業所要件 

区分支給限度基準額の利

用割合が 7 割以上であ

り、かつその利用サービ

スの 6 割以上が「訪問介

護サービス」を占める 

市町村ごとに設定し、要件

設定項目は区分支給限度

基準額の利用割合と利用

サービスの種類とその割

合で、区分支給限度額管理

対象のサービスはすべて

選択可能だが組み合わせ

は２つまでとされる 

検証・点検

対象のケ

アプラン

の指定 

要件に該当するケアプラ

ンのうち、市町村が介護

度別に 1 件ずつ以上を指

定し提出を依頼する 

要件に該当するケアプラ

ンのうち、提出すべきケア

プランを市町村が指定し

提出を依頼する 

ケアプラ

ン点検・検

証の方法 

地域ケア会議、行政職員

やリハビリテーション専

門職が参加する形で行う

会議等で検証 

市町村におけるケアプラ

ン点検もしくは地域ケア

会議での検証も可能とさ

れる 

出典：厚生労働省老健局発介護保険最新情報 Vol.1009『居宅介護支

援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について（周知）』（令和

3 年 9 月 22 日）をもとに筆者作成 

 
４．訪問介護とケアプラン検証に至る背景 

厚生労働省が示す見解によるとケアプラン点検は、

ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ

「自立支援」に資する適切なケアプランとなっている

かを、保険者がケアマネジャーとともに検証確認をし

ながら、利用者ニーズの「気づき」を促すとともに「自

立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、

その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援するもの

とされる。さらにケアプラン点検を保険者とケアマネ

ジャーが協働で行うことにより、ケアマネジャーだけ

でなく、保険者にも「気づき」が促され、地域包括ケ

アシステム構築の一助となるよう期待される。つまり

令和 3年度介護報酬の改定（改定率：＋0.70％） 

介護人材の確保・介護現場の革新 

処遇、現場環境改善・テクノロジー活用 

感染症や災害への対応力強化 

災害時の安定的、継続的なサービス提供 

地域包括ケアシステムの推進 

医療、介護の連携推進・看取り対応の充実 

自立支援・重度化防止の取組の推進 

機能訓練、口腔、栄養の取組と連携、強化 

制度の安定性・持続可能性の確保 

評価の適正化、重点化・報酬体系の簡素化 
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「本人のニーズ」と「自立支援」に資するケアプラン

の作成のために、第三者がケアプランを確認してケア

マネジャー個人の視点を補い、ケアマネジメントの適

切な運用を支援する必要性を示唆したといえる。 
 一方で前回、平成 30 年度の介護保険報酬改定の際

に定められた規定にも今回の検証導入に至る背景要因

が見られる。その改定時には、生活援助中心型の訪問

回数が多いケアプランを保険者へ提出すること、自立

支援のための見守り援助の明確化、平時におけるケア

マネジャーと主治医の情報連携の義務化などが位置付

けられている。 
 当時のねらいでは、生活援助中心型の訪問介護につ

いて、ケアマネジャーが自立支援に資するケアプラン

の構築を検討し、モニタリングにより自立度を見極め、

サービス利用を少なくすることが望まれた。しかし実

際には「自立支援のための見守り」の視点から、身体

機能低下や転倒事故回避などへの着眼点を評価した

「身体介護の範疇の見守り」を関連付けるケアプラン

へと転換され、生活援助を身体介護に切り替える状況

もあったことが指摘されている。以上のことから今回

の改定では、訪問介護の利用割合が高いケアプランに

対する再点検を試みようとしているともいえる。 
 
５．高齢者向け住まい等への指摘 

厚生労働省は令和 3 年度の介護保険報酬改定に向け

た同年 3 月に「高齢者向け住まい等における適正なサ

ービス提供確保のための更なる指導の徹底について」

という文書を都道府県および指定都市、中核市の福祉

担当部局長宛に通知した。その内容によると、介護保

険サービス事業所が併設される高齢者向け住まい等に

おいて、家賃を不当に下げて入居者を集め、その収入

の不足分を補填するために、入居者のニーズを超えた

過剰な介護保険サービスを提供している場合があると

の指摘が示されている。その背景には不適切なケアプ

ランが存在しているとのことである。家賃収入の不足

補填だけでなく、住宅専従の介護職だけでは対応しき

れない生活援助や介護提供を、ケアマネジャーの関与

により訪問介護サービスを手厚くする形で補う仕組み

が常態化しているとされる。このような背景から厚生

労働省は都道府県等に対し、福祉部局と住宅部局との

連携において、高齢者向け住まい等の入居契約内容、

家賃設定、契約時の説明責任の所在などを確認し、不

適切施設の情報提供を求めている。同時に市町村は、

介護給付費適正化（ケアプラン点検）担当部署におい

て都道府県からの情報に基づき、高齢者向け住まい等

において介護保険サービスを利用する人のケアプラン

に対し「ニーズを超えた過剰なサービス」を位置づけ

るケアプランの点検、検証を開始している。 
 

６．高齢者向け住まい等の課題 

民間情報機関のデータによると、サービス付き高齢

者向け住宅は令和 3 年 8 月末現在、全国で 7,941 棟、

269,466 戸が登録されている。そのうち 1 つ以上の高

齢者支援施設が併設または隣接している住宅は

75.8％とのことである。表２はデータをもとに介護保

険サービス、診療所、病院の併設状況を表している。 
 

表２ サービス付き高齢者向け住宅における介護保険

事業所の設置状況 
通所介護事業所（デイサービス） 42.2％ 

訪問介護事業所（ホームヘルパー事業所） 41.2％ 

居宅介護支援事業所（ケアプラン作成事業所） 23.2％ 

訪問看護事業所（訪問看護ステーション） 9.4％ 

小規模多機能型居宅介護事業所 8.1％ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 4.4％ 

診療所 4.3％ 

短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 3.7％ 

通所リハビリテーション（デイケア） 2.5％ 

病院 1.2％ 

認知症対応型通所介護事業所（認知症デイ） 1.0％ 

0.0% 50.0%

認知症デイ

病院

デイケア

ショートステイ

診療所

定期巡回・随時介護看護

小規模多機能型居宅介護

訪問看護ステーション

ケアプラン作成事業所

ホームヘルパー事業所

デイサービス

 
出典：一般社団法人高齢者住宅協会『サービス付き高齢者向け住宅
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の現状と分析（令和 3 年 8 月末現在）』をもとに筆者作成 

サービス付き高齢者向け住宅において、訪問介護、

通所介護が約 4 割の施設で併設が見られ、ケアプラン

の作成を担う居宅介護支援事業所との連携も含めて考

えると、厚生労働省がいわゆる「サービスの囲い込み

ではないか」と考える根拠にもつながるといえる。 
通所介護事業所の併設が一番多い結果であるが、こ

れは一般的な業態である同一建物内での複合ケアの設

定であり、主に建物の上層階に住居を配置し、１階も

しくは２階部分を通所介護事業所として運営すること

で、近隣居宅の要介護者の通所も想定している。都市

部などの土地確保が困難な地域においては効率的な運

営方法であり、多くの同様形態が存在するが、入居契

約の段階で通所利用を推奨される場合があり、例えば

「入浴をしたい」というだけのニーズであっても「通

所介護の利用と併せて入浴する」という方向のケアプ

ランを提案される可能性がある。 
また、設置設備に幅がある住宅型有料老人ホームに

おいては、介護浴室の設備や専従介護職のサービス提

供範囲が施設により異なり、入浴等の身体介護に関し

ては、設備的にも人員的にも厳しいとされる施設も存

在する。その結果、身体介護や入浴提供に関しては「介

護保険サービスありき」で想定されることもある。 
 高齢者向け住まい等の訪問介護利用については、併

設の事業所からのサービス供給量が高い場合、報酬が

減算されるとの認識から、ケアプランの作成は慎重に

行われていると見られる。しかし、現実的には通所介

護と同様に、介護保険サービスの利用を前提とした生

活プランの設計が根底にあり、高齢者向け住まい等の

運営者、利用者、そしてケアマネジャーにも同様にイ

メージされている場合がある。各制度の仕組みを個別

に考えると、高齢者向け住まい等は、住居提供とその

賃貸契約に関与するものである。従って住居で介護保

険サービスを利用するか否かの判断は入居者個人に委

ねられ、利用する場合は個別に居宅介護支援事業所と

契約し、担当するケアマネジャーが一連の利用支援（ケ

アマネジメント）を担うものである。住宅入居契約と

介護保険制度の利用は別建てのものであるが、一般的

には両者の一体感が強く印象付き、利用者や家族にも

同様に受け止められることも想定される。 
 要介護者の住まいと生活において、入居者、施設運

営者、ケアマネジャーはそれぞれにケアの考えを示し、

相互に確認が図られるものとされる。この点で筆者が

着目したいのは「サービス担当者会議」における協議

内容とケアプランの共通理解への確認である。当該の

会議には、全ての関係者と当事者および家族の参加も

前提となるため、ケアプラン様式に位置づけられる「サ

ービス担当者会議の要点」を確認することも有効なケ

アプラン点検の手段ではないかと考えるものである。 
 

７．共通した 3つの困難 

 高齢者向け住まい等の利用者には共通した 3 つの困

難が存在するといえる。それは「住まい」と「お金」

と「介護」に対するものである。要介護者の中には、

安定した資金運用で自分の好む形態の介護付き住宅等

を選ぶことができる人もいる。一方で、低所得であり、

高齢や障害を持つという理由で一般住宅に住むことが

できない要介護者にとっては定住できる環境の選択肢

は限られてくるものである。 
 高齢者向け住まい等では 3 つの困難の解消ために、

住宅運営者、介護保険外の住宅専従職員、そしてケア

マネジャーと介護保険サービスに該当する訪問介護員

などが協働して取り組んでいる。図２は高齢者向け住

まい等での困難に対する連携支援の関連を示したもの

である。各職域の専門職が専門性を駆使し、当事者の

ニーズと向き合い、限られた社会資源と低資金の中で

支援策を考案していく協働実践は、介護支援と住宅問

題に取り組む人々の多彩な経験値から、最良の支援策

を生み出そうとしている努力の姿とも評価できる。 
 
図２ 高齢者向け住まい等の困難と支援体制の関連 
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８．社会問題および社会資源としての捉え方 

解決が難しい複合困難の状況が明らかとなったが、

それぞれが個別の案件ではなく、複合して複雑になっ

た新たな形態の社会問題として捉えられているかとい

う点では不十分なことも見られる。住宅確保が困難で

介護が必要な低所得者の支援に対し、福祉事務所や相

談機関は迅速な対応を迫られる。しかし社会資源とし

ての居住施設は限られており、特に低家賃で入居でき

る条件には限界がある。その結果、住居、資金、介護

の課題を区別し、法的根拠の異なる個別の支援を組み

合わせて活用しているのが現状である。 
現実の課題を当事者自身が受け止め、異なる専門職

が各々の専門性を活用する「多職種連携」の考え方が

福祉実践において推奨されているが、高齢者向け住ま

い等とそれに付随する介護保険制度の活用による支援

体制もその一例ではないかと見られる。 
この支援方法は全国的に広く見られる形態であるが、

事業者のサービス誘導や過剰提供に対する疑念もあり、

その結果、高齢者向け住まい等における賃貸契約のあ

り方、介護保険サービスにおけるニーズと自立支援の

整合性、ケアプラン作成におけるケアマネジメントの

専門性とケアマネジャーの職務に対する公正さなどが

見直されることとなった。 
 

９．考察 

高齢者向け住まい等の一部が低所得者の入居を積極

的に受け入れ、低家賃の水準を維持している。そこに

ケアマネジャーが職業倫理を遵守したケアプランを作

成することにより、介護保険サービスの適切な運用実

態を客観的に証明できれば、疑念や不信感は持たれず、

複合困難を補う一手段として認められることになる。 
しかし、実践を支える関係者の中に不適切な思考が

働き、支援の適切さに疑問が生じると、監督管理の立

場にある国や保険者は必ず監視の機能を強化する。こ

れは、監督省庁などがというよりも、介護保険制度を

支える国民からの視点ともいえる。介護保険制度とそ

の関連事業の運営は、常に公正であることが必要であ

る。現実の困難課題に取り組むことは容易ではないが、

改善に向けた支援のための専門性を最大限に発揮させ

ることが福祉実践者の社会的責任であり、自立支援の

推進、国や国民全体の承認にもつながる。支援の公正

さ、適正さを具体的に証明するための手段として考え

られるのが、サービス担当者会議の有効活用である。 
白澤（2019）は公正中立なケアマネジメントの確立

を論じる中で「アセスメントに基づく利用者のニーズ

を中心に据えて調整していくことが、連携の基本であ

る。その意味では、利用者・家族とサービス事業所が

一堂に会し、ケアプランの最終決定をするサービス担

当者会議のもつ意義は極めて大きい」と著している。 
高齢者向け住まい等に関わるサービス担当者会議に

おいても例外ではなく、全ての関係者の参加を義務付

け、居宅サービス提供者、住宅運営者、住宅専従の介

護職員はもとより、生活保護受給者の場合は、担当す

るケースワーカーの参加についてケアマネジャーから

働きかけることも必要である。そこで参加者各々が対

象者の自立支援に関する「気づき」を述べ、担当者ご

とに「支援できること」が明確に位置付けられた適切

なケアプランを作成することが求められる。また支援

経過の記録開示、モニタリングの強化と再評価、見直

しプラン構築の検討、会議による合意と利用者への説

明責任を果たすことが客観的な実践の証明となり、国

や市町村との関係づくりの基盤となる。 
 成田（2018）は「家族がそれぞれ抱える課題が家庭

内で相互に作用しあい、複合化・複雑化することで、

家族のちからだけでは解決できなくなった課題」を「複

合課題」と定義づけている。低所得、要介護、住居問

題など、同時に複数の課題を抱える対象者においては

「複合困難者」として位置づけ、別枠の社会問題とし

て検討し、独自の救済策や社会資源の開発も必要と考

える。新たな社会資源の創造には相応の時間、調査、

検討も必要である。そこで、既存の制度を横断的に活

用し、有効な支援策を講じていくことも一考である。 
 今回導入されるケアプラン点検は、区分支給限度基

準額の利用割合、訪問介護サービスの比重、利用サー

ビスの種類と割合、そして住まいの家賃といった量的、

数的な点検検証が印象付けられる。しかし、国は量的

な部分に着目しながらも、より利用者の意向や状態像

にあったサービス提供につなげることを考慮し検討し

ていくための「質的な検証」であることも示している。 
 ケアマネジャーにおいてはその点を改めて理解し、

質の高いケアプラン作成と安定継続的なケアマネジメ

ントの構築に取り組むことが必要である。また、高齢

者向け住まい等の運営者も、ケアマネジメントを構成

する多職種連携（チームアプローチ）の一員としての

意識を高め、介護保険制度の正しい理解と適正運用を
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前提とした、快適で安心できる住まいの提供を続けて

いくことが望まれる。新たなケアプラン検証には、そ

れぞれの法律や規定などがいかに守られているかを点

検することも大切であるが、状況に即した対応に向け、

ケアプランをどのように有効活用しているかという点

を評価することも必要である。今後、国が考える地域

包括支援体制の構築においても「縦割りの発想」から

「つながりの発想」へと転換することを期待する。 
 

おわりに 

 本研究では高齢者向け住まい等が抱える問題、ケア

プラン検証の意義と目的を明らかにしながら、住宅型

施設の運営者およびケアマネジャーの取り組み姿勢、

生活状態に応じたケアマネジメントのあり方について

も一考した。国は介護報酬が改定されるごとにこれま

での実態検証と新たな条件提示をしているが、制度の

運用方法や報酬額が変わっても、実践者の高水準な専

門性と公正な職務姿勢は普遍なものであり、福祉支援

を業とする者として維持されていくものと考察する。 
介護保険サービスを受ける場所が一般の居宅であっ

ても、高齢者向け住まい等である場合でも、利用者の

ニーズを正しく把握し、自立支援に向けた適切な活用

を前提としたケアプランが作成されることには変わり

ないものである。サービス利用の経緯とサービス担当

者会議による合意の結果が、一連のケアマネジメント

の展開の中で客観的に証明できれば、国や市町村の点

検や検証にも十分に対応できるものであり、そこに不

備があれば指導受けて修正することも可能である。介

護事業者とケアマネジャー、国や保険者との関係性が

良好に保たれ、信頼関係が構築できれば、監督者と専

門職の関係性を越えて、双方が共通の実践者としての

視点で課題を捉え、問題解決に向けての協働体制や連

携が構築され、利用者や家族への安心にもつながるこ

とが期待できる。今後の研究テーマとして、高齢者向

け住まい等の運営とケアマネジャーの関与、ケアプラ

ンの質的検証のあり方、ケアマネジメントの構築にお

けるサービス担当者会議の実践などを追究したい。 
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Consideration on adult guardianship system and decision support 
 

Hidemasa WATANABE 
 
はじめに 

 2000 年（平成 12 年）4 月 1 日に「民法」の改正に

伴い、成年後見制度が施行され、21 年経過している。

成年後見制度の基本的理念は、①自己決定の尊重、②

残存能力（現有能力）の活用、③ノーマライゼーショ

ンの三つである。 
そして、2016 年（平成 28 年）に「成年後見制度の

利用の促進に関する法律（以下、「成年後見制度利用促

進法」と呼ぶ）が制定さた。基本理念として、①後見

制度の理念の尊重（ノーマライゼーション、自己決定

権の尊重、身上の保護の重視）、②地域の需要に対応し

た成年後見制度の利用の促進、③成年後見制度の利 
用に関する体制の整備の３つが挙げられた。 
 成年後見制度がスタートした理由は以下のとおりで

ある。 
一つ目は、超高齢社会に突入したことである。内閣

府の令和 3 年版高齢社会白書によると、日本の総人口

は、令和 2 年 10 月 1 日現在、1 億 2,571 万人であり、

その中の 65 歳以上人口は、3,619 万人で、総人口に占

める割合（高齢化率）は 28.8％である。 
総務省統計局によると、平成 12 年 9 月 15 日現在に

おける我が国の 65歳以上人口（推計）は 2190万人で，

総人口の 17.3％であり、現在は 10%以上増えている。 
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関

する研究」（平成 26 年度九州大学 二宮教授）による

と、2021 年は 462 万人(65 歳以上の 15%)、2025 年は

約 700 万人(65 歳以上の約 20%)で、認知症高齢者数も

増加しており、身上監護ならびに財産管理に対する支

援の必要性が高まっている。 
  二つ目は、国際的に「ノーマライゼーション」の理

念が普及したことである。日本においては、国連総会

が 1981 年に宣言した「国際障害者年」をきっかけに

ノーマライゼーションの考え方が普及した。①ノーマ

ライゼーション、②本人の残存能力の活用、③自己決

定の尊重の理念のもと、高齢者・障害者福祉の見直し

が図られた。例えば、障害者福祉の面では、支援費制

度、障害者自立支援法、障害者総合支援法、障害者差

別解消法など、障害者の主体性が尊重されるノーマラ

イゼーションの推進が行われている。 
 三つ目は、社会福祉基礎構造改革による「措置」か

ら「契約」へ福祉サービスの提供方法が大きく変化し

たことである。従来は、市町村等行政が「措置」で福

祉サービスの内容を決めていたが、サービスの提供者

と利用者が結ぶ「契約」になった。本人がサービスを

選ぶことになったことにより、判断能力が不十分な方

が福祉サービスを利用するために契約を結ぶ際、それ

を支援するシステムが必要となった。 
 四つ目は、国際的な成年後見制度整備である。1992
年 1 月に、ドイツ成年者世話法が施行された。同法は、

1998年 6月と 2005年 7月の 2度改正が行われている。

ドイツにおいて世話人利用者が 120万人と多い理由の

一つに、世話人報酬は公費負担制度であることが考え

られる。イギリスは 2005 年に意思決定能力法で、「能

力を欠くと確定されない限り、人は能力を有すると推

定されなければならない」「人は意思決定ができないと

みなさない」等が規定されている。フランスでは 2007
年に成年後見法の大改正が行われ、本人の「身上保護」

が成年後見制度の基本的な原則として加わっている。 
 わが国は 2014 年 1 月に障害者権利条約を批准し、

その後、同条約は、意思決定を代行する法定代理制度

から本人の意思決定を支援する制度への構造の変革を

求められた。ことから現行制度とこの条約との適合性

が問題となった。また、成年後見制度は、新たに補助

類型を設け、判断能力が軽度のうちから利用できるよ

うにし、さらに任意後見制度により、利用者の自己決

定権を最大限尊重しているが、実際には、後見類型が

全体の大多数を占め、後見類型以外の利用件数は少な

い。後見類型は、本人を保護する機能が強く、本人の
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行為能力を制限し、本人の意思を反映させることが非

常に難しい。補助や任意後見は、本人の行為能力の制

限が最小限で、本人の意思を最大限尊重することがで

きる。近年では、後見類型偏重傾向の是正と補助と任

意後見の利用推進を促す動きが進められている。 
 このような状況の中、2016 年 4 月、成年後見制度

利用促進法が施行された。成年後見制度の目的を本人

の 
「保護・代行」から「意思決定支援」を基本とするこ

とに変えようととするものである。そして、最高裁判

所、厚生労働省及び専門職団体（日本弁護士連合会、

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート及

び公益社団法人日本社会福祉士会）をメンバーとする

ワーキンググループが立ち上げられ、指針の策定に向

けた検討を進め、2020（令和 2）年 10 月 30 日に指針

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」

が完成し、発表された。後見人等を含め、「意思決定の

中心に本人を置く」という本人中心主義を実現するた

めには、意思決定支援についての共通理解が必要であ

る。 
 本論では、文献やガイドラインを参考にしつつ、成

年後見制度における「意思決定支援」とは何かを明確

にし、意思決定支援の在り方をまとめ、私たちが意思

決定支援をするときにどのように行っていくことが望

ましいのかを明らかにしていく。 
 
先行研究 

 山口理恵子『成年後見制度における意思決定支援の

理念を基盤にしたガイドラインの検討－イギリス 
2005 意思決定能力法と社会福祉士後見人による実践

事例を中心に』をみていく。本論文の目的は成年後見

制度における本人の意思尊重と本人の保護の対立に対

しソーシャルワークの視点から双方を両立させる支援

方法を見いだすことで、本人の意思と本人の保護が対

立する場面における本人の最善の利益は誰がどのよう

に判断をするのか、社会福祉士によるソーシャルワー

クの視点から解決を目指している。イギリスにおける 
成年後見制度の根幹をなす基本法（2005 年意思決定 
能力法(以下、「2005 年法」)及び 2005 年意思決定能力

法行動指針）では、原則の最も重要な点は、自己決定

支援段階と代行決定支援段階の峻別であり、あくまで

本人の意思決定が原則であり代行決定は例外としてお

り、2005 年法は、本人を中心においたソーシャルワー

クにおけるエンパワメントの理念に基づく意思決定支

援であるとしている。そして、ガイドラインの作成に 
あたり、2005 年法 4 条の 7 項目に対しソーシャルワ

ークの視点から検討を行っている。結果、「ガイドライ 
ンに沿った支援を行うことは、意思決定過程に一定の 
アセスメントツールをとりこむことで専門職による支 
援の質を担保しながらも、そのプロセスを効率化する 
ものであり、運用における手続保障という性格をもつ。   
また意思決定における本人不在を回避するだけでな

く、本人の潜在的なニーズを意識に上らせる働きかけ

という面も備えており、本人と後見人等との相互作用

から新たな本人意思を形成することによって意思尊重

と保護の対立の克服を目指すエンパワメント実践であ

ると言える」（山口, 2015, p.122）としている。 
 木口恵美子『意思決定支援をめぐる国内の論議の動

向』は、で障害者の権利に関する条約（以下、「権利条

約」という。）が採択された後、2014 年 1 月に批准し、

同年２月に同条約が国内で発効したが、権利条約第 12
条（注 1）に関しては、様々な立場から多様な議論がなさ

れておりまとまっておらず、本稿で議論の整理を試み

て、国内の意思決定支援の議論を成年後見制度および

障害者施策に分けて整理を行っている。 
 権利条約第 12 条は、障害者の尊厳を低める代理人

による決定の制度の廃止と、法的能力の行使のための

支援を求めているが、国連障害者権利委員会から「一

般的意見第１号」が出された。一般意見は「実際のと

ころ、人権に基づく障害モデルが、代理人による意思

決定のパラダイムから、支援付き意思決定に基づくパ

ラダイムへの移行を意味するということは、これまで

一般に理解されてこなかった。この一般意見の目的は、

第 12 条のさまざまな構成要素に由来する一般的義務

を検討することである。」とのべており、意思決定支援

への移行が示されていることを紹介している。 
 また、成年後見制度の代替としての意思決定支援と

して、現行の成年後見制度の枠組みの中に意思決定支

援や本人中心という視点を取り入れることで、その運

用を改善しようとするものと、自己決定権の実質的保

障として意思決定支援を目指す二つに分かれていると

している。最後に『「支援付き意思決定支援制度」に向

かうそのプロセスこそが重要であり、プロセスを通し

て社会に働きかけることが、意思決定の支援につなが

る』『「支援付き意思決定」の主体者とその支援者によ

る協働が求められ、強い少数意見ではなく、弱い少数
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意見の尊重が民主主義形成には必要であろう』（木口, 
2017, p.12）と述べている。 
 飯村 史恵『成年後見制度から意思決定支援へ－自律

か保護かの対立を超えて』をみる。本研究は、選任さ

れるまで本人とほぼ面識のない専門職後見人や市民後

見人に期待が集まる問題点と制度理念のギャップにつ

いて検討し、将来のビジョンを提示することを研究目

的としている。 
 本研究の結論として、意思決定支援への転換を含め

た成年後見制度の改革には、幅広い観点からの議論が

必要であり、そのためには多くの市民の参加・関与が 
求められるということ。さらに、本人と支援する側の

「関係性」に焦点をあてながら、判断能力が不十分な

人々の支援方策を再検討すること。成年後見制度の理

念を再度見直し、自律か保護かという対立概念ではな

く、連続性のもとに理論を再構成する必要があるとい

うことの 3 点を挙げ、「たとえ補助類型や任意後見制

度であったとしても、成年後見制度は未だ本人が力を

獲得するものではなく、支援する側が同意権や取消権

等を活用して保護を行うという構造を完全に抜け出て

はいない。その意味で、21 世紀を生きる私たちが～本

人を交えて～それぞれの立場から成年後見制度の議論

に参加し、創造し合う改革とは、近代の営みの中で、

常に周辺化されてきた判断能力が不十分な人々を、再

度社会の主体としてみることから始める新たな試みと

言えるであろう」（飯村, 2019, p.16）とのべている。 
 
成年後見関係事件の概況 

 最高裁判所事務総局家庭局の「成年後見関係事件の

概況－令和 2 年 1 月∼12 月－」をみていく。 
 「申立件数」は合計で 37,235 件（前年は 35,959 件） 
であり，対前年比約 3.5％の増加となっている。その

うち後見開始の審判の申立件数は 26,367 件（70.8%）

で、保佐開始の審判の申立件数は 7,530 件（20.2%）

であり、補助開始の審判の申立件数は 2,600 件（7%）

で、 任意後見監督人選任の審判の申立件数は 738 件

（2%） である。 
 申立人については，市区町村長が最も多く全体の約

23.9%を占め、次いで本人の子（約 21.3%）、本人（約

20.2%）の順となっている。 
 本人の男女別・年齢別割合において、本人の男女別

割合は、男性が約 43.3%、女性が約 56.6%である。 
男性では、80 歳以上が最も多く全体の約 34.4%を占め、

70 歳代の約 27.6%となっている。女性では、80 歳以

上が最も多く全体の約 63.0%を占め、次いで 70 歳代

の約 19.7%となっている。本人が 65 歳以上の者は、

男性では男性全体の約 72.0%を、女性では女性全体の

約 86.9%を占めている。 
 開始原因としては，認知症が最も多く全体の約

64.1%を占め、次いで知的障害が約 9.9%、統合失調症

が約 9.0%順となっている。 
 主な申立ての動機としては，預貯金等の管理・解約

（37.1%）が最も多く、次いで、身上保護（23.7%）

となっている。 
 鑑定を実施したものは、全体の約 6.1%（前年は 7.0%
であった。鑑定の期間については、1 か月以内のもの

が最も多く全体の約 56.1%を占めている。鑑定の費用

については、5 万円以下のものが全体の約 53.9%を占

めており、全体の約 93.2%の事件において鑑定費用 
が 10 万円以下である。 
 成年後見人等と本人との関係については、配偶者、

親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選

任されたものが全体の約 19.7%で、親族以外が成年後

見人等に選任されたものは、全体の約 80.3%であり、

親族が成年後見人等に選任されたものを上回ってい 
る。親族以外 29,522 件うち弁護士 7,731 件（21.0%）、 
司法書士11,184（30.4%）、社会福祉士5,437件（14.8%） 
市民後見人 311 件（0.84%）である。 
 令和 2 年 12 月末日時点における、成年後見制度（成

年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数は合計で

232,287 人であり、対前年比約 3.5%増加となっている。 
後見類型の利用者数は 174,680 人（75.2%）であり、

対前年比約 1.6%の増加となっている。補助の利用者数

は 12,383 人（5.3%）であり、対前年比約 12.7%の増

加となっている。 
 ドイツでは 120万人の利用者がいることを考えれば、

20 数万人は少ない気がする。また、市町村長申し立て

が一番多いという事は、周りに、申し立てをする親族

等がいないか、協力を得られないケースが増えている

ことが分かる。 
 親族以外の第三者後見人等が 8 割で、司法書士が一

番多く選任されている。親族の高齢化や関係性の断絶

等から第三者後見人が増えていることが分かる。 
 後見類型が、75%であることに対し、補助類型は 5%
と数が少ないが前年比増加率については一番大きい。 
意思決定支援とは何か 
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 以下、「意思決定支援」とは何かを整理していく。 
まず、『権利擁護がわかる意思決定支援 法と福祉の

協働』をみていく。 
本書は、権利擁護支援と成年後見支援を区別して用

いている。それは、代行決定重視の成年後見支援では、

権利擁護に結びつかないことを明確にするためである

としている。また、成年後見支援を実践するうえでは、

意思決定支援を深める必要があるとしている。 
 権利擁護の概念を「何らかの事情によって自分の思

いや考えを、他の人に伝えることができず（あるいは

伝え方が弱いため）、その結果、日常の社会生活におい

て不利な立場に置かれている人たち（場合によれば動

物の生命・生活や自然環境の改善）を支援する活動」

としている。 
 権利擁護の要素として、「本人の意思の尊重」「本人

の最善の利益（ベスト・インタレスト）の確保」「エン

パワメント」の三つを説明しいている。本人が選択し

たものが本人にとって一番本人らしいことではないか、

という考え方を主観的最善利益と呼び、客観的最善利

益が本人にとって最善の利益とは限らないとしている。 
①意思決定支援は自己決定を強制するものではない、

②結果が失敗に終わった場合でも自己責任を追及しな

い、③異なる決定を被支援者が行っても支援を打ち切

らない、を意思決定支援の倫理原則としている。 
意思決定支援はイベントモデルではなくプロセスモ

デルであり、意思決定支援におけるプロセスは、まず、

その人の状態に応じた意思形成にかかわる支援が必要

で、また、形成された意思は表明されることで社会的

にも認知されることから意思表明支援が必要とされる。

意思表明支援には、意思疎通支援、意思決定機会の保

証、意思確認支援が含まれる。さらに意思実現支援に

ついても支援が必要としている。 
 最後に、成年後見支援センターの「権利擁護支援セ

ンター」としての捉えなおしを提案している。 
 
次に、『意思決定支援実践ハンドブック』をみていく。 

 本書で論じる「意思決定支援」は、知的障害や精神

障害のある人、認知症のある人といった判断能力不十

分者の権利擁護のための仕組みである「支援を得た意

思決定」で、従来の法律学では、判断能力不十分者は

主に法定後見制度による保護の「客体」として位置づ

けられ、支援者である法定後見人が本人のために代

理・代行決定を行うことで、その権利擁護を図ろうと

してきたが、障害者権利条約では、判断能力不十分者

を権利行使の「主体」として位置づけ直し、本人自身

による意思決定をサポートする意思決定支援が権利擁

護の基本的な手法となるべきことを明らかにしている

としている。 
 3 つの次元の意思決定支援があるとし、まず、「理念

としての意思決定支援」は、判断能力不十分者に対す

る権利擁護の場面における基本理念や基本姿勢を指し、

①本人には能力が「ある」と推定したうえで、②「権

利行使の主体」として扱い、③本人の主観的な価値観

を基準として、③本人の自己決定を支援者が支えるこ

とが主目的となっており、その正当化は④自己決定権

によって図られるとする。 
 「支援手法としての意思決定支援」は、「理念として

の意思決定支援」を受けて、これを具現化するための

実現手段、本人自身による意思決定を保障するための 
「具体的な支援の手法」を指し、代行決定型の支援手

法と対をなしており、「意思決定(の)支援」や各種のガ

イドラインが想定しているものである。したがって、

対象行為は、いわゆる事実行為に関するものを含めた

本人の生活上のあらゆる意思決定行為に及び、法的権

限も不要で、すべての人が支援者になり得、成年後見

人等も、まずは優先的に意思決定支援の手法による権

利擁護の可能性を追求すべきとしている。 
 最後に「法制度としての意思決定支援」は、法定後

見制度のような具体的な法制度を想定おり、国際連合

の障害者権利委員会は、伝統的な法定後見制度の全廃

を締約国に求めているが、現在の法定後見制度に完全

に代替できるような意思決定支援の仕組みを法制度化

することが必要になるとしている。 
 また、「意思決定の支援」という表現は、すでに複数

の障害福祉関連の法律の中で使われているが、法律の

中に意思決定支援の定義はなく、その具体的な内容は

まだ明らかにされてないという。 
 そして、意思決定支援に関する国の公的な指針とし

て、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ

イドライン」、「認知症の人の日常生活・社会生活にお

ける意思決定支援ガイドライン」を紹介している。 
 「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ

イドライン」での意思決定支援は、「自ら意思を決定す

ることに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活

に関して自らの意思が反映された生活を送ることがで

きるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよ



成年後見制度と意思決定支援（渡邊英勝） 
 

 - 45 - 

う支援し、本人の意思の確認や、意思及び選好を推定

し、支援を尽くしても、本人の意思及び選好の推定が

困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益

を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び

仕組みをいう」と定義している。 
 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決

定支援ガイドライン」では、意思決定支援を「認知症

の人であっても、その能力を最大限活かしてかして、

日常生活や社会生活に関して自らの意思に基づいた生

活を送ることができるようにするために行う、意思決

定支援者による本人支援」であり、「認知症の人の意思

決定をプロセスとして支援するもので、通常、そのプ

ロセスは、本人が意思を形成することの支援と本人が

意思を表明することの支援を中心とし、本人が意思を

実現するための支援を含む」と定義している。 
 意思決定支援と代行決定の線引きについては、最終

的な意思決定者が、本人と支援者のいずれであるかに

よって区分すべきではないかと考えており、意思決定

支援は本人による「自己決定」である場合、代行決 
定は支援者による「他者決定」である場合を指すとし、

「契約をする」という本人の自己決定よりも、「契約を

取り消す」という成年後見人の他者決定のほうが優先

されていることから、最終的な決定権者は他者である

成年後見人となるとしている。 
 また、意思決定支援と代行決定との比較を行ってお

り、第 1 に、代行決定の仕組みは、本人に能力が「な

い」ことを前提としており、意思決定支援の仕組みは、

本人に能力が「ある」ことを前提にし、支援者は本人

自身による決定をサポートすれば足りると考えている

こと。 
第 2 に、代行決定では、本人は法的な「保護の客体

(対象)」として位置づけ、意思決定支援の場合は、「権

利行使の主体」として位置づけられるとしていること。 
第 3 に、代行決定では、社会の客観的な価値観、社

会の標準的な価値観が重視され、意思決定支援では、

本人の主観的な価値観、「本人らしさ」という視点が基

準となり、愚行権も基本的には保障されること。 
第 4 に、代行決定では本人の能力が、意思決定支援

では支援者の能力に焦点があてられる。つまり、本人

に「意思決定する能力がない」からではなく、むしろ

支援者に「意思決定を支援できる能力がない」ために、 
意思決定支援ができなかったと考えるのが原則となる

こと。 

第 5 に、代行決定はパターナリズムによって、意思

決定支援は自己決定権によって、それぞれ正当化され

ること。 
 そして、法学系の論者が想定する意思決定支援の姿

には、いくつかの共通点が生まれ始めていて、現状に

おける最大公約数的な意思決定支援の要素として、 
第 1 は、本人に潜在する意思決定能力が発揮できる

ための環境整備が重視されていることで、必要な各種

の情報を本人が理解できるような形でわかりやすく伝

えること、本人が自分の意思を伝えやすい環境を整え

ることも大切であること。 
第 2 は、本人自身の主観的な考え方や価値観、趣味

や嗜好などの要素「自分らしさ」が支援を得た意思決

定の中にきちんと反映されていること。支援者の個人

的な価値観や社会一般の価値観を押し付けることは基

本的に許されないこと。 
第 3 は、支援者の価値観を相対化するための手段と

して、常に複数の支援者が意思決定支援のプロセスに

参加することが求められること。本人をよく知ってい

る人にできるだけ多くかかわってもらったり、専門領

域が異なる複数の人が同時に関与すること。 
第 4 は、本人と支援者の関係性に対する配慮が必要

であることで、誘導的な意思決定支援に陥りやすくな

るおそれがあり、常に複数の支援者がかかわれる環境

を確保しておくこと。ただし、利益相反的な相手方か

ら完全に独立した地位にある第三者によって担われる

べきであること。 
第 5 は、最後の手段としての代行決定の余地を認め

ること。例外的な最後の手段としては代行決定の仕組

みを残しておき、意思決定支援の手順を踏むことがで

きない場合を想定しておくこと。さらに、結果的に本

人が周囲から自己決定を強制される場面が増えかねな

いことなどを示している。 
最後に、意思決定支援の手法であれ、代行決定の手

法であれ、常に中心に置かれるべきは本人であり、二

項対立的な関係としてとらえるべきではなく、両者の

連動的な仕組みを構想するとともに、意思決定の責任

主体の面では両者を峻別しておくことが必要としてい

る。 
 
次に、『意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務

に関するガイドライン』をみる。 
 本ガイドライン、専門職後見人だけでなく、親族後
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見人や市民後見人も含めて、これから後見人等に就任

する方々が、本人の意思・身上に配慮した後見事務を

適切に行うことができるように、意思決定支援の考え

方と手順についてまとめている。 
 意思決定支援の対象には，法律行為だけでなく事実

行為も含まれるが、本ガイドラインでは、人の意思決

定の対象となる事項を、事実行為と法律行為という２

つの要素により構成される連続体と捉え、事実行為の

要素がより強い類型を「日常生活上の行為」とし、よ

り法的要素が強く認められる類型を「非日常生活上の

意思決定に係る行為」と整理している。また、「意思決

定支援の観点から求められる行為」を、「意思決定支援

を尽くしても本人が意思決定することができず、最後

の手段として，後見人等が代行決定を行うこと」も含

めた概念としている。そして、意思決定支援とは、「特

定の行為に関する判断能力が不十分な人について、必

要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど

して、本人が意思決定をするために必要な支援をする

活動をいう。」としている。 
 本人の意思決定を支援するためのプロセスをまとめ

ると、まず、意思決定支援チームを編成し、予めチー

ムで集まり（プレミーティング）、本人のニーズや置か

れた状況等の情報を共有し、意思決定支援の基本原則

等の共通認識を得ておくほか、場の設定や、情報提供

の在り方など意思決定支援の具体的な方法を検討し、

参加者は、プレミーティングで決定した方法に従って

本人に働き掛け、意思を引き出す、そして、表明され

た意思が本人の真正な意思であると確認されたとき、

それが参加者の価値観からみれば不合理に見える決定

であったとしても、本人の表明意思が実現できるかど

うかの検討に移る、しかし、チームミーティングの結

果、本人に意思決定能力がないと判断した場合には代

行決定に移るというプロセスを踏んでいくとしている。 
 
次に、『岡山版 成年後見人等の意思決定支援に関す

るガイドライン』をみる。 
 本ガイドラインの意思決定支援とは、判断能力が不

十分な人であっても、本人がその能力を最大限に活か

して、日常生活や社会生活に関して自らの意思に基づ

いた生活を送ることができるようにするために、成年

後見人等を含めた本人に関わるあらゆる人が行う、本

人との関わり方の基本的姿勢のことをいうとしている。   
本ガイドラインの意思決定支援の方法について追っ

ていく。まず、本人・支援者との関係の構築が、意思

決定支援の第一歩であるとし、面談などによって本人

との信頼関係構築に努め、支援者とのミーティングを

実施して、支援・連携の体制を構築していくとする。 
 意思決定支援のプロセスは、「意思形成支援」「意思

表明支援」「意思実現支援」のプロセスで実施するとし、

本人を中心に据えて、支援者を含めたチームによるミ

ーティングで検討するようにしていくとし、意思決定

能力があまりないと思われる場合でも、支援者と一緒

に意思決定支援を試みるようにするとしているが、本

人が意思決定をすることができない場合は、最後の手

段として成年後見人等は本人に代わって代理決定を行

うとしている。そして、意思決定支援を行った後、本

人の意思が実現されているのかを振り返ることとして

いる。 
 
最後に、『意思決定支援を踏まえた後見事務のガイド

ライン』をみていく。 
 本ガイドラインに記載されていることが意思決定支

援の全てではなく、意思決定支援については他にも多

数のガイドラインやテキストが存在するが、本ガイド

ラインが、本人の意思決定支援を踏まえた後見事務を

行う上で参考にし、活用されることを期待するとして

いる。 
本ガイドラインの目的として、後見人等に就任した

者が、意思決定支援を踏まえた後見事務、保佐事務、

補助事務を適切に行うことができるように、また、中

核機関や自治体の職員等の執務の参考となるよう、後

見人等に求められている役割の具体的なイメージ）を

示している。 
 本ガイドラインにおける意思決定支援の定義は、「意

思決定支援とは、特定の行為に関し本人の判断能力に

課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、

本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた

本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自ら

の価値観や選好に基づく意思決定をするための活動を

いう。」としている。 
 本ガイドラインにおける意思決定支援は、本人の意

思決定をプロセスとして支援するものであり、通常、

そのプロセスは、本人が意思を形成することの支援（意 
思形成支援）と、本人が意思を表明することの支援（意

思表明支援）を中心としている。また、後見人等によ

る「代行決定」とは明確に区別している。 
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 また、本ガイドラインでは「意思決定能力」とは何

かについても整理している。それは、①意思決定に必

要な情報を理解すること（情報の理解）、②意思決定に

必要な情報を記憶として保持すること（記憶保持）、③ 
意思決定に必要な情報を選択肢の中で比べて考えるこ

とができること（比較検討）、④自分の意思決定を口頭

又は手話その他の手段を用いて表現すること（意思の 
表現）の四つを示している。 
 
まとめ 

 以上、意思決定支援とは何かを概観してみた。これ

までの成年後見制度は、財産管理中心で、本人の自立

よりも保護を優先し、生活全体が成年後見人等の決定

のみになる可能性が高い。 
 また、意思決定支援の基本原則として、①全ての人

は意思決定能力があることが推定されること、②本人

が自ら意思決定できるよう実行可能なあらゆる支援を

尽くさなければ代行決定に移ってはならないこと、③

一見すると不合理にみえる意思決定でもそれだけで本

人に意思決定能力がないと判断してはならないことな

どが共通している。特にすべての人、どんな人も意思

決定をすることができるという基本原則を守ることは

はむずかしいことであるが、権利擁護や成年後見制度

にとっては、貫かなくてはならないとても重要な原則

である。私たちは話すことや言葉がないと、意思がな

いと判断したり、うまく生活ができていないと、それ

を理由に意思を決めることができないと決めてしまっ

ているところがある。 
 また、本人が自ら意思決定できるよう実行可能なあ

らゆる支援を尽くす前に、簡単に代行決定に移ってし

まっている場合がある。その理由は、支援者側の都合

で、責任を取らないようにリスクを回避し、支援者側

の都合や利益が優先されたりと、パターナリズムが正

当化されている。  
 意思決定能力は、本人の個別的潜在的能力が必要で

あるが、それだけではなく、本人の尊厳を大切にする

支援者の力も合わせて考えていく必要があり、意思決

定支援を行う場合、事前準備において、まず、本人の

自尊心や自信、前向きな姿勢などが涵養されることに

より、エンパワメント環境が整備されるようにする必

要があると考える。 
 本人の意思決定は、支援者との信頼関係や、支援者

の考え方、言動などに強い影響を受けるので、意思決

定支援とは何かを支援者側が共通理解をしていないと、

一貫した意思決定支援はできないことになることから、

事前に共通理解をしておく必要がある。 
 事前準備後、具体的な支援に入る時、支援チームの

編成が行われる。そこで、意思決定支援に根差したチ

ーム支援が行われ、成年後見人等として意思決定支援

に関与していく。そして、意思形成支援、意思表明支

援、意思実現支援を行っていく。 
成年後見人等が一人で孤立することなく、チームで

対応していくことが重要で、本人の意思・能力が最大

限発揮されているのか、支援チームがしっかりと協働

できているのか、地域の社会資源を適切に活用できて

いるかなどを常にチームで検討をしていくことが意思

決定支援をしていくうえで欠かせないものであると考

える。 
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（注 1）障害者の権利に関する条約第十二条 法律の

前にひとしく認められる権利 
1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前

に人として認められる権利を有することを再確認する。 
2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において

他の者との平等を基礎として法的能力を享有すること

を認める。 
3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たっ

て必要とする支援を利用する機会を提供するための適

当な措置をとる。 
4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置

において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保

障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該

保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の

権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じ

させず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の

状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期

間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、

公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象と

なることを確保するものとする。当該保障は、当該措

置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じ

たものとする。 
5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、

障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管

理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の

信用を利用する均等な機会を有することについての平

等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措

置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪わ

れないことを確保する。 
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目的 

 
本研究の目的は，自尊感情，本来感，エリクソン理論同

一性感覚の相互の関連ならびに，これらの自己感覚が心

理的適応状態や対人行動に及ぼす影響について調べる

ことである。 
自尊感情は，自己の存在価値に関する評価であり，状況

に応じて自己評価維持動機や自己高揚動機などが働く

自己動機としての機能を持っている。また、自尊感情の

測定に多く使用されるローゼンバーグの自尊感情尺度

は、「肯定的自己像の受容」と「否定的自己像の拒否」

という２因子性をもち，「肯定的自己像の受容」の側面

は well-being に共変する可能性と（誇大性）自己愛に

共変する可能性といった自尊感情の適応的側面と不適

応的側面があることが指摘されている（福留，藤田，戸

谷，小林，古川，森永，2017）。こうした自尊感情の 2

面性について，伊藤・川崎・小玉（2011）は，外見や社

会的評価といった外的自尊源を基盤とする随伴性自尊

感情（優越感）と，内在する価値観などの内的自尊源を

基盤とする本当の自尊感情（本来感）という 2 種類が全

般的自尊感情に含まれると述べている。 

本当の自尊感情－本来感とは，「本当の自分でいること」，

「自分らしくいられると全般的に感じている程度」と定

義される（伊藤・児玉，2006）。適応状態と関連するポ

ジティブな特性ともとらえられている。 

そして，アイデンティティ、すなわち同一性感覚は心理

発達の観点に立つ自己感覚である。これは，エリクソン

の発達理論における青年期の発達課題である。同一性感

覚は，各年代に特有の他者や社会との生き生きとした関

わり合いを通して，コミットする社会を選択しつつ自己

を定義していくなかで自己の連続性，斉一性、帰属性に

対する確信である。この同一性感覚の獲得は心理的適応

状態に関連し，また青年期以降も繰り返し同一性感覚の

再確信に向けた心理的危機が生じうると考えられてい

る。こうした考えに従えば，同一性感覚は青年期固有の

自己感覚ではなく，青年や成人に見られる自己感覚とみ

なすことができる。また，同一性感覚には「本当の自分」

という本来感と同様の概念が含まれていることも考え

られる。 

このように，定義や概念に共通する内容をもつ自尊感情、

本来感、同一性感覚の特徴を調査することにより、共通

性や相違性をみていくこととする。 

 
方法 

 
（１）質問紙の作成 
質問紙は，次の項目から構成された。 
(a)属性 学年，年齢，性別に加え，「心から信頼できる

友人がいるか」，「現在ストレスを感じているか」という

現在の状態について 4 件法で尋ねた。 
(b)自己効力感 現在の生活場面で生じる行為として「勉

学」，「人間関係」，「ストレス対処」をとりあげ，「かな

りうまくできていない」，「どちらかというとうまくでき

ていない」，「どちらかというとうまくできている」，「か

なりうまくできている」という回答から，自己効力感の

程度を尋ねた。 
(c)自己感覚の評価 ➀ローゼンバーグ自尊感情尺度 10
項目（山本・松井・山成，1982），②本来感尺度 7 項目

（伊藤，・児玉，2005），③Rasmussen の自我同一性尺

度日本語版（REIS）の「Ⅴ．同一性」因子 12 項目（宮

下，1987），④自己愛人格目録短縮版（NPI-S）の「優

越感・有能感因子」因子 10 項目（小塩，1999）の 4 種

類。 
(d)関係性の評価 さまざまな「生き生きとした関わり合

い」の体験の蓄積から形成されているであろう自己と他

者・社会との関係性の評価として，小野と福岡（2018）
による「つながりの実感」尺度から取り上げた 14 項目。

「いいえ（1 点）」と「はい（2 点）」の 2 件法によって
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評定させた。 
(e)心理的適応状態 日本版 General Health 
Questionnaire28 項目版（中川，大坊，1985）。 
(f)対人行動 ➀日本版 Buss-Perry 攻撃性質問紙（BAQ）

の 24 項目（安藤明人・曽我祥子・山崎勝之・島井哲志・

嶋田洋徳・宇津木成介・大芦治・坂井明子，1999），②

自己開示尺度の 48 項目（丹羽・丸野，2010）。 
 
（２）調査の実施 
調査時期は，2019 年 7 月であった。 
調査は 2名の学生の卒業研究を含む研究を目的として講

義の時間の一部を利用して集団で実施された。調査協力

の依頼の際には，「調査に同意しないことによって授業

や成績に不利益は生じない」，「回答内容は研究以外のこ

とには一切使用しない」，「個人が特定されることや情報

が外部に漏れることもないようにデータ管理に留意す

る」という旨を説明し，質問紙に記載した調査協力に同

意の有無にチェックしてもらった上で実施した。なお，

本研究は静岡福祉大学研究計画倫理審査委員会の許可

を受けている。 
 
結果 

 
（１）調査対象者 
静岡福祉大学の 18 歳から 24 歳までの大学生 101 名（男

性 42 名，女性 59 名）であった。平均年齢は 19.17±1.33

歳であった。学年は 1 年生 62 名，2 年生 17 名，3 年生

13 名，4 年生 9 名であった。 
調査対象者の生活状態として，「心から信頼できる友人

の有無」ならびに「現在のストレスの有無」について尋

ねた。その結果，心から信頼できる友人の有無に対して，

「明らかにいない」3 名，「あまりいない」12 名，「なん

となくいる」36 名，「明らかにいる」50 名という回答で

あった。現在のストレスの有無に対しては，「全く感じ

ていない」3 名，「あまり感じていない」24 名，「何とな

く感じている」45 名，「強く感じている」29 名であった。

このことから，「心からの信頼できる友人」が「何とな

く・明らかに」いる者が 85.1％，「現在のストレス」は

「何となく・強く」感じる者は 73.3％であったことが示

された（表 1）。 
また，調査対象者に，「現在，あなたはご自分が期待し

ているのと同じような勉学をどの程度うまくできてい

ると感じますか？」，「現在，あなたはご自分が期待し 

表 1 調査対象者 

性別 男性 42 

  女性 59 

学年 1年 62 
 2年 17 
 3年 13 

  4年 9 

あなたには 

心から信頼できる 

友人はいますか？ 

明らかにいない 3 

あまりいない 12 

何となくいる 36 

明らかにいる 50 

現在，ストレスを 

感じていますか？ 

全く感じていない 3 

あまり感じていない 24 

何となく感じている 45 

強く感じている 29 

  計 101 

 
ているのと同じような人間関係をどの程度うまくでき

ていると感じますか？」，「現在，あなたはご自分が期

待しているのと同じようなストレス対処をどの程度う

まくできていると感じますか？」という 3 種類の行為に

対する自己効力感の程度を尋ねた。その結果，「勉学」

に対する自己効力感は，「かなりうまくできていない」

22 名，「どちらかというとうまくできていない」57 名，

「どちらかというとうまくできている」21 名，「かなり

うまくできている」1 名であった。「人間関係」に対す

る自己効力感は，「かなりうまくできていない」16名，

「どちらかというとうまくできていない」22 名，「どち

らかというとうまくできている」55 名，「かなりうまく

できている」8 名であった。「ストレス対処」に対する

自己効力感は，「かなりうまくできていない」23 名，「ど

ちらかというとうまくできていない」36 名，「どちらか

というとうまくできている」35 名，「かなりうまくでき

ている」7 名であった。このことから，「人間関係」に

対する自己効力感は「（どちらかというと・かなり）で

きている」と評価する者は 62.4％と過半数を超えている

が，「ストレス対処」に対する自己効力感は「（どちら

かというと・かなり）できている」と評価する者は 41.6％

と半数を満たさず，「勉学」に対する自己効力感は「（ど

ちらかというと・かなり）できている」と評価する者は

21.8％と低いことが示された。 
 
（２）自己感覚の相互の関連性 
自尊感情尺度因子，本来感尺度因子，同一性感覚因子な

らびに優越感・有能感因子のそれぞれの間でピアソンの

積率相関係数を算出した。その結果，自尊感情と本来感

との間は.667，自我同一性との間は.652，優越感・有能
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感との間は.557 であった。本来感と自我同一性との間

は.593，優越感・有能感との間は.337 であった。自我同

一性と優越感・有能感との間は.314 であった。このよう

に，４種類の自己感覚の単相関の場合，すべての組み合

わせにおいて弱～中等度の有意な正の相関関係が示さ

れた（表 2）。 
 
 
表 2 自己感覚間の積率相関係数 

  ① ② ③ 

①自尊感情 
   

②本来感 .667** 
  

③同一性 .652** .593** 
 

④優越感・有能感 .557** .377** .314** 

 
次に，自尊感情因子，本来感因子，同一性因子，優越感・

有能感因子のそれぞれを目的変数とし，それ以外の自己

感覚の尺度を説明変数とする重回帰分析を行った。自尊

感情尺度を目的変数とした重回帰分析結果では，本来感

尺度（β=0.39,p< .01），自我同一性因子（β

=0.24,p< .001），優越感・有能感因子（β=0.33,p <.001）
という説明変数すべてに有意な正の説明力が示された

（F(3.93)=43.23,p< .001）。 

本来感尺度を目的変数とした重回帰分析結果では，自尊

感情尺度（β=0.43,p< .001）ならびに同一性因子（β

=0.37,p<.001）において有意な正の説明力が示された

（F(3.93)=35.25,p< .001）。 

同一性因子を目的変数とした重回帰分析結果では，自尊

感情尺度（β=0.32,p<.01）ならびに本来感尺度（β

=0.43 ,p<.001）において有意な正の説明力が示された（F
（3.93)=25.66 ,p< .001）。 

優越感・有能感因子を目的変数とした重回帰分析結果で

は，自尊感情尺度（β=0.54,p< .001）に有意な正の説明

力が示された（F(3.93)=14.04,p< .001）。 
これらの結果から，有能感・優越感因子と自尊感情因子

との間には，互いに有意な関連性のある一方，本来感尺

度と同一性因子は有能感・優越感因子の間に有意な関連

のないことが示唆された（表 3） 

さらに，3 種類の行為に対する自己効力感を「（どちら

かというと・かなり）できていない」群と「（どちらか

というと・かなり）できている」群に再分類し、群別に

自尊感情尺度、本来性尺度、同一性因子の平均得点を算

出し、ｔ検定を行った。その結果，「勉学」に対する自

己効力感では，「できていない」群よりも「できている」

群の方が，自尊感情尺度，本来感尺度，同一性尺度の平

均得点が有意に高いことが示された（t=-3.45, p< .01，
t=-4.05, p< .01，t=-2.49, p< .05，df=99）。「人間関係」

に対する自己効力感では，「できていない」群よりも「で

きている」群の方が，自尊感情尺度，本来感尺度，同一

性尺度の平均得点が有意に高いことが示された（t=-4.75, 
p< .001，t=-3.43, p< .01，t=-4.06, p< .001，df=99）。「ス

トレス対処」に対する自己効力感では，「できていない」

群よりも「できている」群の方が，自尊感情尺度，本来

感尺度，同一性尺度の平均得点が有意に高いことが示さ

れた（t=-3.86, p< .001，t=-3.22, p< .01，t=-4.67, p< .001，
df=99）。 
これらの結果から，3 種類の行為に対する自己効力感す

べてにおいて，自尊感情尺度の平均得点，本来感尺度の

平均得点，同一性因子の平均得点は，「できていない」

群よりも「できている」群の方が有意に高い傾向がある

ことが示された。 
 
（３）関係性の評価と自己感覚との関連 
 「つながりの実感」尺度から用いた 14 項目のうち 10
項目について「いいえ」と回答した群と「はい」と回答

した群別に、自尊感情尺度，本来感尺度，同一性因子の

平均得点を算出し，さらに t 検定を行った（表 4）。 

その結果，自尊感情と本来感ならびに同一性のすべてに

おいて有意差が見られた項目は，「自分は一人ではない

と感じますか？」，「あなたは，周りから守られている

感覚がありますか？」，「すぐに会うことのできない人

のことも思い浮かべて，そばに感じることがあります

か？」，「困難に直面した時に，頼りになる人がいます

か？」，「毎日の生活のなかで大切にしている日課はあ

りますか？」という 5 項目であった。これらの項目の「は

い」群は「いいえ」群よりも自尊感情尺度，本来感尺度，

同一性因子の平均得点が有意に高いことが示された。 

本来感と同一性に有意な関連が見いだされた項目は，

「友達に会うことが楽しいと思いますか？」，「あなた

を元気づけてくれる人はいますか？」，「幼少期に見た

景色を見てなつかしいと思いますか？」という 3 項目で

あった。これらの項目の「はい」群は「いいえ」群より

も本来感尺度や同一性因子の平均得点が有意に高いこ

とが示された。 

 自尊感情と同一性に有意な関連が見いだされた項目

は「幼少期に過ごした場所を思い出すとあたたかい気持
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ちになりますか？」であり，「はい」群は「いいえ」群

より自尊感情尺度や同一性因子の平均得点が有意に高

いことが示された。 

 本来感のみに有意な関連が見いだされた項目は，「人

が集まっているところへ行って話をすることが好きで

すか？」であり，この項目の「はい」群は「いいえ」群

よりも本来感尺度の平均得点が有意に高いことが示さ

れた。 

 以上の結果から，これらの関係性があると実感してい

る者は，実感していない者よりも自尊感情，本来感，同

一性の自己感覚を強く感じている傾向が示唆された。 

 

（４）自己感覚と日本版 GHQ との関連 
 調査委対象者の自尊感情尺度，本来感尺度，同一性因

子の合計得点について，得点程度による差異をみるため，

合計得点がパーセンタイル 30 までに位置する者を相対

的な低得点群，パーセンタイル 31 から 69 までに位置す

る者を中等度群，パーセンタイル 70 以上に位置する者

を高得点群とそれぞれ分類した。 
そして，この 3 群別に日本版 GHQ の下位因子ならびに

合計得点の平均得点を算出し，一元配置要因内分散を行

った。その結果，自尊感情尺度は，「身体的症状」，「不

安不眠」，「社会的障害」，「うつ症状」の下位因子ならび

に GHQ 合計点のすべてにおいて有意な効果があること

が示された（p< .05 , p< .001 , p< .001 , p< .001  , 
p< .001）。Tukey 法による多重比較の結果，「身体的症

状」の得点は高群が低群よりも，「不安不眠」の得点は

高群・中等度群が低群よりも，「社会的障害」の得点は

高群が低群・中等度群よりも，「うつ症状」の得点は高

群・中等度群が低群よりも，GHQ 合計点は高群・中等

度群が低群よりも，有意に低い傾向であることが示され

た（p< .05）。 
本来感尺度は，「身体的症状」，「不安不眠」，「社会的障

害」，「うつ症状」の下位因子ならびに GHQ 合計点のす

べてにおいて有意な効果があることが示された（p< .01 , 
p< .05 , p< .001 , p< .01 . , p< .001）。Tukey 法による多

重比較の結果，「身体的症状」の得点は高群が低群より

も，「不安不眠」の得点は高群が低群よりも，「社会的障

害」の得点は高群・中等度群が低群よりも，「うつ症状」

の得点は高群・中等度群が低群よりも，GHQ 合計点は

高群・中等度群が低群よりも，有意に低い傾向であるこ

とが示された（p< .05）。 
 同一性尺度は，「不安不眠」，「社会的障害」，「うつ症

状」の下位因子ならびに GHQ 合計点のすべてにおいて

有意な効果があることが示された（p< .001, p< .01 , 
p< .001 , p< .001）。Tukey 法による多重比較の結果，「不

安不眠」の得点は高群が低群・中等度群よりも，「社会

的障害」の得点は高群・中等度群が低群よりも，「うつ

症状」の得点は高群・中等度群が低群よりも，GHQ 合

計点は高群・中等度群が低群よりも，有意に低い傾向で

あることが示された（p< .05）。 
 
（５）自己感覚と攻撃行動との関連 

同様に，自尊感情尺度，本来感尺度，同一性因子の合計

得点から分類した低群，中等度群，高群別に，攻撃性尺

度の下位因子の平均得点を算出し，一元配置要因内分散

を行った。 
その結果，自尊感情尺度は，「敵意」と「言語的攻撃」

において有意な効果があることが示された（p< .001 , 
p< .01）。Tukey 法による多重比較の結果，「敵意」の得

点は低群が高群よりも，「言語的攻撃」の得点は高群が

低群よりも，有意に高い傾向であることが示された

（p< .05）。 
同じく，本来感尺度も，「敵意」と「言語的攻撃」にお

いて有意な効果があることが示された（p< .001 , 
p< .01）。Tukey 法による多重比較の結果，「敵意」の得

点は低群が高群よりも，「言語的攻撃」の得点は高群が

低群よりも，有意に高い傾向であることが示された

（p< .05）。 
 同一性尺度は，「敵意」と「短気」において有意な効

果があることが示された（p< .001 , p< .01）。Tukey 法

による多重比較の結果，「敵意」の得点は低群が高群よ

りも，「短気」の得点は高群が低群よりも，有意に高い

傾向であることが示された（p< .05）。  
 
（５）自己感覚と自己開示との関連 

同様に，自尊感情尺度，本来感尺度，同一性因子の合計

得点から分類した低群，中等度群，高群別に，自己開示

尺度の下位因子の平均得点を算出し，一元配置要因内分

散を行った。 
その結果，自尊感情尺度は，仲良しの人に対する「趣味」

と「困難」という浅いレベルの開示において有意な効果

があることが示された（p< .05 , p< .05）。Tukey 法によ

る多重比較の結果，「趣味」の得点は高群が低群よりも，

「困難」の得点は高群が低群よりも，有意に高い傾向で

あることが示された（p< .05）。 



大学生における自尊感情，本来感，同一性感覚の特徴（梼木てる子） 
 
 

- 53 - 
 

本来感尺度は，いずれの自己開示において有意な効果は

認められなかった。 
 同一性尺度は，初対面の人に対する「趣味」と「困難」

という浅いレベルの開示において有意な効果があるこ

とが示された（p< .01 , p< .05）。Tukey 法による多重比

較の結果，「趣味」の得点は高群が低群よりも，「困難」

の得点は高群が低群よりも，有意に高い傾向であること

が示された（p< .05）。 
 

考察 

 

（１）自己感覚の関連性 

自尊感情，本来感，同一性感覚と自己効力感との間に有

意な関連があることが認められ，有能性を高く感じてい

る者の方がこれらの自己感覚が高い傾向にあることが

示された。 

また，自尊感情、本来感、同一性感覚は、単相関でみる

と，それぞれの間で正の中等度の相関関係があり、共変

関係であることが示される。そして、重回帰分析によっ

てこれらの自己評価は互いに説明変数として有意に影

響を及ぼしていることが示された。また、優越感・有能

感は、自尊感情とは有意な影響を及ぼしたが，本来感と

の間では有意な影響を及ぼしていなかった。こうした結

果は，伊藤・川崎・小玉（2011），福留・藤田・戸谷・

小林・古川・森永（2017）の研究結果と一致するものと

推測される。 

 また，エリクソン理論の同一性感覚は本来感ならびに

本来感との関連性がある自尊感情との間で相互の影響

力を持つことも示された。これは，内的自尊源を基盤と

して「本当の自分」を確信する本来感と同様に，同一性

感覚も「コミットする価値観など内的自尊源を基盤とし

て自己を確信するもの」といった定義，概念の共通性が

反映されていることによると推測される。 

 
（２）関係性の評価との関連 
分析に用いた項目は，「現実の他者や社会との交流を介

した被サポート感や充足感あるいは孤立感の欠如」，「ポ

ジティブな感情の伴う他者や場面のイメージの想起」と

いった内容である。言い換えると，これは，今までの他

者や社会との関わりあいの体験の積み重ねのなかで形

成された，「つながり」という関係性の評価であると推

測される。こうした肯定的かつ全般的な関係性を高く評

価することは自尊感情，本来感，同一性感覚を高く維持

する，あるいは高めることに影響を及ぼすことが示唆さ

れる。 

  

（３）心理的適応状態ならびに対人行動との関連性 
自尊感情，本来感，同一性感覚のそれぞれが精神的健康

状態との間で有意な関連性が見出され，これらの自己感

覚が高い状態にあると精神的健康状態は良好であるこ

とが示された。また，攻撃性のうち，認知的側面の攻撃

性である「敵意」もまた，自尊感情，本来感，同一性感

覚のそれぞれとの間で有意な関連性が見出され，これら

の自己感覚が高い状態にあると，「敵意」は低いことが

示された。こうした傾向から，いずれの自己感覚も心理

的適応状態の指標となりうることが示唆される。 

 そのほかの側面の攻撃性については，同一性感覚は情

動的側面である「短気」と，自尊感情と本来感は道具的

側面である「言語的攻撃」との間で有意な関連性が見出

された。同一性感覚が高い者は「短気」は生じにくくな

り，自尊感情や本来感の高い者は「言語的攻撃」が生じ

やすくなる傾向がみられた。このことから，自己の連続

性・斉一性・帰属性の確信といった同一性感覚をより達

成することは「かっとなることを抑えるのが難しいとき

がある」などといった負の情動を抑制させる影響を持つ

ことが示唆される。また，内外の自尊源に基づく自己の

存在価値を高く評価することは「友達の意見に賛成でき

ないときには，はっきり言う」など自己主張行動を生じ

させる方向に影響を及ぼすことが示唆される。 

 他者との親密な関係構築の上で用いられる自己開示

行動との関連をみると，同一性感覚の高い者は初対面の

人に対する「趣味」や「困難」という浅いレベルでの自

己開示行動を多く取る傾向が，自尊感情の高い者は仲良

しの人に対する「趣味」や「困難」という浅いレベルで

の自己開示行動を多く取る傾向が示された。このことか

ら，自己を高く確信できると未知の他者への自己開示を

するという好奇心－経験への開放性の高さ，といった心

理状態が生じることが推測される。一方，自尊感情は，

高評価を維持するという自己評価維持動機あるいは自

己高揚動機が働くことによって，評価を下げるリスクの

少ない仲良しの人への自己開示行動が増すのではない

かと推測される。 
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表 3 自尊感情尺度，本来感尺度，同一性因子，優越感・有能感因子を目的変数とした重回帰分析結果 

  自尊感情 本来感 同一性感覚 優越感・有能感 

説明変数 β      ｔ β       ｔ β       ｔ β       ｔ 

自尊感情   0.43 4.32*** 0.32 2.78** 0.54 4.45*** 

本来感 0.39 2.28**   0.43 4.14*** 0.05 0.37 

同一性感覚 0.24 4.32*** 0.37 4.15***   -0.02 -0.17 

優越感・有能感 0.33 4.45*** 0.03 0.37 -0.02 -0.17    

調整済 R２ 0.57  0.52  0.44  0.29  
 ** p<.01 , *** p<.001      
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表 4 自己効力感の程度別にみた自尊感情，本来感，同一性感覚の平均得点    
    自尊感情 本来感 同一性感覚 
  M SD t M SD t M SD t  

勉学 できていない群 25.17 7.19  -3.45 25.17 7.19  -4.05 47.73 10.04  -2.49 

  できている群 31.50 7.82  ** 25.45 5.45  ** 53.91 11.11  * 

人間関係 できていない群 22.19 5.76  -4.75 18.32 6.89  -3.43 43.97 10.86  -4.06 

  できている群 29.12 7.63  *** 22.73 5.07  ** 52.16 9.12  *** 

ストレス できていない群 24.05 6.13  -3.86 19.47 5.81  -3.22 45.32 9.23  -4.67 

  対処 できている群 29.78 8.48  *** 23.31 6.03  ** 54.36 10.08  *** 
 * p<.05 , ** P<.01 , *** p<.001        

 

表 5 「つながりの実感」項目の回答別に算出した自尊感情，本来感，自我同一性の平均得点 
   自尊感情   本来感   同一性感覚   

     Ｍ ＳＤ t  Ｍ ＳＤ t  Ｍ ＳＤ  t 

自分は一人ではないと感じますか？ 
いいえ 19 21.00 7.43  -3.45 16.21 6.90  -4.05 39.79 11.48  -2.49 

はい 82 27.72 7.27  *** 22.20 5.45  *** 51.23 9.10  *** 

あなたは，周りから守られている感覚が 
ありますか？ 

いいえ 25 23.38 7.82  -2.32 18.68 7.24  -2.28 41.28 9.44  -4.09 

はい 76 27.49 7.46  * 21.86 5.61  * 51.64 9.62  *** 

すぐに会うことのできない人のことも 
思い浮かべて，そばに感じることが 
ありますか？ 

いいえ 49 24.20 8.03  -2.86 19.51 6.73  -2.53 46.61 10.92  -2.33 

はい 
52 28.53 6.89  ** 22.54 5.25  * 51.40 9.70  * 

困難に直面した時に，頼りになる人が 
いますか？ 

いいえ 22 21.30 6.84  -3.56 15.59 6.23  -5.31 39.68 11.32  -5.34 

はい 79 27.82 7.40  ** 22.59 5.25  *** 51.70 8.72  *** 

毎日の生活のなかで大切にしている 
日課はありますか？ 

いいえ 44 24.31 7.95  -2.48 18.82 6.44  -3.38 46.55 12.32  -2.16 

はい 57 28.13 7.18  * 22.81 5.40  ** 51.04 8.53  * 

友達に会うことが楽しいと思いますか？ 
いいえ 8 21.00 10.07  -1.98 13.50 7.48  -3.86 31.75 11.27  -5.51 

はい 93 26.90 7.41    21.72 5.64  *** 50.57 9.09  *** 

あなたを元気づけてくれる人はいますか？ 
いいえ 9 21.38 8.05  -1.98 14.89 7.66  -3.30 37.89 12.33  -3.53 

はい 92 26.93 7.57    21.67 5.71  ** 50.17 9.75  ** 

幼少期に見た景色を見てなつかしいと 
思いますか？ 

いいえ 9 21.63 5.15  -1.88 15.11 6.68  -3.17 38.22 12.50  -3.41 

はい 92 26.91 7.78    21.65 5.84  ** 50.14 9.77  ** 

幼少期に過ごした場所を思い出すと 
あたたかい気持ちになりますか？ 

いいえ 21 23.21 7.46  -2.09 19.19 7.76  -1.58 44.81 12.41  -2.12 

はい 80 27.27 7.62  * 21.56 5.64    50.20 9.77  * 

人が集まっているところへ行って 
話をすることが好きですか？ 

いいえ 63 25.46 7.72  -1.63 20.06 6.48  -2.15 47.98 11.32  -1.35 

はい 38 28.05 7.55    22.74 5.31  * 50.89 8.95    
 * p<.05 , ** P<.01 , *** p<.001        
 

表 6   自尊感情，本来感，同一性の得点の程度別に算出した General Health Questionnaire の平均得点   

      身体的症状 不安不眠 社会的障害 うつ症状 GHQ合計 

      Ｍ ＳＤ F  Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ  F  Ｍ ＳＤ F  Ｍ ＳＤ F  

自尊 
感情 

低 31 3.94  1.65  4.77 4.55  1.89  11.97 2.87  2.06  10.01 3.61  2.78  15.14 14.97  6.72  15.85 

中 29 3.00  1.73   3.03  2.11   2.14  1.81   1.83  2.24   10.00  6.54   

高 37 2.65  1.83  * 2.08  2.19  *** 1.00  1.35  *** 0.57  1.79  *** 6.30  5.81  *** 

本来感 

低 32 3.97  1.62  5.53 4.00  2.14  3.72 2.97  1.87  9.10 3.25  2.84  6.44 14.19  6.96  8.71 

中 35 3.11  1.83   3.00  2.34   1.63  1.68   1.54  2.28   9.29  6.64   

高 34 2.53  1.83  ** 2.53  2.19  * 1.21  1.68  *** 1.21  2.28  ** 7.47  6.63  *** 

 
同一性 
感覚 

低 35 3.66  1.76  2.07 4.34  1.97  11.72 2.94  2.20  10.83 3.60  2.83  13.82 14.54  7.33  13.53 

中 26 3.15  1.67   3.31  2.20   1.77  1.21   1.50  1.82   9.73  5.10   

高 40 2.80  1.96   2.03  2.08  *** 1.10  1.52  ** 0.85  2.11  *** 6.78  6.47  *** 

 * p<.05 , ** P<.01 , *** p<.001            
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表 7   自尊感情，本来感，同一性の得点の程度別に算出した攻撃性尺度の平均得点    
      短気   敵意   身体的   言語的   

    N Ｍ ＳＤ  F Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ F  Ｍ ＳＤ  F 

自尊 
感情 

低 31 15.77  4.96  1.50 22.97  4.94  12.00 15.52  5.52  0.26 13.61  4.91  3.76 

中 29 14.10  3.99   20.17  3.85   15.03  4.24   13.97  3.91   

高 37 14.16  4.07   17.62  4.52  *** 15.89  4.45   16.27  4.21  ** 

本来感 

低 32 14.91  4.93  0.39 22.88  5.22  10.72 15.25  5.37  0.22 12.69  4.53  5.94 

中 35 15.03  3.78   20.00  3.58   15.46  3.85   15.91  3.79   

高 34 14.15  4.58   17.65  4.87  *** 16.00  5.03   15.68  4.37  ** 

同一性 
感覚 

低 35 16.40 5.07  4.48 24.00  4.59  27.11 16.71  4.94  1.99 14.40  4.78  0.80 

中 26 14.19 4.05   19.50  3.25   15.62  4.36   14.31  4.04   

高 40 13.53 3.59  ** 17.13  4.05  *** 14.55  4.67    15.50  4.39    

    * p<.05 , ** P<.01 , *** p<.001 

 

 

表 8  自尊感情，本来感，同一性の得点の程度別に算出した自己開示尺度の平均得点    

初対面の人 
趣味   困難   欠点   否定的   

Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ F  Ｍ ＳＤ F 

自尊 
感情 

低 31 26.19 8.20  3.00 8.87 4.22  1.82 17.45 8.52  0.21 15.65 8.05  0.01 

中 29 28.14 7.34   9.59 4.42   16.17 6.60   15.45 8.58   

高 37 31.19 9.52   11.19 6.28   17.11 8.44   16.22 9.42   

本来感 

低 32 26.06 8.74  1.80 8.28 3.94  2.02 17.75 8.75  0.53 14.78 7.90  0.29 

中 35 29.11 6.97   10.54 4.91   16.46 7.08   16.40 8.50   

高 34 29.85 9.87   10.44 6.26   15.76 7.98   15.53 9.58   

同一性 
感覚  

低 35 25.23 7.45  5.83 8.37 3.88  4.48 16.66 8.07  0.46 16.66 8.07  2.06 

中 26 27.62 7.16   8.88 4.20   15.46 7.21   15.46 7.21   

高 40 31.68 9.51  ** 11.63 6.25  * 17.38 8.29   17.38 8.29   

仲良しの人 
趣味  困難  

F 
欠点  否定的  

Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ F Ｍ ＳＤ F 

自尊 
感情 

低 31 34.77 7.88  3.81 12.42 5.39  3.60 21.55 9.98  0.84 19.16 11.65  0.26 

中 29 33.48 6.13   12.90 4.97   19.83 7.13   18.31 8.72   

高 37 38.03 6.75  * 15.68 5.82  * 22.68 9.09   20.14 10.24   

本来感 

低 32 33.44 7.10  2.16 11.69 5.15  2.99 20.06 8.53  0.52 15.94 7.46  2.87 

中 35 36.09 5.89   14.97 4.90   22.29 7.96   21.79 10.98   

高 34 36.88 7.93   13.94 6.48   21.21 10.13   19.32 11.04   

同一性 
感覚  

低 35 33.91 7.74  2.06 12.62 5.20  1.38 21.44 7.62  0.15 18.32 8.83  0.97 

中 26 35.04 5.79   13.08 5.45   20.38 8.08   17.46 8.84   

高 40 37.18 7.13   14.70 6.12   21.55 10.44   20.78 11.94   

 * p<.05 , ** P<.01 , *** p<.001         
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はじめに 

 
 現在の状況では画餅の理想論となってしまうかもし

れないが、目の前の精神障害のある人に向き合い、共

にその社会的復権に取り組むことを業とする精神保健

福祉士を養成する過程において、実際に現場で精神障

害を持つ当事者と直接対面してのかかわりを体験する

ことは不可欠な要素の一つであると考えられる。一方

で、実習生や巡回教員が訪問することで、現場の利用

者や職員の健康を害することになっては、保健即ち人

の健康の保持増進を図るべき立場としては本末転倒で

ある。2021 年現在、2020 年 2 月 28 日の厚生労働省

事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医

療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応

について」により、学内での代替実習（以下、学内実

習）が認められるようになっている。精神保健福祉士

養成校（以下、養成校）には、奥貫ら[1]の報告にある

様に、「代替実習のプログラム作成を行いつつも、現地

実習を行う前提で準備を進める」、「（実習先に対し）契

約締結が実習の受入れ中止、延期等を妨げないこと、

また実習１か月前に改めて実施について協議する」と

いった、学外実習と学内実習の両面対応を迫られたと

ころも多く、2021 年度においても状況は変わらないも

のと思われる。2020 年度のソ教連調査[2]では、養成校

のうち約 51.5％が全部もしくは一部で代替実習プロ

グラムを実施しており、すべて通常の実習で実施した

46.8％を上回っていた。代替実習の内容としては、多

い順に①「記録の作成」、②「個人・グループでの振り

返りやスーパービジョン」、③「ゲストスピーカーの招

聘」、④「事例学習」、⑤「ロールプレイやグループワ

ーク」、⑥「実習予定先とのオンライン活用」となって

おり、学内の教員と学生によるプログラムの他に、灰

原[3]の様に、Zoom 等を活用したオンライン実習プロ

グラム作成等の積極的な試みもみられる。一方で、学

外実習を行うにあたっては、先述の奥貫ら[1]が作成し

た、「実習開始についての基準とフローチャート」等に

より、学生、実習先、養成校の三者で実習実施の可否

についての共通判断を行う基準を定める工夫が行われ

ている。先述のソ教連調査[2]でも、予定していた実習

先での実習が困難となった場合、「代替実習への切り替

え」（34.1％）よりも、「他の実習先を探す」（41.1％）

や「実習時期の延期等」（26.4％）での対応が多く、実

習本来の形である現場での実習を模索する動きが主流

であることが窺える。同調査[2]や奥貫らの報告[1]では、

代替実習を行う際の困難（担当教員の負担等）につい

ても述べられているが、学外実習を行う際には、むし

ろ実習先の職員等に様々な負担が生じることが考えら

れる。 
 

次に、2020 年度と 2021 年度のソ教連調査を比較し

てみたい。2020 年度調査によると、実習実施方法とし

て、現場実習が 45.5％、現場実習と代替実習が 39.9％、

代替実習が15.5％、次年度に延期が 3％であった。2021
年度ソ教連調査[4]では、実習実施方法として「すべて

通常の実習で実施」が 75.1％、「一部を実習、一部を

実習代替プログラムで実施」が 16.3％、「すべて実習

代替プログラムで実施」が 3.0％で行われていた。全

体として、通常の実習（現場実習）が増加している様

子が伺える。 
留意点として、実習実施方法の方針決定時期は、

2021 年の 3 月以前が 45.1％、4 月の緊急事態宣言前

が 18.9％、4 月 7 日の緊急事態宣言後が 28.8％であり、
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70.4％の養成校において 2020 年度から方針変更は行

われていなかった。変更内容をみると、学内での代替

実習プログラムから現場での対面実習に変更した学校

が 48.1％と多く、変更理由としては、新型コロナウイ

ルス感染状況をみてのものが 70.4％と支配的であり、

2021 年春の時点では、比較的にではあるが希望論的楽

観的な判断がなされていた様子が伺える。実習実施方

法の決定は、64％という過半数において緊急事態宣言

前における判断によるものであって、調査自体も 2021
年 6 月時点のものであり、演習授業の実施方法も、

2021 年 4 月時点と 6 月時点を比較すると対面授業が

132 校から 114 校に減っており、遠隔授業が 11 校か

ら 21 校に増えている。新型コロナウイルスデルタ株

が流行し全国的な緊急事態宣言が発令された 2021 年

度夏季実習では、実習の一部や全部を代替プログラム

（学内実習等）にする養成校がさらに増加したものと

推察される。代替実習プログラムについて、ソ教連調

査[4]では、全部あるいは一部代替実習とする方針の学

校のうち、2021 年 6 月時点で「作成済み」が 46.7％、

「代替プログラムを作成中」が 24.4％、「今後作成予

定」が 20％であった。2021 年の夏季実習の時期には

７割以上の学校で代替実習の準備が整っているものと

考えられる。 
 
以上の経過を踏まえると、今後、代替実習の準備を

整えたうえで現場実習を行うところや、現場実習と代

替実習を組み合わせて実施するところが増加すること

が想定される。代替実習の方法については、代替実習

の試みやそのガイドラインの作成に関する文献が複数

存在し、2021 年度には代替実習の準備も進んでいるも

のと推察される。とはいえ、比較的感染者数の少ない

地域においては、本来の実習形態である現場実習を模

索し、「比較的感染者の発生が少ない（いない）地域へ

の実習施設・機関にも実習配属地域を拡大」[4]する対

応を行っているものと推察される。そのため、今後、

コロナ禍での現場実習に関する知見がさらに必要にな

ると考えられる。概観したところ、精神保健福祉士を

養成する大学等、実習生を依頼する立場からの現場実

習実施のための感染症対策や配慮に関する論文等が複

数ある一方で、実習を受け入れる立場からの論文は見

当たらなかった。実習生を受け入れる側の視点から、

感染症蔓延下の現場実習で生じる負担や困難、必要な

工夫について考察することは、今後も続くであろう新

型コロナウイルス禍での実習を考えるうえで有効であ

ると考える。本稿では、実習先の職員の声からそうし

た負担や工夫等について考えることで、感染症蔓延下

でのソーシャルワーク実習についての示唆を得ること

を目的とした。 
 
方法 

 
 以下のとおり、文献レビューおよびリモートインタ

ビューを行った。 
 

文献レビュー 
 

Cinii にて、当初、「精神保健福祉」、「実習」、「コロ

ナ」および、「精神保健福祉」、「実習」、「感染症」の

AND 検索でキーワード検索を行ったが、該当件数は 0
であった。そこで、「実習」「コロナ」の AND 検索で

キーワード検索を行ったところ、230 件が該当した。

230 件について概観し、その内容として精神保健福祉

援助実習、社会福祉士相談援助実習にかかわるものを

抽出したところ、（表 1)のとおり 4 件が該当した（N=4)。
該当した文献の中から、新型コロナウイルス感染症禍

での現場実習を行うための取り組みに関する記述を抽

出したうえで文章化を行った。 
 
（表 1） 
著者 文献名 掲載先 

巻 康弘ら 

コロナ禍における相談援

助実習に向けた新型コロ

ナ ウイルス対策～実習シ

ステムの整備と実習関係

者と の連携を通じて～ 

北海道医療大学看護福

祉学部学会誌 17（1），

111-118，2021 

奥貫妃文ら 

コロナ禍におけるソーシャ

ルワーク実習 : 2020年度

の振り返りと今後の課題

(特集「コロナ禍の中での

人間社会学部の教育 : 

大学の授業は「不要不急」

なのか?」) 

人間社会研究人間社会

研究 (18), 15-28, 2021

相模女子大学 

灰谷 和代 

コロナ禍におけるソーシャ

ルワーク実習の対応─ オ

ンライン実習プログラムの

検討 ─ 

東北公益文科大学総合

研究論集 39 99-108 

2021 
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齋藤 敏靖 

「コロナ禍」における精神

保健福祉士・社会福祉士

実習 (特集 コロナ禍から

デイケアについて考える) 

デイケア実践研究 : 日

本デイケア学会誌 : the 

journal of the Japanese 

Society for Day Care 

Treatment 24(2), 

152-156, 2020 

 
リモートインタビュー 

  
精神保健福祉士養成の実習生を受け入れている都内

の精神に障害のある方が利用する事業所に勤務する精

神保健福祉士にリモート手段による半構造化インタビ

ューを実施した（N=13)。通信手段としては、SNS や

電話、メール等を利用した。得られたデータについて、

構造化された項目については項目別にグラフ化し、構

造化されていない内容については内容別にカテゴリー

化を行った。 
 
倫理的配慮と感染防止 

 
 静岡福祉大学研究倫理審査の承認を受け、調査への

協力は回答者の自由意志によるものであり、不同意に

よる不利益がない旨を明示した上で同意を得て調査を

実施した。また、結果等の記載にあたっては、対象者

やその所属がわからない様に十分な配慮を行い、発言

内容からも個人が特定できないよう留意した。感染防

止の観点から、全ての調査は非対面（リモート）形式

で実施した、また、回答者への負担軽減の観点から質

問内容の半構造化を行った。 
 
結果 

 
 文献ビュー 
  

「実習の基準とフローチャートを作成」、「事前指導

の講義は最後までオンラインで実施」、「実習前に２回

オンラインで学生と面談を行った。そこで学生の体調

を確認」、「配属先にボランティアに行くことが（中略）

できなかった」。「心身の健康を保ち実習に臨むことを

より重視することにし、（事前学習）課題の提示は必要

最低限」、「実習中に学生が感染した場合の補償や学生

が感染源となった場合の賠償などについて（中略）検

討」、「A 事業所で実施するオンライン実習プログラム

を、A 事業所の実習担当者と検討し計画、実施」、 「新

たに COVID-19 に関する補償内容も含む『実習保健』

に加入」、「社会福祉実習における新型コロナウイルス

対策指針（中略）決定」、「『社会福祉実習における体調

不良学生への初期対応チャート』を作成」、「実習直前

の電話連絡」、「夜間や休日の過ごし方の指示」、「アイ

ガード等の感染予防用品の着用」、「マスクの交換頻度

の増加」、「帰校日指導を、原則的に遠隔（オンライン）

授業形態で実施」「原則禁止としている自動車通勤の条

件付きでの許可」 
  
 リモートインタビュー 
  
・コロナ禍における実習受け入れについて 
 
 コロナ禍での実習受け入れについては、図 1 に示し

たとおり、「どちらかといえば賛成」という声が多数を

占めた。より詳しくは、後進の育成は望むところであ

るし、本来は諸手を挙げて受け入れたいところではあ

るが、コロナ禍において自分達が第一に考えるべき利

用者の健康や周辺住民の目を考えるとそうもいかない

といった本音がみられた。 

 
（図 1) 
凡例：5)賛成 4)どちらかといえば賛成 3)どちらで

もない 2)どちらかというと反対 1)反対 
 
（実習前） 
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・実習前の健康観察（検温）の開始時期について 
実習前の検温等による健康観察の開始時期について

は、図 2 のとおり、国立感染症研究所「積極的疫学調

査実施要領」の「濃厚接触者の方は、患者と最後に接

触があった日（最終接触日）の翌日から 14 日間は、

発症する可能性があります。不要不急の外出は自粛し、

健康観察をお願いします。」にも示された 2 週間前を

妥当とする意見が多くみられた。なお、健康観察にお

いては、検温だけでなく倦怠感等の自覚症状について

も記載することが大切と考えられていた。 

 
（図 2) 
凡例：5)１か月前 4)３週間前 3)２週間前 2)１週

間前 1)１日前 
 
・実習前の外出（旅行）制限について 
 

実習前の外出や旅行については、図 3 にあるように、

不要不急の外出を避け感染防止に努めて欲しいという

意見が 8 割近くを占めた。実習先の職員も元を辿れば

学生であるため、学生生活最後の長期休みを有意義に

過ごして欲しいという心情もみられ、近隣地域への外

出程度は構わないという意見もみられたが、やはり利

用者の健康を守るという専門意識から厳しめの意見を

言わざるを得ない実情がみられた。 

 
(図 3) 
凡例：1)制限しない 2)海外は不可 3)県外は不可 

4)近隣区市町村内は可 5)不要不急の外出は避ける  
 
・実習前の行動記録の要否と開始時期について 
 
 実習前の行動記録の要否と開始時期については、図

4 にあるように、不要とする意見も４割弱と多かった

ものの、健康観察と同時期に初めて欲しいとの意見が

３割程度みられた。実際に記録として依頼する際に健

康観察と行動記録を同一の用紙で行ってもらうことを

想定しての意見として表出された様子であった。 

 
(図 4) 
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凡例：1)不要 2)１週間前 3)２週間前 4)３週間前 

5)１か月前  
 
・実習前にしてもらいたい検査について 
 
 実習前に行ってもらいたい検査としては、図 5 にみ

られるように、（抗体検査とセットを含めた）PCR 検

査を求める意見が半数を超えていた他、自己診断を求

める意見が 4 割弱みられた。その理由としては、（全

国的なワクチン接種が始まる前の時期では）他に目ぼ

しい対策もなく巷で宣伝されていたこともあり、PCR
検査を求めたいとの意見が聞かれた。 

 
(図 5) 
凡例：1)特になし 2)倦怠感等を自己診断 3)抗体検

査 4)PCR 検査 5)PCR・抗体検査両方  
 
・実習前訪問・オリエンテーション方法について 
 
 事前訪問やオリエンテーションの方法としては、図

6 にみられるように、短時間で対面による実施を望む

意見が 7 割近くとなった。コロナ禍とはいえ、人にか

かわる者として、その人の人為やペースを感じとり、

実際の実習の場を事前に直接見てその雰囲気を感じと

った上で実習計画を立てて欲しいとの思いがその背景

として聞かれた。 

 
(図 6) 
凡例：1)通常通り実施 2)短時間で実施 3)ZOOM 等

で実施 4)電話で実施 5)実施しない  
 
（実習中） 
 
・望ましい実習期間について（最大実習期間 15 日間） 
 

望ましい実習期間としては、図 7 にあるように、全

日で良いとする意見が半数を超えていた。一方で、7
－10 日の短縮実施を望む声も 3 割程度みられた。実習

期間の長さと感染リスクが比例するのではという懸念

と、自粛ムードの中で多少は遠慮した方が良いのでは

という意見がその背景として聞かれた。 
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(図 7) 
凡例：1)全日（１５日） 2)１０日以内 3)７日以内 

4)５日以内 5)３日以内      
 
・実習生の昼食場所について 
  
 実習生が昼食をとる場としては、図 8 にあるように、

別室での食事を求める意見が 5 割を超えていた。本来

は利用者と一緒にコミュニケーションをとってもらう

機会としてもらいたいが、感染リスクを考えるとマス

クを外す場面では別室でお願いしたいというのがその

背景として聞かれた。 

 
(図 8) 
凡例：1)特に制限なし 2)食堂（利用者と一緒） 3)
スタッフルーム（職員と一緒） 4)別室 5)施設外 
 
（巡回指導） 
 
・巡回指導時間・方法について 
 
 巡回指導の時間やその方法としては、図 9 にみられ

るように、30 分以内の短時間で行ってもらいたいとの

意見が 5 割を超えていた。通常の巡回指導が 1 時間程

度をかけるものであることを考えると、通常時より短

時間で行うことを求められた結果となった。 

 
(図 9) 
凡例：1)通常通り 2)1 時間半以内 3)１時間以内 

4)30 分以内 5)電話等極力リモートで実施 
 
・巡回指導の場所について 
 
 巡回指導を行う場所としては、利用者等との接触を

避けられる特定の部屋や場所を求める意見が 9 割超と

圧倒的多数であった。 

 
(図 10) 
凡例：1)通常通り 2)利用者との接触を避ける場  

3)特定の部屋 4)施設玄関 5)施設外 
（実習後） 
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・日誌、総括、お礼状の提出方法について 
 
 最終日の日誌や実習総括、お礼状の提出方法として

は、図 11 にみられるように、郵送を求める意見と郵

送、持参のどちらでも良いとの意見が同じく 5 割弱を

占めていた。 
 

 
(図 11) 
凡例：1)郵送、来所どちらでもかまわない 2)予約の

上来所がよい 3)郵送がよい 
 
・実習後ボランティアや来所について 
 
 実習後のボランティア等での来所については、遠慮

してもらいたいとの意見が 6 割を超えていた。また、

実習後のボランティアについて伺った中で、ボランテ

ィアに来てもよいかどうかは、その目的（目的が明確

化されているか、取り組み姿勢や意欲）によるとの意

見がみられた。 
 

 
(図 12) 
凡例：1)通常通り来てもらいたい 2)短時間なら来て

もらいたい 3)遠慮して欲しい   
 
・実習前の準備等について 
 

実習前に行ってもらいたい準備等について伺ったと

ころ、健康観察においては、単に体温を記録するだけ

でなく、その実習生の平熱を把握し、記載するように

して欲しいという意見や、当然のことではあるが、実

習に臨むにあたり実習前から自主的に体調管理を行い、

体調不良の際は無理せずに連絡のうえ実習日程を調整

するようにして欲しい欲しいとの意見がみられた。ま

た、事前に胸部レントゲンを撮って欲しいとの意見も

あった※。 
 
※本意見は、「無症状にて発症していた新型コロナウイ

ルス(COVID-19)肺炎の 2 例―器質化肺炎パターン

を呈し重症化した 1 例を含めて―」（福島県立医科大

学 会津医療センター 感染症・呼吸器内科 新妻ら 

2020）の報告にみられるように、無症状で経過し後に

発熱した感染者の中に胸部レントゲン（本症例では

CT 検査）にて肺炎像が認められていたケースが存在

したことを意識してのものと思われる。 
 
・実習内容の制限等について 
 

実習生の行動範囲や実習内容の制限について伺った
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ところ、実習時間以外でも、基本的な感染症対策（マ

スク着用や手洗い、手指消毒）を行って欲しいとの意

見や、食事時には距離をとってもらいたい、利用者の

自宅訪問同行は遠慮してもらいたいとの意見がみられ

た一方で、常時手指消毒を行っていれば、通常通り実

習を行ってもらって構わないとの意見もみられた。他

に、直接対話の機会が減る分、行動観察等から読み取

る実習や、非言語的なかかわりに取り組み考察や振り

返りをしていってもらいたいとの意見があった。 
 
・養成校での準備について 
 

実習前に養成校でやってもらいたい準備等について

伺ったところ、学内での感染防止の徹底、それも（他

学部・学科等を含めた）全学的な感染防止対策を行っ

てもらいたいとの意見がみられた。また、実習先での

かかわりが限られる分、事前に実習の手引きやハンド

ブック等を読み込んでイメージトレーニングを行うこ

とや、実習目標や取り組み内容を明確化してきてもら

いたいとの意見がみられた。 
 
・実習中の養成校の対応・巡回指導について 
 

実習中に養成校でやってもらいたい対応について伺

ったところ、学内での感染防止の継続や、実習生の熱

発や体調不良時の対応を望む意見がみられた。他に、

コロナ禍では実習生と面と向かってじっくり向き合う

時間がとりにくいことから、実習生の普段の様子や特

徴、課題や養成校として当該学生に求める到達点につ

いて事前に教えておいてもらいたいとの意見や、そう

した情報共有のために養成校側が実習開始後早い段階

に一度現場に来てもらいたいとの意見がみられた。 
また、巡回指導時の要望について伺った際にも、上

記情報共有のため初回の巡回指導は実習開始後 2-3 日

目に来ていただいた方が良いとの意見がみられた。 
 
・コロナ禍に限らず実習生・巡回教員に望むこと 
 

コロナ禍に限らず、実習生・巡回教員に望むことに

ついて伺ったところ、実習前に「何を学びたいか」を

明確化し、実習指導者と三者で共有しておけると良い

との意見や、事前に質問・取り組み事項を明確化して

おけると良いとの意見がみられた。また、単に実習を

こなすのではなく、何のために実習を行うのか、何を

得たいのかをしっかりと考えて実習に臨んでもらいた

いとの意見や、実習態度にも気をつけ、実習前に最低

限の知識を身につけてきて欲しいとの意見、学生に対

する実習に向けた動機付けや実習生としての意識づけ

を教員が充分に行っておいて欲しいとの意見がみられ

た。 
 
・その他 
 

その他自由に聞いてみたところ、利用者の滞在時間

が短くなったことから、利用者と直接関わりがもてる

時間が少なくなっていることや、感染防止のため実習

期間が短縮になったとしても意欲的に参加して欲しい

との意見や、機会が少ないからこそ、タイミングをみ

たかかわりや行動に取り組んでもらいたいとの意見が

みられた。また、一日あたりの実習時間短縮により実

習日数が増える場合があることの理解について、学校

側から学生への説明と調整を行ってもらいたいとの意

見もみられた。一方で、感染防止対策を徹底していれ

ば、実習内容を大幅に変更する必要はないとの意見や、

コロナ禍で難しいこともあるが、現場でしか学べない

こともあるので今後も現場実習をしてもらいたいとの

意見、さらには、コロナ禍で実習を行う実習生に対し

て、コロナ禍でストレスが溜まり大変なこともあると

思うが、自身の健康管理をして実習に臨んでもらいた

いと実習生を気遣う意見もみられた。 
 
考察 

 
 コロナ禍での実習受け入れについては、全般的に前

向きな姿勢がみられた。一方で、健康観察や移動の自

粛、感染防止対策についてはしっかりと行うことが求

めるられていると思われる。 
実習前の検査として、PCR 検査の他、胸部レントゲ

ン検査を求める意見もみられた。ソ教連調査では、実

習先から PCR 検査を求められた割合が 56.7％（内、

入院系医療機関が 50％）、ワクチン接種を求められた

割合が 24.5％（うち入院系医療機関が 57.9％）となっ

ており、今後も入院系医療機関での実習においては、

PCR 検査やワクチン接種が求められることが想定さ

れる。2021 年夏時点では、ワクチン接種は公費負担と

なっているが、PCR 検査は自己負担であり、ソ教連調
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査によればその費用負担として 42.2％の養成校が学

校負担としていた。こうした検査には少なからず金銭

負担も生じるため、養成校としてその補填や補助を考

える必要があると思われる。 
 巡回指導や昼食の場所、日誌等提出方法については、

実習先によって想定している場所や対応があるため、

事前に巡回指導教員、実習生、実習指導者で確認・共

有しておくことが必要であると考えられる。さらに、

実習先によっては利用者の利用時間の短縮等を行って

いるところもあるため、実習時間や実習日程について

も三者で確認・調整しておくことが必要であると考え

られる。 
 実習前訪問やオリエンテーション、巡回指導につい

ては、対面且つ短時間で行って欲しいとの意見が多く

みられた。また、実習期間については、通常通り行っ

て欲しいとの意見が多くみられた。コロナ禍であって

も、感染防止対策をしつつ対人援助職を目指す者とし

てしっかりと現場で対面の実習に取り組んでもらいた

いと考えているものととらえられる。 
 今回みられた意見には、実習中だけでなく実習以外

の生活や養成校側でも全学的に感染防止対策に取り組

んでもらいたいという至極もっともなものもあった。

「週一回の教員指導（訪問指導 1 回、帰校日指導 3 回）

時に、感染症の少ない地域から感染者が多い札幌圏に

公共交通機関で移動することや、帰校日指導で実習生

が集まることでの感染リスクへの懸念 [5]が述べられ

ている調査もある。単に実習だけでなく、それ以外の

生活や養成校の活動での感染防止対策も必要であると

考えられる。 
 今回得られた結果で最も留意すべきと考えられるの

は、実習内容や事前学習について、コロナ禍で利用者

と対面する時間が減るからこそ、事前学習の段階から

しっかりと実習に取り組んでもらいたいとの意見があ

がったことである。現場に負担をかけて行う実習であ

るからこそ、それに見合う成果を得ることが求められ

るのは理の当然であるし、そのためには、コロナ禍以

前にも増して事前学習で実習イメージや取り組み課題

の明確化を行い、実習生、指導教員、実習指導者で充

分時間をかけて推敲・共有しておくことが必要である

と考えられる。 
 
研究の制限と今後の課題 

 

 今回、病院実習は代替実習となることが多いと考え

られたため、調査対象とする実習先種別として地域の

事業所を取り上げた。最終的には、筆者がかかわった

実習先でも、医療機関では代替実習となるところが出

ていたため、この判断は妥当であったと考える。一方

で、実習先種別による新型コロナウイルス感染症の影

響の違いについても、別途考えていく必要があると考

える。病院における対応の参考として、都立松沢病院

での新型コロナウイルス感染症対応について、針間[6]

の記述から抜粋したものを以下に記しておく。外来に

おける対応として、①「再診患者に電話再診や通院間

隔の延長を促すことで、受診患者数と受診頻度の減少

を図る」、②「職員への体温記録、マスク着用、手指職

毒の徹底」、③「病院入口での来院者に対する体温測定

と問診、院内でのマスク着用とフィジカルディスタン

スの確保」が挙げられていた。入院における対応とし

て、①「治療上必須な場合を除いた、入院患者の外出・

外泊と訪問者との面会の原則禁止（その後、オンライ

ン面接の推奨や、面会室の面会では面会時間を 15 分

以内とし、換気や距離の確保、マスク着用や手指職毒、

面会室での飲食禁止や面接後の清掃を行うことになっ

た）」、②「実習生、見学者、ボランティア、外部講師

の受け入れ停止」、③「共有スペースでのマスク着用の

推奨、食堂座席での対面を避ける配置、食事中の会話

を控える等の注意喚起」が挙げられていた。デイケア

は、当初、全ての集団活動を休止し、準備を整えた上

で限定的に実施されたが、そこでの対応は、①「利用

者へのマスク着用と手指職毒の義務付けと来院時の検

温と体調確認の実施」、②「カラオケや英会話等の発声

中心のプログラムの中止」、③「昼食の中止（利用は午

前または午後のみに限定、後に解除）」、④予約制によ

る人数制限」が挙げられていた。これらの対応から、

厳しい状況下でも、新型コロナウイルス感染の状況や

体制整備に伴って徐々に利用しやすくする工夫がなさ

れている様子がうかがえた。 
 巻[5]らのいうように、「（コロナ禍での）実習生役割

の遂行には、生活・行動制限の履行は必要ながら、学

生は実習生である前に生活者でもある」。そして当然の

ことながら、実習先のクライエントや職員も生活者で

あり、家族がある人もいる。さらに、実習生は実習生

である前に学生でもあり、富山大学の西村[7]の調査に

あるように、リモート授業により、「課題レポートの多

さ」や「各授業担当教員や教務係から毎日のようにメ
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ールが届き、さばききれなくなる」といった課題を学

生が実習前から抱えていることも想像される。実習を

行ううえでは、防疫的・教育的効果のみならず学生や

関係者の負担についても考える必要がある。 
 樋端[8]は、「学校、とくに公教育が社会における重要

な格差是正装置としての機能をもち、ケアの機能、福

祉機能も果たしていたということ」、そしてコロナ禍に

おける休校等でその機能が制限されたことにより、「家

族の数や親の余裕、職業、祖父母などが近くにいるか、

自宅の広さや近所に身体を動かす公園があるかなど」

の環境要因の差によって子どもたちの「生活の質」が

変わってしまうことを指摘している。これは大学生に

もいえることであり、とくに現場実習に臨む学生には、

健康観察の他、県外移動や多人数での集会の他、県外

からの移動者との接触を避けるように指示されている

ことが多い。このことは、学生本人のみならず、その

家族の生活（移動や団欒等）にも制限を課すことにな

っていると考えられる。また、「新型コロナウイルス感

染症対策の状況分析・提言」（新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議 2020 年 3 月 19 日）で提起された様

に、医療従事者に対する偏見・差別の問題も存在する。

同様の制限や生活のしづらさが、実習先の職員やその

家族にも存在すると考えられる。新型コロナウイルス

禍での実習は、単に教育の問題や専門職養成の問題に

留まらない広範な課題であると捉えられる。 
援助技術に限らず、技術というものはその実践量に

正比例して向上すると想定される。また、対象者理解

についても、実際に対象者と触れ合うことで理解が進

むと考えられる。実際に現場実習を行う時間や、当事

者と触れ合う機会が減少することは、当然にこうした

技術や理解の程度に影響を与えると考えるのが妥当で

あるように思える。教員等がロールプレイを行う学内

実習や、遠隔による施設紹介等では、こうした機能を

補完するには足りないであろうし、筆者が重視する“当

事者に助けられる体験”も失われてしまう。現場実習

の機会が失われれば、ボランティア等、実習以外に当

事者と交流する場の有無や家族や周囲に当事者がいる

か否かといった実習生個々の環境格差が、各実習生の

技術や理解に与える影響はより大きなものとなると考

えられる。現場実習と代替実習の効果の違いについて

も今後考えていく必要があると考える。 
今回の考察を通して、現場実習における制限や配慮

等について考える機会となった。一方で、実習生を生

活者として捉えた実習の生活面への影響については、

今後あらためて考えていく必要があることが確認され

た。今回の研究は地域の施設からの視点に限定された

ものであったが、病院と非病院という実習先の違いに

より、現場実習や代替実習といった実習方法の相違が

出ることも考えられる。代替実習はあくまで代替手段

であり、本来の実習は現場実習であることは、「代替実

習」の（カントがプロレゴメナの中で総合判断と対置

したところの）分析判断から明らかである。今後は、

新型コロナウイルス禍での実習が実習生や現場職員の

生活に及ぼす影響について、また、実習先種別の違い

による影響の違いについて、さらに、現場実習と代替

実習の違いについて、さらなる研究が必要と考える。 
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